
項　目 現　状　・　課　題　等 質疑・要望等

総務部 1
財源の確保対策につ
いて

・歳入について、この５年間の推移を見
ると令和２年度は県税収入が大きくへこ
んでいる。地方消費税清算金は消費税の
１０％の増税で丸々１年間分、令和２年
度は入っているが、県民負担が結局裏返
しに増えていることになる。様々な施策
を講じてコロナ対策をしているが、９
９．９％の中小企業・事業者の体力が限
界に来ていると思われる。

・自主財源の確保対策と交付税増額の国への要請はどういう状
況かを伺う。

・令和２年度は、主な自主財源である県税収入が法人二税を中心に新型コロナウイルス等の影
響により減少した一方、地方消費税清算金が消費税率の引上げの平準化により増加したことか
ら、全体としては増となっている。今後も感染防止対策や社会経済活動の再活性化に取り組
み、税収の回復を図っていく必要がある。臨時交付金や国土強靱化５か年加速化対策などの国
の財政措置を積極的に受け入れるほか、交付税措置の有利な県債を最大限活用しながら、財政
調整用基金の残高確保にしっかり努めていきたい。一般財源総額については、令和６年度まで
今年度の水準を実質的に確保するという方針が国から示されているが、今後も高齢化に伴う社
会保障関係費の増加が見込まれることから、増加する財政需要を的確に反映し、安定的な財政
運営ができるぐらい必要な地方交付税の確保、充実を引き続き国に対して強く求めていきた
い。

総務部 2
会計年度任用職員の
業務、給与について

・会計年度任用職員については、総務企画委員会で給与の差は
責任感や労働時間の違いと言っていたが、任用職員も県職員と
同じような仕事をしている。補助的な仕事内容ではない部署も
ある。給与は生活費という観点から月給料の引上げも検討すべ
きと思うがいかがか。
・同一価値労働同一賃金と言われるが、職種によっては職員と
同じ仕事をしている。同一価値労働同一賃金は会計年度任用職
員であっても適用されないといけないと思うがいかがか。
・責任の違いと言っているが、会計年度任用職員には責任はな
いという判断でいいのか。

・会計年度任用職員の業務は事務補助的な業務や専門性をいかした業務、正規職員の業務の一
部を担う業務など様々。正規職員と会計年度任用職員とでは業務の内容や質、量に差があると
ともに、決裁や判断上の責任、他所属や外部機関との調整など職責自体が異なっている。給与
は職責等に応じて定めることから、正規職員と会計年度任用職員とでは一定の差があるものと
なっている。会計年度任用職員の報酬は、類似する職務に従事する正規職員との権衡、当該会
計年度任用職員の業務内容等を考慮して定めており、現時点での報酬単価の設定は適正なもの
と考えている。
・会計年度任用職員と正規職員とでは業務内容や責任が異なる。会計年度任用職員には、他機
関との調整、全体的な統括業務等を行わない等の責任の違い、職責の違いがあるため、正規職
員と会計年度任用職員には給料の差があると考えている。
・会計年度任用職員には責任がないということではなく、例えば、総務事務センターでは受付
入力や受付計算といった事務をしているが、それは従来職員が行う業務の一部である。正規職
員はさらに審査、給与の支給、税等の支払、それに関する他機関との調整等があり、そういっ
た部分を職責の違いと言っている。

総務部 3
在宅勤務に係る目標
値について

・県職員の働き方改革推進事業について、１２０台端末を増や
して１４０台という報告があった。３年度の在宅勤務実施者数
の目標で延べ５，６００人の職員とあるが、１４０台と５，６
００人はどういう整合性があるのか。
・延べ５，６００人ということだが、実数は何人を対象として
いるのか。

・在宅勤務の専用端末として現在１４０台を確保し、業務内容を勘案しながら各所属に配備し
ている。さらに、農林水産や土木の現場などで活用するモバイルワーク端末が５５０台あり、
この効果的な活用とあわせ、原則１所属１台以上の配備を行い、所属間、部局間での調整を行
いながら活用してきており、必要な端末数は確保できている。令和３年度の目標値、年間延べ
実施者数５，６００人日は、専用端末１４０台を毎日使い続けた場合のその５０％の稼働率と
いうことで高めの目標設定をしている。モバイルワーク端末の活用とあわせることで希望する
職員が問題なく実施できる設定。
・在宅勤務は、多くの職員に使ってもらうことも必要だが、何より育児、介護と仕事の両立な
ど使いたいときに使える環境を整備することが重要。このため、実数の目標値はつくらずにど
れだけ実施されたかを表す延べ人数を目標値として設定している。

総務部 4
在宅勤務における費
用負担等について

・在宅勤務では、パソコンを使ったり、通信費、水道光熱費等
の費用がかかると思うが、そういう費用はどういう形で負担さ
れているのか。また、退勤処理の管理はどうしているのか。
・端末の通信費だけは県が面倒を見るが、それ以外は本人負
担、国の動向を見るとのことだが、県としてそういうところは
きちっと主張すべきだと思う。具体的に検討しているのか。
・テレワーク中の事故、労災の対応はどうしているか。

・通信機能を搭載した専用端末を貸与することで通信費の負担はないが、その他の光熱水費や
電話代等については、現状では職員が負担することとしている。今後、国や他の地方公共団体
の動向を踏まえながら、職員アンケート等で職員の声にも耳を傾け、職員が利用しやすい在宅
勤務環境の整備を引き続き検討する。勤務時間の管理は、原則時間外勤務を命じないものとし
ている。しかしながら、もし時間外勤務になった場合でも、専用端末の利用により勤務時間管
理システムと連動しているのでパソコンの稼働状況が確認でき、勤務時間を適切に把握できる
ようになっている。
・在宅勤務の経費負担は、まだ国も他県もその分の経費をどうするかを今検討している最中。
その動向も見ながら検討していきたい。
・在宅勤務時であっても、公務災害としての条件が認められれば対象になる。
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総務部 5
税務業務アウトソー
シング推進事業につ
いて

・税務業務アウトソーシング推進事業は申告書の受付、入力業
務等になっている。外注の場合は、県が直接委託労働者に指示
すると偽装請負になるが、県としての指揮命令系統はどのよう
になっているか。
・申告書という個人情報の漏えい防止等をどうしているか。

・申告書の受付や入力などの補助的業務を外部に委託する際には、委託業務の従事者が県税事
務所内等で業務に従事することについて、労働者派遣法に規定する労働者派遣に該当すること
のないよう、委託業務従事者に対する指揮命令系統を明確にする措置を講じている。具体的に
は、受託業者は業務従事者を管理監督する責任者を定め、業務の実施に関する指示や勤怠管理
等を自ら行う。県からの業務に関する指示等は全てこの責任者に対して行い、県が委託業務従
事者に直接指示することなどがないようにしている。
・個人情報等の取扱いを伴う業務を委託する際は、県が保有している個人情報等の保護対策の
一貫性を確保するため、秘密の保持、複写、複製の禁止、目的外利用や第三者提供の禁止、安
全管理など、県と同様の適正な取扱いを行うための様々な措置を契約に明記し、受託業者に義
務づけている。例をあげると、委託業務の実施に伴う個人情報等のデータは、業務完了時に受
託業者が完全に廃棄又は消去し、その旨を県に報告する。必要に応じて県職員がその現場に立
ち会うこともできる。これまで情報漏えい等は起きていないが、引き続き個人情報等の保護対
策には力を入れて取り組む。

総務部 6
住民課窓口業務のデ
ジタル化について

・スマート自治体転換推進事業において、１６市町村の住民課
の窓口業務のデジタル化とあるが、これはどういうシステム
か。

・転入出など住居変更に係る窓口手続を自動化するシステムで、住民の方は署名した申請書を
提出するだけで全ての手続が完了することになる。令和２年度に自治体行政スマート化推進会
議でシステム導入について検討を進めてきた。今年１０月から日田市において新しいシステム
の運用が始まったところ。また、電子申請システムによる事前申請もできるように検討してい
る市町村もある。

総務部 7
ＩＣＴ活用業務効率
化推進事業について

・ＩＣＴ活用業務効率化推進事業において、ＲＰＡ導入による
業務縮減時間の令和元年度と２年度の実績値がかなり低くなっ
ている。県職員の負担軽減につながらない業務があったと成果
にも記載されているが、具体的にどのような業務だったのか。
また、長時間労働の是正にどのようにつながったのか。

・令和２年度に行った業務フローの見直し、ＢＰＲと言われる作業を行った結果、職員負担軽
減につながらないと判断した主な業務は、精神障害者保健福祉手帳の判定、交付に関する業
務、教員採用選考の成績一覧表の入力及び確認に関する業務など。逆に、令和２年度のＲＰＡ
化等の対応により勤務時間の縮減につながった主な業務は、国税連携システムに関する業務、
食品衛生法に係る飲食店営業許可証の発行に関する業務、食中毒注意報の発表に関する業務な
ど。この結果、２，１３１時間の勤務時間削減につながった。

総務部 8
総合行政ネットワー
ク運営事業費につい
て

・総合行政ネットワーク運営事業費について、政府共通ネット
ワークを結ぶとあるが、どのようなシステムか。
・ＬＧＷＡＮと省庁間をネットワークでつなぐということで、
行政手続の標準化の一環として行っているのか確認したい。

・政府共通ネットワークは国の省庁間を接続するネットワークで、この事業は地方公共団体の
ＬＡＮを相互に接続するＬＧＷＡＮの維持運営費、ＬＧＷＡＮと政府共通ネットワークを接続
する閉域ネットワークの維持運営費に関する負担金である。
・総合行政ネットワーク運営事業については従来から運用されていて、全国の自治体間のネッ
トワークと国のネットワークを結ぶものである。

総務部 9
デジタル化の推進に
関する要望

・（内部協議）今年の９月にデジタル庁ができて、県でも自治
体のＤＸの推進とか、ＡＩ、ＲＰＡなどいろんなデジタル関係
業務が出てきている。そういう中で大事なことは、個人情報を
いかに保護していくかということと、情報格差、デジタル・
ディバイドをいかに解消していくか。来年度は特に注意してい
かなければいけないと思う。
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総務部 10
令和２年度県税収入
決算見込みについて

・県税については落ち込みが３．８％だった。３年度は既に今
年度、前年度比１０．７％減の１，１４３億円と見込んだ予算
をつくっている。ますますこれが広がっていくんだなと思う
が、いわゆる新型コロナウイルス感染症が始まった年の決算と
して、全国的な状況もあわせて大分県の状況をどのように考え
ているか伺う。

・本県の令和２年度県税収入決算見込額は１，２０３億８千万円で、前年度に比べマイナス
３．８％、額にすると約４８億円の減。これに対し、全国では新型コロナの感染拡大に伴う企
業業績の悪化等により地方法人二税が大幅減となったが、地方消費税が税率引上げの影響で増
となったことと個人県民税が前年所得にかかるので給与所得の増加、好調だった株式の売買に
よる増などにより、総額では対前年度０．１％の増となっている。ただし、個別の都道府県で
見ると、２１都府県が増収となる一方で２６道府県が減収となるなど、新型コロナの税収への
影響は団体間でばらつきが生じている。本県は減収となった方に入るが、これは新型コロナの
影響による企業業績の悪化に加え、火災による県内大手製油所の運転休止の影響を受け地方消
費税が減収となったことが大きな要因。なお、令和３年度の税収は企業業績の持ち直しや製油
所の運転再開により、これまでのところ前年度を上回っているが、コロナの影響による景気の
下振れリスクも懸念される。引き続き、景気動向や税収の推移を注視しながら、的確な県税収
入の確保に努めていきたい。

総務部 11
来年度予算編成に向
けた考え方について

・令和３年度の予算編成は、これまでに
ない形だったと捉えている。２０年ぶり
の７千億円超えという規模ももちろんだ
が、内容を見ると、県税収入が前年比１
０．７％の減、地方交付税は４．１％
増、国庫支出金１６．６％増、臨財債に
至っては６７％増になっている。今まで
の予算編成とかなり違っている。

・これから来年度の予算が編成されていくが、コロナの影響に
よりさらに大変な作業になってくるのではと思っている。来年
度の予算編成に向けての考え方を伺う。

・令和３年度予算編成を振り返ると、基本的には昨年１２月の時点で、国の方で地方財政対策
を組み、その時点での地方交付税や臨時財政対策債をベースに予算編成をした。当時は非常に
厳しい状況だったので、かなり税収が落ち込むだろうという見込みもあり、それに伴い地方交
付税、臨財債共に増えている状況。令和２年度の国税決算は予想に反して過去最高を更新し、
現時点では今年度の地方税収も昨年度の国税の決算税収を踏まえるとかなり好調に推移する可
能性があるのかなと思っている。一方でコロナの下振れリスクもあるので、今後の予測を立て
るのが難しい予算編成になるかと理解している。国の方でも結果的には大きく予想を違えてし
まったという状況だが、できるだけ直近の情勢をにらみながら、また国の動向も適切に捉えな
がら歳入歳出を見積もって適切な予算を組んでいきたい。

総務部 12
税務業務アウトソー
シング推進事業にお
ける指標について

・活動指標の中で、法人入力等作業時間の削減や申告書等発送
作業時間の削減として時間数を目標値、実績値で報告してい
る。この数字はどのような形で設定し、取りまとめているか教
えてください。
・目標値に対して実績値が下回っているというのはどういう評
価になるのか。たまたま件数が少なかったとか、業務が効率的
に行われたとか、そういったことで実績値として低い数字であ
ること自体は参考数値にはなるが、ここにあがるべきものなの
か。活動指標なり成果指標はもう少し検討を加えた方がいいか
なという思いもした。

・法人入力等作業、申告書等発送作業に要する時間数は、県税事務所職員からの聞き取り結果
などから推計した１件当たりの所要時間に、目標値は総件数の見込み、実績値は総件数の実績
を乗じて算出したものになる。
・実績値の時間数が実際業者がその件数を処理した時間になるので、丸々その時間が節約でき
たことになる。活動指標、成果指標については、改めてまた検討したいと思う。

総務部 13

税務業務アウトソー
シング推進事業にお
ける事業内容につい
て

・事業の内容について、労力を投下しなくてもよい業務内容を
検討しているだろうと思うが、これまでどのように議論された
かという形態や、どのようなアイデアなどが議論されている
か、教えてください。
・本来の専門的な業務にもっと集中できる環境をつくっていく
というのが環境整備の上では大切なことだと思う。効率よく伸
び伸びと仕事ができる環境をつくっていただきたい。（要望）

・民間事業者に委託可能な業務としては、差押えなどの滞納処分や課税額の賦課決定処分など
の公権力の行使にはあたらない補助的な業務や事前準備的な業務が考えられる。より専門性の
高い業務に職員が専念できるように現場職員の意見も聞きながら、引き続き対象業務の拡充等
を検討し、この取組を進めることによって、結果として人材の育成や税収の確保につなげてい
きたい。

総務部 14
県庁職員間の応援体
制について

・令和２年度は、コロナの発生で保健所
業務、７月の豪雨災害で農林水産部や土
木建築部、こういったところは一時的に
大変な業務量になり、超過勤務手当が一
気に増えているのではないかと思う。

・当然基準値を超えるような超過勤務をやらざるを得ないよう
なこともあっただろうが、そういった場合の分析、検証、それ
をガバナンスとして所属長の評価基準のデータに落とし込むと
いうか、臨機応変にそこをどのような形で乗り切るかという仕
組みがまだ見えてきていないのではないかなと思う。今回はこ
うだったと、コロナだったから、あるいは豪雨災害だったから
と、そこで終わっているような気がする。限られた人材の中
で、仕組みとしてつくっていく必要があるかと思うが、どのよ
うに考えているか伺う。
・今の答弁を聞いた中では、まだあまり変わらないのかなと感
じざるを得ないということを指摘しておく。

・限られた人材の中で、コロナ、災害といった大きな業務量に対して対応していかないといけ
ない状況が続いている。全庁横断の体制ということで、例えばコロナであれば、感染症対策課
等の本庁、ワクチン接種業務、宿泊療養施設、そういったところに全庁横断で応援をしていっ
た。これはいまだに続けている。災害についても、昨年の７月豪雨災害の折には土木職員と技
術職員が不足したので、土木建築部の中でどういう形でやっていくか計画を立て、重点的に応
援していった。これまで常々災害にしてもコロナにしてもそういうことでやってきて、それを
踏まえ、今後起きたとき、例えばコロナの第６波が起きたときにどう対応していくか、そう
いったことも考えながら応援計画をつくっている。ノウハウを蓄積していき、しっかり全庁で
体制をつくれるようにしていきたい。
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総務部 15
超勤縮減と人事評価
について

・人事評価ともリンクさせ、情報共有を含め、超過勤務の実態
把握をリアルタイムでやっていく必要があるかと思う。しっか
りと人事評価制度にリンクしていることが必要不可欠になるか
と思うので、考えを伺う。

・超過勤務時間は、現在、パソコンの稼働時間を基にその職員がどれだけパソコンを使ってい
たかリアルタイムで把握できるシステムを平成３０年から導入している。これは職員によって
見られる情報が違い、各部長はそれぞれの部局の中で誰がどれだけパソコンを使ったというの
をリアルタイムで把握できるので、その状況を見ながら適時適切に対応している。この所属が
忙しそうだなと思えば、その所属に応援を出すといったことが本来のあるべき姿だと考えてい
る。人事評価については、一律ではないが多くの所属長は組織運営の一つの目標として超過勤
務時間の削減を考えており、それを目標の中に入れている者も結構いるので、そういったこと
を通じてでも勤務時間管理をやっていく必要があると思っている。

総務部 16
利用しやすい在宅勤
務制度について

・課ごとの業務内容で、在宅勤務がしやすいところ、なかなか
取りにくいところがあるのではないかと思うが、どう取り組む
のか伺う。
・課や業務が替わったら、今度は取りやすくなったが前は取り
にくかったとか、職員によってアンバランスが出てくると多様
で柔軟な働き方や業務の効率化とは離れていくと思うので、経
費負担の問題等もあわせて、今後職員が利用しやすいシステム
を検討していただきたい。（要望）

・業務によっては非常になじむ業務、なじまない業務がある。なじむ部分としては、例えば研
修等集中して見ないといけないもの、企画立案で集中して１人でやらないといけないもの、そ
れについては効率が上がったという声を聞いている。一方で、個別のシステムがあったり、そ
のシステムに関して個人情報の取扱いがあったりといった部分については在宅勤務はしづらい
と聞いている。在宅勤務を推進していく中で、やりやすい業務についてはどんどんやっていく
ように啓発をし、こういうやり方がいいと広めていき、やりにくい業務については、そういう
システムの改修とか在宅勤務がやりやすくなっていくように働きかけもしながら取り組んでい
る。

総務部 17
指定管理施設利用者
サービス向上推進事
業費について

・指定管理施設利用者サービス向上推進事業費の事業概要につ
いてもう少し具体的に教えてほしい。また、これをしたことに
よって成果がどう上がったか教えてください。

・指定管理施設において、例えば緊急に施設の故障等で整備が必要になった、そういった状態
に対応するために要した経費で、当初予算及び３次補正の中で措置をしている。（実績につい
ては後日資料配付）

総務部 18 ①
主要な施策の成果
（事務事業評価）の
指標について

・主要な施策の成果には令和元年度から３年度の指標が出てい
るが、コロナにおける影響について目標と成果、実績がはっき
り分かる事業と分からない事業がある。やはりコロナの影響は
どうだったかということをもう少し表現してもらいたい。令和
３年度を見ると、令和２年度と目標の数字が一緒のものがあ
る。コロナにおける影響を踏まえた中での施策の成果をもう少
し考えてやるべきではないか。表示の仕方とかをもう少し改め
るなり、そういったことを意識した成果を出すことが必要では
ないか。今までやってきたことをそのまま数字に上げるより、
コロナの影響も認識しながら、そういった面を改善しながら
やっていく方策をもう少し出してもらいたい。

・この冊子は、もともと政策企画課の部分と、各事業についての事務事業評価の部分は行政企
画課の方であり、あわせてそれぞれが所管している。（後日、企画振興部審査の際に回答あ
り）

総務部 19
県有財産総合経営推
進事業について

・県有財産総合経営推進事業における成果指標で県有財産の売
却は毎年２億数千万円上がっているが、見込みがある中で目標
を立てているのか、全く見込みがない中での目標値を立ててい
るのかを聞きたい。
・売却物件の中で売却困難物件がどれぐらいあるか教えてくだ
さい。

・未利用財産の活用については売却等推進計画を立てており、その中で令和２年度から６年度
までの５年間に１１億２，４００万円の目標額を立てている。これを年度計画で割り、２年度
末で２億２，６００万円、進捗率として２０％を達成し、目標の２億２，４００万円に対して
は１００％という成果指標の表記である。
・未利用財産のうち売却困難物件については後ほど資料を提出する。小規模財産だったり、大
型物件の中でもなかなか大き過ぎて売れないようなものもある。一般公募しても、土地の利便
性とか道路沿いでないとか、そういったいろんな条件でなかなか売れない物件が小規模財産と
してある。これについては、例えば不動産団体へ協力をお願いしたりして進めていくが、そう
いった物件が少しずつ残ってきている状況である。

4 / 50 



項　目 現　状　・　課　題　等 質疑・要望等
部局名 №

報告書
（案）

委　員　等　か　ら　の　質　疑　・　要　望　等
執行部回答

総務部 20 専決処分について

・一般に専決処分を行う場合は、１議会
不成立の場合、２自治法１１３条ただし
書によっても会議を開けない場合、３招
集する時間的余裕がないことが明らかで
ある場合、４議会において議決しない場
合、この四つの条件のいずれかを満たす
場合に可能となる。

・令和２年度の４月、７月、８月、３月の各４回の専決処分
は、それぞれいずれの要件に当てはまるものか伺う。
・招集する時間的余裕がないことが明らかである場合にあたる
ケースがあれば、専決処分の何日前に議員や議会に通知したの
か伺う。
・専決に関しては、災害等の国の予算を使った緊急というとこ
ろもあるが、一時、専決が多発されていた時期があったのも事
実だと思う。特に県単が絡む専決は臨時議会を開いていただ
き、１日２日の遅れは多少あるかもしれないが、それを超える
審査をきちんと受けるべきだと思うので、その点は引き続き御
留意いただきたい。（要望）

・今回の令和２年度の専決処分は、いずれもコロナ対策又は７月豪雨災害に対応するため、早
急に対策が必要であったことから専決処分をしたものであり、これは全て招集する時間的余裕
がないことが明らかである場合にあたるもの。
・議会への通知は、対策の決定から発表までに時間が限られていることから、基本的には前日
又は当日に知らせており、まずは議長、副議長への説明を行い、全議員には専決処分を行った
日に通知している。

総務部 21 ① 事務事業評価に係る
成果指標について

・各事業の中に成果指標が設けられているが、この成果指標は
予算の作成時に設定され、査定対象となっているものかどうか
教えてください。
・事業概要に記載されている事業の目的に沿わない成果指標が
散見される。例えば、介護のイメージアップ大作戦事業は、事
業目的として介護の魅力を発信し、新たな介護従事者を増やす
とともに、介護職員の離職防止・定着を促進するためとある
が、一方で成果指標を見ると、Ｗｅｂサイトアクセス数で評価
している。介護職員の離職防止や定着にどれぐらい寄与した
か、促進できたかというのが成果指標としてしかるべきだと思
うが、こういった成果指標の適格性は、仮に査定時点で設定し
ているとしたらどのように判断しているのか、教えてくださ
い。

・事務事業評価に係る成果指標や目標値については、行政企画課が作成し全部局に配付してい
る目標指標設定マニュアルに基づき、予算策定時に各所属自らが設定するもの。その上で、財
政課においても予算査定の中で、そのマニュアルを勘案しながら部局に助言をしている。
・適切な指標設定については、政策県庁を達成する上では基本的なことだと考えており、目標
指標設定マニュアルを作成・配布する等、周知を行っているが、事業の目的にそぐわない成果
指標が散見されるとの指摘を受け止め、今年度の予算編成に向け、改めて周知を図り、指導を
徹底していきたい。介護のイメージアップ大作戦事業については、確かに最終的な目標として
は介護職員の離職防止、定着等の促進だが、そのためには何が必要かを部局で検討し、イメー
ジアップが必要と考えた。例えばＰＲ動画作成とか、特に若者が介護の業界にプラスイメージ
を持ってもらえるように取り組んでいく事業であり、Ｗｅｂサイトのアクセス数を指標で設定
し、そこにいろんな方がアクセスし、実際にここを見たよという声が聞かれれば事業として効
果があったとみなしている。

総務部 22 ② 指定管理者制度の検
証について

・マリンカルチャーセンターが廃止となった。今回の廃止を受
け、指定管理者制度そのものの検証だったり、この反省を踏ま
えての検証はどのように行われているのか。そもそも行われて
いるのか、これから行うのか。行われているとしたらどのよう
に行われたのか、教えてください。
・指定管理については、指定管理者制度自体が目的の縛りが強
く、運営の自由度がかなり低くなっていると聞く。その中で、
経営の自由度の低さ、収益性の低下につながっているので、こ
この柔軟性の見直しについても今後検討いただけるよう要望し
たい。（要望）

・指定管理者制度は、公の施設の管理に民間の能力を活用しながら、住民サービスの向上と経
費の削減等を図る。そのため、地方公共団体が指定する法人その他の団体に施設の管理運営を
行わせる制度であるが、施設によっては、施設の大きな目標、大きな政策の下でどういう施設
であるべきかを考える機会がおろそかになり、指定管理の委託先に任せっきりになっていると
いう声が聞かれることもある。令和元年度の包括外部監査でも同じような指摘を受け、各指定
管理施設について、将来ビジョンを改めて作成している。全２６施設について、１０年先を見
据えながら、その施設がどういう施策の下でどういう目的であるのか、存続すべきなのか廃止
すべきなのか、その下でどういう利用者像を考えて、どういう目標を立てればいいのか。指定
管理に委託しているからそれで終わりではなく、そのビジョンを策定する作業を正に行ってい
る。令和２年度は農業文化公園等２施設、今年度はｉｉｃｈｉｋｏ総合文化センターを含め８
施設、残りの施設については来年度の予定。中期的な視野に立って、あるべき姿をしっかり県
民にも示しながら各施設の在り方を考え、指定管理者制度を引き続き活用していきたい。

総務部 23
超過勤務時間の管理
について

・残業時間の管理をパソコンでしているという話があった。パ
ソコンで時間を管理すると、その後、パソコンを切って残業す
る人が出る。例えば、パソコンを切って作業をしたり、打合せ
をしたり、いたちごっこのように続いていくが、そういった部
分の管理は、実態としてケアしているのか教えてください。

・パソコンを切って、その後、超勤を隠している事例は正直ある。そういった事例があると、
やはり人事課等に通報があるので、個別にその都度その所属については指導している。それ以
外にも、予定より１時間を超えて超勤すると理由を記載することになっているので、不自然に
５８分、５９分で切っているものがあれば個別に指導している。新任の課長級等に研修する機
会があるので、そのたびに決してそういうことがないよう、いたちごっこにならないように適
切に指導を行っている。
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総務部 24
内部統制制度につい
て

・内部統制制度の運用について、内部統制に資するリスク一覧
表の整備の遅れが散見されるなど取組に濃淡があったとある。
職場別に濃淡があったのか、金銭出納事務とか個人情報取扱い
についての濃淡があったのか、具体的に説明いただきたい。今
回、法改正でスタートしているが、こういった改正がなくて
も、ガバナンスというのは平時からあるべきだと思う。

・昨年度は実施の初年度であったこともあり、監査委員事務局による定期監査の際にリスク一
覧表や制度そのものをよく認識していなかった所属があったのが実情だった。令和２年度に開
始する中で、県庁内にプロジェクトチームを設置して、この制度をどう運用し制度周知を図っ
ていくのか検討を行うとともに、制度を説明する動画を３部作作成し、全所属に周知した。監
査方針の説明会、振興局の次長会議、副知事の依命通知等でも周知した。この結果、年度末の
各所属からの自己評価では、全所属でしっかり取組がされていることを確認している。ただ、
この制度は始まったばかりであり、単に機械的に使われているからいいというものではないと
思っており、各職員が財務に関する事務等を行う中で困ったり抱え込んだりしないよう、また
所属として財務に関する事務を把握する、風通しのよい職場とする、お互いの助け合い、そう
いったある意味ヒヤリ・ハットに近いイメージだが、しっかり発展させていくのが大事。今年
度は、ｅラーニング等を用いて具体的な事例を紹介した研修といった取組をしながら、あわせ
て現場からの声を聞き、良い事例も紹介しながら横展開を図っていきたい。

総務部 25
業務マニュアル等の
整備について

・内部統制は人為的ミスや不正を防ぐ仕組みであり、結果とし
て職員を守る仕組みであると記載されている。リスク回避する
ためには、県庁内で業務マニュアル、引継書、手順書等のド
キュメント書類の整備は欠かせないと思うが、徹底して実施さ
れてきたのか確認したい。引継書は、ドキュメントに基づき、
具体的に引継ぎを行う、作業手順をつくっていく、作業記録を
つくっていく、そういったことが必要だと思うので、そういっ
た整備が徹底して行われたか伺う。
・ドキュメント整備は極めて重要だと思うので、各所属長にそ
の辺の確認作業の徹底を具体的に図っていただきたい。県庁の
ＢＣＰとして緊急事態はもちろんだが、平時でも備えるという
ことで、しっかり取り組んでいただきたい。最初は大変面倒な
感じがするかもしれないが、慣れればだんだんドキュメントが
ブラッシュアップされ、県庁の事務の精度がぐっと上がってい
くことにつながると思う。（要望）

・特に定期人事異動時において、事務引継書を作成するにあたり引継ぎ後の事務に遺漏がない
よう、業務マニュアル作成の項目も出して、事務手順書や業務フローチャートなどを用いて丁
寧な引継ぎを行うように毎年通知で徹底している。それ以外にも、契約事務や物品管理など全
庁に共通する事務等については、庁内のイントラネットにおいて業務マニュアルや事務処理要
領等を掲載して情報共有を図り、ミスをなくすようにしている。このような取組を通じて、不
適切な事務処理が生じないよう徹底を図っている。

企画振興部 26
東九州新幹線推進事
業について

・東九州新幹線推進事業は機運醸成のた
めの事業だが、コロナ感染症拡大による
人流抑制により、在来新幹線の乗車率も
最低を更新している。今後どのような状
況になるか分からないという不安材料も
当然ある。

・２０４０年開業を目指すといっても、災害時も考慮した需要
予測を考える必要があるがどうか。
・国として在来線の運営はＪＲと切り離すとなっているが、そ
の場合の在来線はどのようになるのかなど需要予測も必要だ
が、検討しているのか。
・国が研究云々ではなく、県としても東九州新幹線の機運醸成
のためにやっていきましょうと言っているわけで、災害事情や
在来線の需要予測は県としても独自に調査、研究もやるべきだ
と思うがいかがか。

・平成２８年度に行った需要予測は、国土交通省にて実際に整備新幹線の着工を判断するにあ
たって採用している需要予測モデルと同様のモデルを活用して推計したもので、災害等を考慮
した需要予測とはなっていない。国交省は今後災害等を考慮した需要予測モデルを構築する予
定はないと聞いているが、仮に国交省において需要予測モデルが変更されることがあったら、
新たなモデルを活用し、需要予測をしていく必要があると考えている。
・東九州新幹線はいまだ基本計画路線のままで、起点、終点、主な経由地しか決まっていない
状況。そのため、具体的なルートはもちろん、ＪＲがどの区間を並行在来線として経営分離す
るのか現時点では決まっていない。東九州新幹線の詳細な事業費や投資効果、並行在来線の経
営分離等について具体的な議論をするためにも、まずは整備計画路線に格上げして議論を加速
させることが必要不可欠。
・実際に整備計画を策定するのは国交省なので、国と同じ目線に立って、彼らに響くような調
査をしていくのが最も効果的。災害を考慮した需要予測モデルについては、どのような災害を
どのような影響でどのような期間設定するかが技術的に難しい。現在、全国で整備新幹線の進
捗が進んでいるので、それらの様子も踏まえながら、引き続き県民の機運醸成と国に対する要
望をしっかり行っていきたい。

企画振興部 27
太平洋新国土軸構想
推進費について

・最近の地震の研究では、まだ発見されていないプレートもあ
ると聞いている。南海トラフ巨大地震が起きれば豊予海峡も大
きな影響を受けると思うが、そこにトンネルを掘るという計画
についてどのように考えているか。
・豊予海峡は非常に地震の影響を受ける地域だが、大分市も十
分な対策を検討していない。県としては調査もしていない。も
しこれを進めるのであれば、そういうところまでちゃんとつか
んで、影響がどうなのか検討しなければならないと思うがいか
がか。

・豊予海峡ルートを含む太平洋新国土軸構想は、国土形成計画上、長期的視点から取り組むと
の表現にとどまっており、いまだ明確に位置づけられていない。地震に対する安全上の課題を
はじめ、技術上の問題等を明らかにするためには、国土形成計画に具体的に位置づけられ、国
において調査、研究が行われることが必要不可欠。まずは豊予海峡間の人と物の流れを活性化
させ、相互交流の軸を太くすることが重要で、掲げた灯を消すことなく、引き続きフェリーの
利用促進や豊予海峡間の交流促進等に取り組んでいきたい。
・長期的な観点から、まずは国土形成計画にしっかり位置づけられることが必要。

6 / 50 



項　目 現　状　・　課　題　等 質疑・要望等
部局名 №

報告書
（案）
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企画振興部 28 ③
大分空港海上アクセ
ス整備事業費につい
て

・この決算はコロナ感染拡大前の予算編
成の中で行われているが、現状、コロナ
感染がこれだけ拡大し、県民の暮らしは
非常に疲弊している。

・こういう中で、ホーバークラフト導入調査をするという優先
順位について、どのように判断したのか。
・ホーバークラフトについては反対するものではないが、不安
を払拭するというのはいろんな意味で絶対必要。コロナ禍の中
で全体で八十数億円使うのはどうなのかという意見があるの
で、県としてきちっと回答すべき必要性があると思う。全体の
費用に対し、県としての今の考え方を教えてください。

・新型コロナウイルス感染症対策は、昨年来、医療提供体制の構築、感染防止対策の徹底、県
民の生活・雇用の維持など、各部局において必要な対策を実施してきている。一方で、ポスト
コロナにおける本県の社会経済の活性化、地方創生の加速をしっかり見据えながら、中長期的
な視点を持って必要な取組を行うことも非常に重要だと認識。大分空港は、本県唯一の空の玄
関口であり、地域発展における重要な交通基盤であり、ポストコロナにおける航空需要を確実
に取り込み、本県が他県に対し、競争力を持って発展していくためにも、大分空港の利便性を
向上させ、その活性化を図ることが必要不可欠。そのため、大分空港の最大の課題であるアク
セスの改善を図るため、ホーバークラフトの導入に向けた取組をこれまで進めてきている。
・これからのポストコロナにおける本県の地方創生や社会経済の再活性化を見据え、いかに今
の状況からテイクオフしていくかを考えたとき、しっかりと大分県が発展していくという明確
なビジョンを持って必要な取組を進めていくことが必要。大分空港は経済活動や観光振興、交
流人口の増加など大分県発展のための重要な拠点なので、その活性化を図ることは非常に重
要。大分空港の活性化を図るには、全国で最も時間のかかるアクセスとなっている空港アクセ
スを改善することは喫緊の課題だと認識、引き続き空港の活性化に向け、また海上アクセスの
導入に向けて、着実に力強く取組を進めていきたい。

企画振興部 29

おおいた留学生ビジ
ネスセンター運営事
業の監査結果につい
て

・包括外部監査結果の概要の１１ページに資料間の不整合、不
正の発生可能性にも留意してとある。その正当性は確認したと
言っているが、どのような内容で、どのように正当性を確認し
てきたか、その経過を教えてください。

・内容については、県内旅費請求書と出勤簿が整合していなかったというもので、職員が出勤
して旅行をした中で、実は出勤簿の押印がなく、旅行だけの押印になっていた。これは、出勤
もしたということであれば、出勤簿を押してくださいということで指導している。

企画振興部 30
東九州新幹線及び豊
予海峡ルート構想に
関する要望

・東九州新幹線と豊予海峡ルート構想については、費用もかな
りかかってくるわけで、来年度予算の中には計上しないことを
強く要望する。（要望）
・（内部協議）東九州新幹線と豊予海峡ルートは災害事情も含
め、県として調査し、公開すべき。それが公平な県民の判断材
料の一つになると思うので、ぜひしていただきたい。

企画振興部 31 ⑥ 地場産業の育成につ
いて

・（内部協議）海外誘客などインバウンドの説明もあったが、
今後、新たな感染症、政情不安とかいろんな問題が他国では出
てくる可能性がある。インバウンドだけではなかなか県内の景
気対策にもつながらず、後退してしまう可能性もあるから、地
場産業を重点的に育成する、力を入れていくことを審査報告書
に入れていただきたい。
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企画振興部 32
大分空港海上アクセ
ス整備事業費につい
て

・予算額２億８，８７９万７千円に対し決算額７６２万１，２
００円、翌年度繰越しが大きくなっているが、この理由につい
て伺う。
・二つの調査をしているが、翌年度繰越分までの最終結果報告
書はいつどのような形で出るのか。
・これまでこういった調査報告書は一般公表していたし、それ
に伴いパブコメを求めるぐらいの形をやってきていた。今回は
全くそういう手順がなされていないが、そこを伺う。
・経済波及効果等推計調査において産業連関分析をしている
が、条件設定について運航会社は県外企業、建造工場は海外と
なっている。運航会社が県内、建造工場が県内造船所の場合と
の比較があってしかるべきと思うが、この調査結果報告につい
てもどのような形で出るのか伺う。
・報告の中に拠点開発も旅客も同じパイの需要を食い合うだけ
だというような指摘の記述があったのを記憶している。そんな
中で、なぜ事業を優先するのか伺う。

・年度内に終わったのは経済波及効果等推計調査と大分空港側の地質調査、職員旅費等の事務
費。残りが事業を終わらずに繰り越している。これは１１月の議会で議決されたということで
工期が短いこともあり、事業は年度内に終わらず、翌年度に繰り越した。
・経済波及効果の調査結果の報告書の公表について、その概要は今年の第２回定例会、第３回
定例会の総務企画委員会にて報告している。地質調査は、大分空港側の発着施設の整備に向け
た設計の実施に先立ち土地の地盤や土質などの調査を行った。具体的にはボーリング調査、液
状化判定のための試験調査をしている。こうした地質調査の結果は、専門性が高く工学的な基
礎資料なので、これまでは公表していない。
・経済波及効果の分析にあたり大分県産業連関表に基づき試算。運航事業者は県内に新たな法
人を立ち上げることを前提とし、２０年間のランニングコストにより経済波及効果の分析をし
た。造船事業者は海外からの船舶の調達が最初から予想されていたことから、船舶購入費はイ
ニシャルコストから除外して調査をしている。
・経済波及効果の分析にあたり、デベロッパーに対して行った西大分地区の発着地周辺におけ
る開発投資意欲に関するアンケート調査は、ホーバークラフトの導入が周辺地域の開発に好影
響を及ぼし、地価の上昇等を誘発する効果があるかどうかを確認するために行った。ある企業
より大型商業施設を開業しても他の大型商業施設と需要を食い合うだけとなる可能性が高いよ
うに感じるという意見をいただいた。その他の意見として、現在の発着地周辺に開発できそう
な空き地が見当たらず、大型商業施設を立地する余地がないことなどが指摘されており、こう
いう指摘を踏まえ、今回の経済波及効果を推計するにあたり、発着地周辺の開発等による地価
上昇等を見込むことは困難と判断した。

企画振興部 33 ③
大分空港海上アクセ
ス整備事業費に係る
報告書の保管につい
て

・報告書に関しては、全議員に配付を求めるとともに一般公表
も求めておく。
・報告書の公文書については、公文書保管期間は何年か。今回
２０年という運航契約になっているが、２０年間は当然保管
し、毎年チェックをすることは必要不可欠と思うがいかがか。
・一般的には１０年ということだが、２０年保管する必要があ
るということを強く求めるがいかがか。

・公文書の保存期間については、経済波及効果の調査結果報告書は大分県文書管理規程におい
て一般的には１０年とされている。地質調査等の報告書は５年。
・何年保存するかについては、一般的にはという定めはあるが、事業の性質、報告書の内容等
をしっかり検討し、何年保存するのか検討していきたい。

企画振興部 34 ③
大分空港海上アクセ
ス整備事業費に関す
る要望・意見

（内部協議）
・大分空港海上アクセス整備事業に関して繰越額が多い中、そ
の内訳や決算の中にまだ調査事業等が残っているのであれば資
料を求めたいと思う。
・現在のホーバークラフトが今のままの燃料であれば、ＣＯ２
排出削減の観点からしたら２０年でお払い箱、スクラップにな
る。２０年後どうするかということも含め、非常に危惧してい
る。
・コンコルドの誤びゅうという言葉があるが、正しくホーバー
クラフトもこのようになってはいけないよという県民の声があ
る。大事なことは徹底した情報開示。海事産業は素人では難し
い部分があり専門家のアドバイスが求められるのではないかと
思う。
・今後県内に本社を置く地元企業とするような答弁があった
が、運航会社の財務体質をチェックする中で子会社化するとい
うことになると契約変更になるのか。こういった部分はチェッ
クが必要かと思うので、必要とあればこの件について集中審議
を１日取るのか、これまでの経過を踏まえ今後のチェックをし
ていくか。

（内部協議）
・運航会社が途中で倒産して切られたら、もしものことがあったらどうなるかということも含
め、コンコルドの誤びゅうに議会が承認したということは、それに加担したと言われても仕方
ないわけで、しっかりしたチェック、監視機能発揮が必要と思う。そういう意味において、海
事産業の専門家等を参考人や県議会の政策勉強会の講師として招聘することもぜひ検討いただ
きたい。
・前回の総務企画委員会に委員外議員で出席したときに平成３１年３月の報告書に基づいて指
摘したが、今回の調査報告書は見ることもないまま契約関係について私は判断せざるを得な
かった。重要なことは全議員の情報共有。徹底した情報開示並びに議会独自としてそれを一般
公開し、パブリックコメントを求め、県民の声を聞くことも大事ではないかなと思う。
・契約は２０年間だから公文書管理を２０年間しっかりやるということを県議会として求める
ことは、これまでのプロセス、経緯を踏まえて問題ないのではないかなと思う。

企画振興部 35
大分空港海上アクセ
ス整備事業費に関す
る意見

・（内部協議）これまで第１回定例会、第２回定例会、第３回
定例会でこの関係の議決をしている。その辺のこととの整合性
をどう考えるかについては、この決算特別委員会だけでは議論
できないのではないかと考える。
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企画振興部 36

県立美術館・県立総
合文化センター管理
維持体制持続化事業
費について

・施設を安定的に運営するために休館等による収入の減少に対
する指定管理委託料の不足分を負担したとあるが、不足分をど
のように積算したのか。総合文化センターを利用するにあた
り、その利用を予定していた団体がコロナの影響で中止せざる
を得ず、キャンセル料の支払に対しかなり柔軟に対応していた
と思うが、その補填に充てられたのか確認したい。
・２０２０年度中に中止せざるを得なかった催事の数と、それ
らの来客予定人数が分かれば教えてください。
・来客数も大きく減っているのを改めて数字で確認したが、県
民の美術、芸術に対する意欲がこれでそがれることはないと思
う。今後の催事の在り方についても、コロナに十分注意しなけ
ればならないが、ぜひ興味が抱き続けられるようにいろんな工
夫もお願いしたい。（要望）

・利用料金を指定管理者の収入として収受させるという利用料金制によって管理運営をしてる
が、　指定管理者との間で締結している基本協定では、不可抗力により発生した費用は県が負
担することになっている。具体的な負担額の決定は、コロナ禍による光熱水費の事業支出は減
少しているのでその減少分は減少させた上で、直近３年間の収入平均と今回の収入実績の差額
を算出した。キャンセル料の減免は、新型コロナの感染状況を踏まえて施設を利用しない場合
の措置として対応したもので、令和２年度のキャンセル料の還付額は実績値で７６６万円だっ
た。利用料金の収入減はキャンセル料を減免したからということではなく、そもそも新型コロ
ナの影響で人流が止まり、ホールや駐車場の利用が大幅に落ち込んだ結果だと考えている。
・総合文化センターの全ての予約３７４件のうち中止、延期したものが２１１件、県立美術館
は施設予約したもの１２９件のうち中止、延期したものが２１件。催事に来客する人数を予想
するのは難しいが、総合文化センターでは令和元年度のホールの年間入場者数が２０万４千人
に対し２年度は６万２千人、美術館は元年度の年間入館者数が５３万２千人だったのに対し２
年度は２５万６千人で、大幅な減少になっている。

企画振興部 37
ラグビー国際試合開
催支援事業費につい
て

・２０２０年度にレガシー事業として日本代表対イングランド
代表戦が予定されていたがコロナ禍により見送られ、改めて今
年１０月２３日に計画されていると聞いた。どのように開催す
る予定なのか。切符の販売状況や、子どもたちを招待するとい
うことも耳にしたが具体的な取組について教えていただきた
い。
・様々なコロナ対策も講じながら実施されるということで、
しっかり運営していただきたい。幸いコロナそのものも今は少
し数が落ち着いている状況だが、その状況下で県民の気が緩む
ことのないよう、そういった注意をしてくださいということを
強く呼びかけながら実施に取り組んでいただきたい。（要望）

・主催は日本ラグビーフットボール協会で、大分県は地元自治体として共催の立場でこの大会
に携わる。観戦客は収容人数の５０％以下での運用で、観戦チケットの一般販売は１０月９日
からで新聞にも告知した。大分県は開催のサポートとして、交通輸送、会場整備、小学生の親
子招待をする。交通輸送は大分いこいの道からドームまで無料のシャトルバスを運行する予
定。乗車定員も半分で、時間の予約をしていただくことで密の回避を図る。会場整備は可動席
を今回出して、より多くの方が御覧になれるような状況をつくる。小学生の親子無料招待は県
内５千人を上限に募集を行ったが既に上限を超える申込みをいただいている。

企画振興部 38 ①
九州の東の玄関口と
しての拠点化推進事
業における目標値に
ついて

・成果指標の目数値について、令和２年
度と元年度、３年度とあまり変わらな
い。結果として令和２年度は大きく落ち
込み、目標値に達成していないが、この
コロナ禍であっても令和３年度は目標値
を上げている。

・２年度については元年度の反省をいかし、数値についてはや
はり下げるべきではなかったか。結果としては３６．２％でＤ
評価となっている。なおかつ、令和３年度は何か当たり前のよ
うに数字が高まっているが、コロナ禍の状況の中での分析がな
かったのか。どういう考えで設定を考えたのか伺う。
・大きな目標があってそれに向かっているという趣旨は理解す
るが、達成数字が低いところについては、今後の取り組む勢い
をそぐように思えてならない。

・安心・活力・発展プランで定めているフェリー・航空輸送人員の令和６年度の目標達成に向
け、各年度ごとに段階的に設定。令和６年度目標の達成を目指していくためにも、達成に向け
た進捗状況をしっかり把握するためにも、各年度ごとの目標値を変えるべきではないと考え据
え置いている。令和２年度は県境をまたぐ移動自粛の動きも受け、広域的な移動手段である
フェリー、航空の輸送人員は大きく減少し目標値を達成することはできなかった。今後はアフ
ターコロナに向け、一層の利用促進に取り組み、プランで掲げている令和６年度の目標達成を
目指し必要な取組を進めていきたい。

企画振興部 39
大分空港に向けての
道路の改善について

・アフターコロナも見据え、大分空港の利用、フェリーの利用
をさらに進めていく観点からすれば、大分空港に向けての道路
の改修をさらに進めることにより、利用者の拡大も望めるので
はないか。ホーバークラフトの就航も控え考えると、道路をさ
らに改善して使いやすくすれば、コロナ禍ではあるが、数字は
上がっていくのではないかと考えるがいかがか。
・空港から帰ってくるときなどちょっと怖いところがまだたく
さんあるので、地域の方からもよく声を聞く。道路改善も土木
建築部とも連携を取って進めていただくことを要望する。（要
望）

・大分空港の活性化は非常に重要だと思っている。そのため、海上アクセスだけではなく、陸
上アクセスを含め、アクセスの改善を図ることは非常に重要なことだと認識しているので、今
後、大分空港の活性化に向け、総合的に目指すべきビジョンをしっかり持って取組を進めてい
きたい。
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企画振興部 40
ふるさと大分ＵＩＪ
ターン推進事業につ
いて

・転職と移住をワンパッケージで支援とのことだが、支援の内
容をもう少し具体的にどのように行っているのか、教えてくだ
さい。
・移住相談を東京、大阪、福岡で行っているとのことだが、福
岡で行う場合は都市圏女性移住促進事業や商工観光労働部の県
外若者ＵＩＪターン推進事業などとの連携が図られているの
か、教えてください。

・移住希望者の声を聞くことが非常に大切で、相談体制をしっかり取っている。東京、大阪、
福岡の各県外事務所に移住サポーターを配置し、日々の相談に対応。それに加え、毎月、東
京、大阪、福岡で移住相談会を開催。移住相談会には商工観光労働部が設置しているおおいた
産業人財センターの職員も参加し県内の求人情報の提供や就職マッチングの支援を行ってい
る。第１次産業に就きたい方には農林水産部とも連携し、就農学校やおおいた林業アカデミー
等の紹介、各種補助金の説明などを行っている。今年度からＩＴのプログラムスキルを習得
し、移住や就職等の支援を一体的に行うスキルアップ移住の取組を始めている。今現在、家族
を含め５８人が今年度中に移住予定。ポータルサイトの運営、移住者の体験談を載せたＷｅｂ
マガジンの発行、移住の情報誌、専門誌への広告の掲載などを行って情報発信している。
・福岡で移住相談会を行う場合はｄｏｔ．で行い、おおいた産業人財センターの職員が出向き
就職相談を行っている。都市圏女性移住促進事業等のイベントやセミナーの開催もｄｏｔ．を
活用し、移住希望者の会員組織のおおいた暮らし倶楽部への入会を促すなどして各事業間の連
携を図っている。

企画振興部 41
移住支援と人口減少
対策について

・次の展開を図る上で、なぜ移住につながらなかったか理由を
把握することは極めて重要だと思うが把握しているのか。把握
していれば、何点かその主な理由を示していただきたい。
・移住者の希望をかなえるための仕事が非常に重要になってく
ると思うので、商工観光労働部との連携を深め、総合的な施策
の展開を図って、ぜひとも人口減少の解消に少しでも貢献いた
だきたい。

・移住の相談で一番多いのが仕事と住まい。移住につながらなかったという理由は、仕事と住
まいという面が大きくあって、仕事だと希望する職種がないとか、給与面がどうしても合わな
いことが原因となって県外の企業に就職が決まるケースがあった。住まいでは、移住を希望す
る地域に希望する空き家とか賃貸物件がなく移住を断念される方もいる。こうした情報は、移
住相談会や移住相談の窓口で聞き取り調査等を行い、把握、情報収集を行っている。
・商工観光労働部でも転職なき移住ということで富士通と今年３月に協定を結び、富士通の本
社に籍を残したまま大分に移住しリモートワークで仕事をするような取組を進めている。移住
への支援は一緒になって行っているので、商工観光労働部や農林水産部とも連携しながら、人
口減少対策にしっかり取り組みたい。

企画振興部 42
スポーツによる大分
魅力創生事業につい
て

・合宿を行った団体について、コロナ禍で非常に難しい中だっ
たとは思うが、こういった各団体からの声や要望、それらを今
後どうやっていかしていくのか伺いたい。
・地域と交流実績があれば、どういった交流をしたのか伺う。
・要望に沿ったチームが来るのかなというのは理解できる。そ
の上で、いろんなところでスポーツができるというのは大分の
魅力かと思うが、例えば陸上では、筋力トレーニングができる
ジムが足りないと聞いた。こういった声をいかに集めていくか
が重要かと思うし、ここに来れば、ここまで何分で着いて、こ
ういった練習もできますよというような県全体での提案ができ
ると、よりはかどっていくと感じる。（要望）

・合宿誘致にあたっては事前にチームに要望を十分聞いた上ですり合わせを行い、魅力を伝え
て合宿に来ていただいているので、チームの方からはすばらしい環境で集中して合宿できたと
いうことで、練習施設、食事、温泉と全般的に高い評価を得ている。今後はこうした合宿の成
功事例を一部の市町村だけではなく、県全体に広がっていくよう市町村と連携を深め、市町村
と一緒になって合宿誘致に取り組んでいきたい。
・地域との交流については、例えばラグビーであればラグビースクールだったり、高校のラグ
ビー部にラグビークリニックを行ったり、自転車競技の合宿では自転車愛好家を対象にトレー
ニング教室を実施したりと、できるだけの交流を行った。

企画振興部 43
アーバンスポーツの
推進について

・アーバンスポーツの推進にどの程度成果があったか伺う。
・大分市内等でも見かけるようになったという声を聞くが、そ
の反面、騒音が気になるという声も出てきていると聞く。推進
すれば推進するほど、騒音の問題、場所の問題は出てくると思
う。行く行くは施設をどうしていくのかという部分も考えてい
かなければいけないところと感じるので検討いただきたい。
（要望）

・令和２年１１月と１２月に２回、３Ｘ３バスケットボールとスケートボードの公開演技を実
施し、２日間で合わせて５００人もの来場者があった。プロの演技を直接観覧できる良い機会
であって、新しいスポーツであるアーバンスポーツの認知度向上につながったと考えている。
スケートボードでは大分スポーツ公園にアーバンスポーツエリアを開設した。アーバンスポー
ツをする機会の提供を一つ一つできるところから進めている。

企画振興部 44
ふるさとワーキング
ホリデーについて

・ふるさとワーキングホリデーの取組について、どの程度の方
が利用したのか。その後、どういう形で連絡を取っているか、
つながりを継続しているか伺う。
・急に移住、定住に結び付くわけではないので、来ていただい
た後にその方たちがどう大分とつながりをつくっていくのか、
大分の魅力を発信していってくれるのかという部分が非常に大
事と感じる。県が直接連絡を取るのも難しいかと思うが、企
業、また受け入れてくれた方等とのつながりをしっかり継続で
きるように工夫いただきたい。（要望）

・昨年は５人が参加。１０人を予定していたが、直接大分に来ていただくということで、コロ
ナの影響でそれがかなわずに最終的には５人という結果だった。具体的には、観光施設やアウ
トドアの仕事の手伝い、酒蔵での仕事を経験されている。その後の連絡は、県の方は直接連絡
は取っていないが、受入れをしていただいた企業からＳＮＳ等で連絡を取っている話も聞いて
いるので、その後の交流も一部の方とは続いている。
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企画振興部 45
移住者数の把握につ
いて

・ふるさと大分ＵＩＪターン推進事業の包括外部監査の結果で
は、相談時期や件数、内容、把握した移住者数や辞退者数と
いった指標を把握できる程度の最低限の報告が上がっていない
と書いている。数字の捉え方が少し甘いのかなと思う。オンラ
インに変えるのもいいが、実際対面したときにそういう把握を
しっかりしておかないと、その把握が少しおかしいのかなとい
う気がする。
・移住者の各市町村の数字は、各市町村で基準が違うと思う。
実態調査をしっかりやっていただき、ある程度の基準を設けて
ほしい。市町村によって基準が定まっていないと思うがいかが
か。

・オンライン開催で実際相談が減ったというのは、移住の相談をしたい方には対面でないとな
かなか話しづらいという方等もあり、相談件数の増には結び付かなかった。最終的に移住者数
も目標を２００人ほど下回ったが、前年からの伸びで言うと２００人ぐらいの増加。令和２年
２月、３月はコロナが蔓延し出して令和元年度は数字が落ち込んだが、それに対しては２００
人以上の伸びを見せた。２年度の最終の数字は厳しい結果になったが、伸びとしては何とか達
成できたと思っている。
・県と市町村で移住の定義はできている。学生ですぐに大分県に就職する方、進学で大分に来
られる方、転勤で大分に来られる方は移住者としてはカウントしないという共通認識。その中
で、かつ行政の支援策を活用した人を移住者としてカウントする。中には、しっかり把握する
ために窓口でアンケートを行っている市町村もあるが、市町村により規模が大小あり、特に３
月、４月の転入転出が多い時期は調査できないという話もあり市町村の自主性に任せている。
国や県が行う統計調査と同じような精度の移住者数の把握ができているかというとそうではな
いが、極力正確な数字の把握に努めている。

企画振興部 46
おおいたブランド戦
略強化事業の成果指
標について

・おおいたブランド戦略強化事業の成果指標の魅力度ランキン
グはＤという評価になっている。フォロワー数、活動広告換算
費は令和２年度で１９８．７％、３７６．７％というすごい数
字が上がっているが、魅力度ランキングのそもそもの指標はど
ういう形で決められているのか伺う。

・プランを策定したときの指標として決めているので詳しくは承知していないが、客観的な指
標ということで魅力度ランキングを選んだと思う。魅力度ランキングについては、各都道府県
でもいろいろ議論があるところで、客観的ではあるがランキングを上げていくことについて、
どういう成果を上げていくかという取組方が非常に難しいのも事実。でき得ることをしっかり
やっていくという形で取り組んでいる。県の事業だけではなく、市町村、民間、地域、一人一
人の県民の魅力も大分県の魅力ということで全国の方々に感じていただけるものと思ってい
る。大分県のそういった情報をいかにかき集め、好感度の上がるような情報に加工しながら、
しっかり届けていくことが必要になると思う。

企画振興部 47
地域活力づくり総合
補助金のＰＲについ
て

・不用額調書で１億１，３００万円という数字で地域活力づく
り総合補助金等の所要額が見込みを下回ったとある。地域活力
づくり総合補助金の成果指標の評価はＡだが、所要額が下回る
というのは何かＰＲが足りないのか。
・地域活力づくり総合補助金は継続性があるのか、１回だけで
終わるのか。

・昨年度は、大きなイベントをやろうとしていてコロナでできなかったという事例だったり、
観光人口を増やすために投資をしたいという話があったが親会社の方がコロナで経営が非常に
厳しくなり補助の裏が打てないような事例もあり、当初予定していた補助事業を実行できずに
不用額を出している。
・基本原則、同じことをするのであれば補助制度としては１回しか使えない。

企画振興部 48
包括外部監査の結果
に関する要望

・（内部協議）包括外部監査の結果にあるが、１２９件ある中
で企画振興部が３１件ある。不備事項が１６件だが、うち７件
企画振興部があり、事務処理上の問題として改善してほしい。

企画振興部 49 ①
主要な施策の評価
（事務事業評価）の
指標について

・全般的に言えるが、事務事業評価において目標値、実績値の
表示が単なる数字合わせに終わっているのではないかという懸
念を抱いている。コロナの影響に対してもう少し緊張感を持っ
て取り組む必要があるのではないか。例えば、令和２年度と３
年度の目標値が同じ。数字の表記にしても、もう少し考えてや
るべきではないか。
・予算の流れがこの評価表では分からない。主な事業の内容に
ついては決算額を表示すべき。決算額を表示し、それに応じて
減ったときの予算を書くべきだと思う。これだけ今年は減った
ということをもう少し分かるようにするためには、そういう表
示がいいのではないか。

・政策企画課で所管しているのはプラン２０１５の進捗状況で、指標は令和６年のプランの最
終年に向けて目標を定めた。平成３０年からの基準値をベースに段階的に上げるという設定。
令和２年度の実施状況においては、コロナの影響により目標指標を達成できなかった施策も９
８指標中２３指標あり、その多くは観光客や参加者等を目標指標としている。令和３年度につ
いても影響は避けられないと考えているが、オンラインの活用や感染防止対策をしっかり講じ
た上で、そうした参加者、観光客等を確保していくということで、ゴールは変えないが目標へ
のアプローチはしっかり変えていき、プラン最終年度の目標達成に向け、挽回できるように取
り組んでいきたい。
・調書の左下に予算額、決算額を記載している。この冊子は政策企画課と行政企画課で共管し
ながらつくっているので、他県を参考にしたり、助言をいただいた部分もしっかり踏まえ、見
直しを進めていきたい。
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企画振興部 50
東九州新幹線のルー
トについて

・東九州新幹線推進について、一般質問の中で久大本線に新幹
線をと言ったが、久大本線も調査してほしい。既に福岡－日
田、福岡－大分など久大本線沿いのバスの関係では約１４０万
人が往来している。日豊本線とは比べ物にならないと思うが、
それだけの往来があるとすれば、検討してみてはいかがか。

・現在は日豊本瀬沿いにつくるという前提で調査している。これは関西圏との時間的距離が縮
まることによる経済効果が高い、流動人員も多い、またリダンダンシーの観点で、九州一帯を
循環するネットワークという点でも日豊本線沿いにつくるのが最も効果が高いという前提で
行っている。いずれにしても、まだ基本計画路線であり、起点、終点しか決まっていない状況
で、この調査については関係する４県１市で行っているものなので、新たなルートでの調査等
については慎重な判断が必要だと思っている。

企画振興部 51
ＵＩＪターン推進に
おけるターゲットに
ついて

・ふるさと大分ＵＩＪターン推進事業の中でリマーケティング
リストを活用したとあるが、何人程度のリストを持っているの
か。それを各市町村と共有しているのか。その利用にあたって
は個人情報との兼ね合いでどういう管理運営をしているのか。
・リターゲットとリマーケティングの違いをどう認識しながら
関係機関と取り組んでいくのか、教えてください。
・社会減に歯止めがかからないとうたっているが、本来大分県
が求めているのは、どちらかというと大分県出身で県外に大学
進学とかで出ていっている人たちに帰ってきてほしい、子ども
を産んで次の世代につながるような社会をつくってほしい、と
思う。福岡在住ではなく、大分県出身の県外に出ている方に
もっと積極的に伝わるような情報発信をした方が効果的ではな
いか。

・昨年この事業の中で福岡県に住む２０代から４０代の女性をターゲットに動画配信を行い、
その結果、３９万人の方から視聴いただいた。リストとして出来上がっている数としては２１
万人分。ＳＮＳ等を通してなので名前、住所等を把握しているわけではなく、アカウント情報
を把握している。個人情報に触れるような情報は持っていなく、情報の共有は行っていない。
・今まであまりターゲットを定めず大きく広報していたが、リマーケティングリストを活用し
て、今年度、動画を視聴していただいた方を対象にターゲットを絞って広告配信をし、イベン
トを開催している。
・福岡をメインに対象にしている理由は、福岡県への人口転出が一番多く首都圏よりも多い状
況で大分県の隣ということで戻ってきやすく、福岡県からの転入を一生懸命やっている。移住
されてくる方はＩターンの方が実は多い。Ｉターン、Ｕターンを区別して取組を行っているわ
けではないが大分県の人口を増やしていくために全般的に対策を取っている。

福祉保健部 52 ④ 保健所職員の時間外
勤務状況について

・事業別説明書の６２ページ、保健所費。コロナの中で職員の
苦労は大変なものと考えられるが、職員の超過勤務状況はどう
なっているのか。過労死ラインでいう８０時間、１００時間の
人数とか、非常勤、臨時職員の超過勤務状況はどうか、出退勤
管理はどうしているか。

・超過勤務の延べ１５人というのは、実数は何人か。

・職員の超過勤務状況について、県の保健所で令和２年度中に８０時間を超える時間外勤務を
行った職員は延べ１５人、このうち１００時間を超えた方は延べ５人。また、今年度は４月か
ら９月までの半年間で８０時間を超えた職員が延べ８６人、１００時間超えが延べ３８人。非
常勤、臨時職員の超過勤務状況は、現在、保健所で任用している臨時職員はいない。非常勤職
員への時間外勤務命令については原則として認められていないが、災害その他、避けることが
できない事由により臨時の必要がある場合で人事課長が必要と認めるものについては、例外的
に時間外勤務を認めることができるとされている。
本年４月下旬からの第４波による患者の急増に対応するため、保健所に勤務する非常勤の保健
師や看護師等に対し、一定の条件を満たす場合に限り時間外勤務を命ずることができるよう人
事課長の承認を得た。これにより、今年の５月、８月、９月において、五つの保健所で延べ１
６人の方に時間外勤務に従事していただいており、時間数としては、１人当たりの平均で見る
と月１４．３時間。出退勤管理について、正規職員については、勤務時間管理システムにより
客観的に把握されるパソコンの稼働時間等を踏まえ、各所属の班総括や所属長等が勤務時間の
管理を行い、健康管理を行っている。非常勤職員については、班総括が目視等で出退勤管理を
行い、時間外勤務の必要がある場合には本人の承諾を得た上で時間外勤務等命令簿により時間
外勤務を命じている。

・保健所職員の超過勤務について、昨年度８０時間を超える超勤を行った職員が延べ１５人。
月別で申し上げたときに１１月が１人、１２月が１０人、１月が２人、２月が１人、３月が１
人となっているので、最少でも１０人で、１０人から１５人の間の実人員になるかと思う。
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福祉保健部 53
看護師不足への対応
について

・事業別説明書の６７ページ、看護職員就業定着促進事業。ど
この医療機関も看護師不足を今回のコロナ禍で痛感していると
思うが、そのために環境整備等いろいろされていると思う。ま
た、給料の引上げも必要と考えるが、どう対応しているのか。
　さきほど部長の説明の中で新人看護師の離職率が高いとあっ
たが、この理由は。具体的にどういう理由があって、新人看護
師がこれだけの離職率、９．何％だったか。

・これは県立病院でも言ったが、この状況の中でスタッフが非
常に不足している。だから、さきほどの看護師とか、そういう
スタッフの増員については、いろいろ手だてを取っているのは
知っているが、実際にそれが増えていかなければ意味がないか
ら、そういう点では具体的に働く環境をどういう形で改善して
いけば定着率が上がるのか、県病を含め、そこら辺を再度聞か
せてほしい。

・看護師の不足に対する対応について、県では、修学資金の貸付けや養成所への助成、就業先
とのマッチングを行うナースセンターの運営、各病院の看護管理者支援などにより、学生の確
保から県内就業、定着促進まで総合的に看護師等の確保対策に取り組んでいる。他方、本県の
看護師の有効求人倍率は本年８月時点で１．６１倍となっており、多くの医療機関で必要な看
護師数を確保できていない状況にあると認識している。職業のマッチングを行っているナース
センターによると、勤務時間に関することが求人、求職のマッチングや離職の理由であること
が大変多いと把握しており、看護師確保においては、勤務環境の改善が特に重要であると考え
ている。このため、看護管理者に勤務間インターバル制度やライフステージに応じた勤務形態
選択制の導入などの県内の医療機関の優良事例を共有し、横展開を促すとともに、休憩室の整
備や病院内保育所の運営などを支援し、看護師が働きやすい職場づくりを推進している。ま
た、看護師を含む医療従事者の処遇改善については、業務負担の軽減とあわせ、全国知事会を
通じて国に要望しており、その対応を注視している。
・新人看護師の離職の理由は、今、出ている数字は令和元年の数字で、コロナの関係でどう
なっているかはこれから出てくると思っている。元年の数字でいうと、やはり現場の実態と、
思ったより大変だったという働き方のところが理由になっていることも多いと聞いているの
で、さきほど申したような働きやすい環境づくりを推進していきたいと思う。

・看護師確保対策について、ナースセンターの調べによると、就職する際に重視する条件とし
ては、勤務時間がやはり一番多く、離職理由についても、他分野への興味に次いで勤務時間が
長いとか超過勤務が多いということ。そうしたことから、やはりさきほど申したように、勤務
環境の改善について、これまで以上にしっかりやっていく必要があると考えている。

福祉保健部 54
後期高齢者医療保険
制度について

・７７ページの後期高齢者医療等推進事業。これは来年１０月
から２３年３月の間に後期高齢者医療保険制度が、単身年収で
２００万円以上の人などが１割から２割、倍加する。３年間、
激変緩和措置があるとしても負担は大きくなると思うが、県内
の対象者は大体何人ぐらいいるのか。また、平均的にどれぐら
いの負担増になるのかという点。

・後期高齢者医療制度における窓口負担などについて、全世代対応型の社会保障制度を構築す
るため、７５歳以上の高齢者のうち一定の所得がある方の医療費の窓口負担を２割とする法律
改正が行われたが、２割負担への変更による影響が大きい外来患者については、最大でも月３
千円に収まる配慮措置が導入されることとなっている。県内の２割負担移行人数は、国の資料
によると約３万人。また、配慮措置後の年間の平均窓口負担額についても、国の試算では約８
万３千円から１０万９千円の２万６千円の増と見込まれている。

福祉保健部 55
国民健康保険事業に
ついて

・事業別説明書７７ページ、国保指導事業費。５年以内に赤字
解消を進めるという国保運営方針の下で大分市は令和４年度に
赤字解消計画になっているが、昨年度、また、今年度の取組は
具体的にどのようなものがあったのか、また、市町村の取組は
どうか。

・国民健康保険は、いろいろ負担が大変になってくるというこ
とが分かり、今の数字を聞いてびっくりした。８万３千円が１
０万９千円になるということで、これは現役世代の負担の軽減
とよく言っているが、現役世代の負担の減というのは大体月３
０円ぐらいしかない。そういう点からすると、やはりその分、
高齢者の負担が大きくなる。２００万円というのは、ワーキン
グプアと一緒だから、そういう点では。それにこれだけの負担
をするのはどうかなと非常に疑問があるし、これは要望という
か、意見として言っておく。（要望）

・市町村国保の赤字解消について、県内市町村国保の保険者で削減、解消の対象となる赤字が
あるのは大分市のみ。大分市では、令和４年度の解消に向け、計画どおりに赤字を削減してい
る。昨年度は、新型コロナの感染防止対策を講じながら、特定健診、特定保健指導を実施した
ほか、特定健診の未受診者等に対し、受診勧奨を行うなど、早期発見、早期治療による医療費
適正化に取り組んでいる。また、国保税の収納対策として新たに令和３年１月よりスマホ決済
の導入を行うなど、赤字解消に向けた取組を進めている。

福祉保健部 56
ホテル療養施設の確
保について

・主要な施策の成果の１５０と１５１ページ、コロナの入居施
設、ホテルを確保したとか、ベッド数がいくらあったという説
明をさきほど部長がされた。ホテル８施設の１，０１９室、
ベッドは４９０床を確保していると。ホテルは解消したところ
もあるようだが、そういうホテルとか病院のベッドの現在の確
保状況と、第６波が来る可能性は非常に高いということで、そ
の対応策、ホテルとかをすぐ転換できるのか。

・コロナの入所施設の関係で、ホテルは３施設が閉鎖している
ということだが、結局、第６波が来た場合にはそのホテルとす
ぐ委託契約ができるのかどうか、そういう契約書上の対策はど
うなっているのか。

・コロナのホテル宿泊療養の部屋数の関係について、第５波のときは８施設１，０１９室で、
県民の皆様の御協力のおかげで、かなり感染状況も収まってきている状況にあるので、１０月
８日の時点で三つの施設を閉鎖し、今現在、三つを引いた５施設を開設している状態になって
いる。閉鎖したのは、リーガルホテルの９０室、クラウンヒルズの１５０室、マイステイズの
１３０室。病床については、今後、いつ再拡大しても大丈夫なように、最大受入可能数を引き
続き確保している状況。

・新型コロナウイルスのホテル療養を次の波に備えてすぐ開設できるのかについて、これまで
の経験でいくと、営業しているホテルから借上契約をした場合は、予約客を他の施設に移すの
に１週間程度時間を要する。そういうことで、第５波のときはあらかじめ感染が拡大しそうだ
ということでだったので、７日かかるところを、５日スパンで開設した状況。そういう中で、
かなりノウハウも得られたので、迅速にやっていくことができるのかなと思っている。感染が
落ち着いてきたので３棟を減らしたが、大分市内の残りのホテルについては、入所者がゼロに
なっても借上げを継続することによって急拡大があったときでも素早く対応できる体制を取ろ
うと考えている。
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福祉保健部 57

児童アフターケアー
センターおおいたに
ついて

・決算事業別説明書の９３ページ、児童養護施設退所者等支援
強化事業費について、この支援の中で、児童アフターケアセン
ターおおいたというのがあり、私は退所者への支援にちょっと
関わることがあって、いろんな問題が起きたときにこのアフ
ターケアセンターおおいたに行って、的確なアドバイスをいた
だいている。こども・女性相談支援センターにおられた伊勢さ
んとか、二豊学園におられた山本さん、矢野さんとか、とても
経験豊かな方が的確にアドバイスしてくれるのは本当に助かっ
ている。この事業の中でアフターケアセンターおおいたについ
て、継続的サポートという書き方をされているが、具体的に、
例えば、事業委託という形で支援しているのかがちょっと気に
なっていて、現状についてお聞きしたい。

・児童アフターケアセンターおおいたは、その年に施設等を自立のため退所する若者を退所後
も支援するために継続支援計画を策定すること、二つ目に、退所者からの様々な相談に応じ、
実生活で直面する問題の解決を支援することを中心に活動している。１点目の継続支援計画の
策定については、退所者本人や、施設や里親の意向等も踏まえながら策定しており、その数は
平成３０年度からの３年間で８７人となっている。センターでは、この継続支援計画により退
所後も継続的に本人に連絡を取り、状況確認を行うほか、キーパーソンに連絡を取るなどし
て、相談があった場合の問題の解決に活用している。なお、今年度の退所予定者４８人の継続
支援計画を現在策定中。

・２点目の退所者からの相談について、昨年度は自立者４８人から延べ８０７件の相談を受け
付けている。うち１１２件は、スタッフが同行し、若しくは家庭訪問などアウトリーチ型の支
援を行っている。相談内容は、身元保証人がいない、定職がないためアパートに入居できな
い、借金問題などのほか、冠婚葬祭の知識がないといった生活相談、それから、職場の人間関
係で仕事を辞めたい、職業を転々としている、さらには寂しい、孤独といったような訴えもあ
る。こうした相談に対してセンターは、以前入所していた施設や里親、その他関係機関と連絡
を取りながら、利用できる制度の紹介、役所の手続や就労のための活動に同行するなどして、
生活の安定や就労に向けての丁寧な支援を行っている。
なお、今年度の相談件数は、８月末現在で昨年度の８０７件を大きく上回る延べ１，１８７件
となっている。施設退所者等の支援体制のさらなる充実が必要と考えている。今後も本年度中
に実施する県独自の実態調査等を参考に必要な対策を講じるほか、センターをプラットホーム
に当事者同士の横のつながりもできるようにグループ等の育成も図っていく。

福祉保健部 58
おおいたいのちの電
話について

・１０５ページにある自殺予防対策強化事業費について、自殺
は、全国的には数は少なくなってきたという報告もあるが、ま
だまだやはりあるわけで、その中で、社会福祉法人大分いのち
の電話というものがある。ここは２４時間３６５日、年中無休
で電話相談に取り組んでおり、あることがきっかけでそこの方
と知り合いになって、守永委員と二人で話を聞きに行ったこと
があるが、今、１日平均２５件ぐらい、以前、多いときは１日
５０件以上の相談があったと。また、主に夜中にあることが多
いという話を聞いた。ここは民間レベルのボランティアでやっ
ているが、こういった民間の相談機関の役割はやはり大きく、
県としての支援体制を伺う。

・いのちの電話等、大分にはたくさんの民間レベルのボラン
ティア活動があり、その全てに支援をということはなかなか難
しいと思うが、社会的重要性とか実績に応じた事業支援という
のは、これからも続けていっていただきたいと思う。（要望）

・大分いのちの電話などの民間レベルのボランティアの支援については、悩みや不安を抱える
人に電話で対話し、その軽減を図ることを目的としており、ボランティアの相談員が２４時間
３６５日、年間約１万件近くの相談を受け、丁寧に対応している。いのちの電話に対しては、
令和元年度から相談員の養成講座に係る費用を助成しており、今年度からは、さらに増額し
た。加えて、県庁舎別館の外来駐車場を、令和２年１０月から開放、２台分を確保し、相談員
の負担軽減や利便性の向上を図っている。いのちの電話の他に大分県公認心理師協会という団
体があり、これは県内の公認心理師とか臨床心理士の皆さんで構成する団体だが、昨年、年の
途中から自殺者が増加した傾向があり、より多くの人の相談につながるようにこの大分県公認
心理師協会に委託して、ＳＮＳを活用したオンラインの相談も始めた。これは昨年、令和２年
１０月から。その後、今年度初めに個人情報の管理の問題があり、その情報の安全確保のため
の対策を準備するということで現在休止中だが、来月１１月から再開できるよう準備を今、進
めている。
　コロナ禍により、今後も自殺者数の増加が危惧され、一人一人に寄り添い、丁寧に対応する
ことが重要となってくる。大分いのちの電話などの民間団体の活動は重要で、その力を借りる
ことは必要不可欠と考えている。今後も引き続きその活動を支援していきたいと思う。

福祉保健部 59
コロナ記者会見にお
けるＹｏｕＴｕｂｅ
での発信について

・前々から気になっていたが、この議場で藤内さんのお顔を見
て、ちょっとお願いしておこうと思う。最近はないですが、第
２波のときにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを使って、当時、藤内
さん、そして今、議会事務局長になられている二日市さん、そ
れと大分市の担当者の方が説明していた。あの時間になると、
多くの県民があのチャンネルを見ていた。ある日、藤内さんが
出られていないときがあって、そしたら、藤内さん、倒れたん
じゃないですかという電話があった。いや、その日、県庁でお
見かけしましたと話をしたが、現在、あのチャンネルはありま
せん。議員では、例えば、ＷｏｗＴａｌｋとかで情報が取れる
し、県民の多くは報道機関のニュース速報等で見ていると思う
が、ああいった重要な施策については、やはり直接県民に知ら
せることが大事だと思う。あのチャンネルは、よくよく見る
と、大分県や福祉保健部のチャンネルではなく、報道機関の
チャンネルだったと思う。今回第５波も大体落ち着いたが、次
にあるときにはぜひ自らチャンネルを開設し、取り組んでいく
のが必要ではないかと思い、来年度の要望も含めて要請したい
と思う。（要望）

・ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの関係はよく分かった。この話を
すると、また仕事を一つ増やしてしまうのではないかなという
思いもあったが、やはりきちんと県の思いを伝えていくのは重
要だと考える。

・昨年３月３日に県内１例目の感染者が発生して以来、第１波から第３波まで新規の感染者が
ある日には毎日、連日記者会見を行っていた。昨年末、ちょうど年末年始の休みぐらいのとき
に、毎日の会見から、今のように、例えば、クラスターが発生したり、感染者が急増したり、
あるいは変異株が確認されたりというようなときに会見を重点的にやろうというふうに移行し
た。会見を定時、午後３時にやっていたが、その際に民法のテレビ局が、例えば、ＯＢＳとか
ＴＯＳがそれぞれライブ配信をインターネットでしており、それを今委員が御指摘のユー
チューブでそれぞれ県民が見られる状況になった。御指摘のように、ああいうライブ配信に
よって、私たちのメッセージを本当に一言一句きちんとお伝えするという意味では、確かに重
要な役割を果たしていたと考えている。第６波に向けては、また新たな感染の兆候であった
り、新しい、こうしたことに気をつけてほしいといったメッセージをしっかり県民に届けられ
るよう、こういう会見、さらにはライブ配信も有効に活用していきたいと考えている。
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骨髄移植ドナーにつ
いて

福祉保健部 60

・主要な施策の成果の４６ページ、骨髄移植ドナーの支援事業
について、昨年、今年と世間は新型コロナウイルスということ
で、ほぼそれ一色に近いような状況にあるが、ただ、まだがん
患者は決してなくなったわけではない。私も自分が血液疾患を
患うまではほとんど知らなかったし、気にもかけていなかった
が、実は県立病院に入院してみると、非常にたくさんの方が血
液疾患を患って入院されている。本当に血液内科の病床がほと
んど空く暇もなく、次から次へと患者さんが来られる。また、
自分のときもそうだったが、４人から５人が移植を待っている
状況だった。全国的にも毎年新たに約１万人以上がそういう疾
患を患って、移植を必要とする患者も約２千人以上、そのうち
移植率が約６割となっている。若干、専門的になると思うが、
現在、大分県内でそういう骨髄移植を待っている患者数が大体
どれくらいになのか、また、ドナーとして登録されている数は
どれくらいなのか。ただ、当然、ドナーと患者がマッチしない
と移植はできないわけで、その確率は大体どれくらいで、そこ
ら辺から計算すると県内にどれくらいのドナーが必要となるの
か。
それから、事業概要の中に骨髄等を提供しやすい環境整備とあ
るが、この環境整備というのはどういうことなのか。

・県内で１６人の患者が待っており、ドナー登録者が４千人
ちょっとということで、実は私がいるとき、ちょうどコロナウ
イルスが全国的に広がり、結局それで都道府県間の移動が非常
に困難になったということで、ドナーを待っていても、コロナ
のせいでなかなかそれが難しくなってきている状況があった。
ということは、やはり一人でも多く県内の方のドナー登録者を
増やすということが今後必要になってくるのではないかと思
う。数百から数万分の１の確率しかないということは、かなり
の数の方が取りあえず登録していただかないとなかなか難し
い。ただし、ドナー登録にも、年齢から何からかなり条件がた
くさんある。それでも、一人でも多くの方に登録をお願いでき
ればと思う。ここに一つ、登録説明員の養成というのがある
が、現在、大分県内では何人の方が登録説明員になっているの
か、また、１人の登録説明員を養成するのにかかる費用とか、
時間とか、そういうものはどうなっているか。

・やはり県が中心となって、ドナー登録の拡大にもう少し時間
とお金をかけていただくということが患者の安心にもつながる
し、救える命を救うことができると思う。必ずしもドナー登録
したからといって移植ができるわけではない。結局一致しなけ
れば、登録はしたけれども、何もないということのほうが逆に
多いと思う。そういう意味では、なるべく多くの方、一人でも
いかにこれが重要かということを喧伝していただきたい。

・待機患者数、ドナー登録者数及びマッチング確率等について、令和３年８月末現在、本県に
おける骨髄移植の移植を希望する方は１６人。これに対する県内のドナー登録者数は４，１１
９人、さらに全国では約５４万人がドナー登録をしている。ドナーと移植を希望する方のＨＬ
Ａ、いわゆるヒト白血球型抗原、以降ＨＬＡと略すが、そのＨＬＡと呼ばれる型が一致する確
率は、厚生労働省厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会の資料等によると、兄弟
姉妹間では４分の１、非血縁者間、いわゆる他人では数百分の１から数万分の１とされてい
る。　ＨＬＡが一致する確率には非常に幅があるため、必要となる登録者数の推計は困難だ
が、令和２年の全国における実績では移植を希望する方２，０９２人のうち２，０１４人、実
に９６．３％の方が１人以上のドナー候補者を見つけることができたという結果になってい
る。
　移植を希望する方のＨＬＡに適合するドナー候補者は全国のドナー登録者が対象となるた
め、一人でも多くの方に登録していただくことが結果として適合する確率を高めることにな
る。本県においても、より多くの方にドナー登録をしていただくよう、引き続き普及啓発に取
り組んでいく。
　骨髄等を提供しやすい環境の整備について、ドナー本人やドナーが勤務する事業所を対象と
した支援制度、いわゆる骨髄移植ドナー支援事業費補助金のほか、企業経営者等に対するド
ナー休暇制度導入の働きかけ、県や赤十字血液センター、日本骨髄バンクで構成する連絡協議
会における連携強化、若年層に向けたリーフレットやホームページを利用した普及啓発等に継
続的に取り組んでいる。

・骨髄移植ドナーの登録説明員について、現在、説明員の数は、令和３年３月末現在で１３
人。研修は、座学が１日、説明員の取組を実際に見る実地で１日、計２日を要する。１３人の
中には保健所の職員もいるし、一般県民もいる。養成に係る費用は、講師に必要であれば報酬
をお支払するぐらいで、予算的には余り多くない。
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福祉保健部 62 発達障害児について

・決算事業別説明書１０４ページ、発達障がい児等心のネット
ワーク推進事業、発達障がい児・家族支援体制強化事業費につ
いて、心のネットワーク推進事業で成果指標の２５ページにあ
るが、成果指標として発達相談支援につながった未就学児数が
示されている。２０１９年度が１５４人、２０２０年度が１２
６人とあるが、５歳児健診を受けた中からの相談支援と考えて
よいのか。その場合、５歳児健診そのものを受けた人数、いわ
ゆる分母となる人数が何人かを教えてほしい。発現率という表
現をしていいのか分からないが、発現率が何％なのか。

・発達障がい児の心のネットワーク推進事業については、事業
としてはかなり長くなって、派遣される医師の熟練度と言った
ら失礼なのかもしれないが、子どもたちへの接し方で気付く能
力も高まってきていると思うが、ただ、それをサポートする、
いわゆるそういった能力を身に付けたドクターがどのくらい充
足されてきているのか、どういう変遷があったのか。特に６．
５％の全国数値とほぼ一緒ということであれば、その中である
程度充足しているのかなという思いもあるが、その状況を教え
てほしい。

・発達障がい児等心のネットワーク推進事業について、この事業で実施する市町村５歳児健診
への専門医の派遣は、あらかじめ保健師や地元の医師がスクリーニング、選び出した上で、３
歳児健診では発見が困難な注意欠陥多動性障がい、いわゆるＡＤＨＤ、こういった発達障がい
の疑いがある児童を専門医が診察するということで、保護者の障がいに対する受入れを促し、
就学までの適切な支援につなげることを目的としている事業。この専門医を派遣したところが
１０の市と町で、５歳児健診を受けた人数は、対象となる市町村では令和元年度が２，１４８
人、令和２年度が１，７６６人。また、医師を派遣した市町の５歳児の全人口のうち専門医派
遣で診察を受けた児童の人数、割合ですが、令和元年度が人口２，２２９人の中の１５４人で
６．９％、それから、令和２年度が全人口２，０４６人のうち１２６人で６．２％という結
果。この割合については、平成２４年度に文部科学省が小中学校の学級で学習面、または行動
面で著しい困難を示す児童生徒の割合の推定値として示した６．５％に近い数字だった。

・発達障がいのある子どもへのサポートができる医師の状況について、心のネットワーク推進
事業の専門医の派遣は、昨年度は大分大学を心の診療拠点病院として、１０の市と町に計４３
回専門医が行き、１２６人の子どもの診察をした。それとあわせて、県では各地域で発達障が
いに早期に気付くところが重要だろうと考え、各地域の小児科医とか、内科医とか、かかりつ
けの医師がそういった子どもの発達障がいの可能性に早く気付くことで早期発見、早期支援に
つなげたいということで取り組んでおり、令和元年度までに、県内で７７人の医師に対して、
国の研修を受けた医師が伝達研修をする形でそれぞれの地域の小児科医、内科医等に対して研
修を行い、早期発見につなげようという取組をした。残念ながら、昨年度については、新型コ
ロナの関係で集まって研修することが困難で、医療機関に資料を配付、周知して、体制を前に
進めている。

福祉保健部 61
若年性認知症支援
コーディネーターに
ついて

・決算事業別説明書８３ページの若年性認知症相談支援体制整
備事業費と認知症にやさしい地域創出事業費について、相談支
援体制整備事業で事業内容として相談に応じる支援コーディ
ネーターは何人いるのか。
支援した実人数が、成果指標の３８ページに同事業について書
いてあるが、実人数で１５０人を超えたと表記されている。こ
こ数年の実人数の変化について教えていただきたい。実態調査
を行ったというのは、若年性認知症の患者を対象に実態調査を
したということだと思うが、実態をどのように受け止め、どの
ように就労支援につなげようとしているのか。相談支援体制整
備事業と、やさしい地域創出事業とは、それぞれが全く別々に
動いているのか、連携して動いているのか、その状況について
教えていただきたい。

・まず、若年性認知症相談支援体制については、コーディネー
ターが１人ということで、その年度によって多い少ないはある
ものの、平成３０年では４６人、令和２年でも３７人と結構多
いときもある。コーディネーター１人で今の状況として、足り
ているという表現をしていいのか分からないが、十分な対応が
取れるものなのか。このコーディネーターをもっと必要である
と思っているのであれば、増やしづらい、増やせない背景が何
かあるのか、その要因について分かれば教えていただきたい。
ピアサポーターとして仲間同士でという意味合いもあるだろう
と思うが、それがうまくいくケースというのがそう多くはない
のではないかなと感じる部分もある。その辺のピアサポーター
の活用状況、うまくいっているケースはどのくらいあるのか。

・若年性認知症関連について、若年性認知症相談支援体制整備事業では、平成２８年６月から
若年性認知症支援コーディネーターを１人配置しており、現在まで１人となっている。令和２
年度までの新規相談者の数の推移については、平成２８年度は３８人、平成２９年度は１３
人、平成３０年度は４６人、令和元年度は２５人、令和２年度は３７人と５年間で計１５９人
となっており、実人数の推移については、年度によってばらつきがある状況。実態調査の結果
については、令和２年５月現在、県内の若年性認知症の人の数は２８７人となっており、就労
に関しての主な意見としては、仕事を覚えられず辞めざるを得なかったり、働けるのに介護施
設には行きたくないなどという意見をいただいている。これを受け、県としては、本年３月に
策定した第８期のおおいた高齢者いきいきプランにおいて、働く場での理解促進に向けた情報
発信を行うほか、就労継続支援事業所での受入状況等を把握するなど、若年性認知症の人が働
きやすい環境の整備を進めることとしている。若年性認知症相談支援体制整備事業と認知症に
やさしい地域創出事業については、若年性認知症支援コーディネーターを通じて連携した取組
を行っている。具体的には、コーディネーターが当事者からの相談に応じる中で他の当事者か
らの助言が効果的だと判断される場合には、認知症にやさしい地域創出事業のピアサポート活
動につなげ、ピアサポーターが同じ立場で寄り添うことで不安の軽減などが図られている。

・若年性認知症関係について、まず、コーディネーターの人数について、このコーディネー
ターが相談者への支援にあたっては、相談者の状況に応じて、それぞれの関係機関、例えば、
障がい者の就業・生活支援センターや、高齢者関係の地域包括支援センター等の支援機関と緊
密に連携して、それぞれの職場や、地域で適切に支援が行える体制づくりを連携して行うこと
が大変重要。コーディネーターが一人で何でもやるというものではない。このため、そういっ
た支援機関を対象として、若年性認知症支援者向けのガイドブックも県として作成しており、
また、それを研修会等を通じて広く知らしめており、体制の強化に努めている。お尋ねの若年
性認知症支援コーディネーターの人員体制については、さきほど実態調査結果を申したが、昨
年度の実態調査は２回目になる。その前に平成２５年度にも調査しており、平成２５年度の調
査のときには若年性認知症の人が３２１人、昨年度調査では２８７人ということで、３４人ほ
ど減っている。人員体制の検討にあたっては、こうしたことや、また、各地域などにおける、
さきほど申した各地域等での支援体制の状況、また、他の自治体の状況なども参考にしながら
検討していきたいと考えている。増やせない要因があるのかということについても、昨年度の
調査結果では認知症の人の数が減ったのがその要因というわけではないが、一つの判断材料に
なるのかなと考えている。ピアサポーターの関係については、若年性に限らず認知症の方を支
援をする制度で、必ずしも若年性と連携したとの数字ではないが、手元の資料では、ピアサ
ポーターについては、現在、令和元年度からピアサポーターの登録制度を始め、令和元年度に
５人登録して、令和２年度に４人登録している。それぞれの活用状況としては、ピアサポー
ターを派遣した回数は、令和元年度が３市町に対して４回派遣を行っている。また、令和２年
度については、７市町に計１５回派遣している。
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福祉保健部 63

新型コロナに関する
情報発信及び医療関
係者間での情報共有
について

・事業別説明書６６ページの上から４段目、医療・薬局機能情
報整備事業費について及び６８ページの薬務取締費の中で薬務
関係情報システムの運用等とあり、それに関連して今回の新型
コロナウイルスのワクチン、令和２年はまだワクチン接種には
至っていないが、ふだんからのこうした部分の整備というのは
とても大事であることが認識されたわけで、今回、特に大分
市、全国の中核市で最もワクチン接種が遅れているという現実
の中でいろいろ調べていくと、民間のスマートニュースアプリ
のワクチンマップの接種可能施設、予約可能施設や可能施設の
情報とか、ニュースダイジェストアプリのコロナの感染事例
マップなど、これは私も毎日確認しているが、行政が発信する
情報よりかなり進んでおり、この中でワクチン接種可能な施設
というのが一時期、大分市はほとんど動いていなかった。かか
りつけ医に多分配分されているんだろうが、それがずっと動い
ていないという事実が分かっていたにもかかわらず、なかなか
動かないと指摘しても動きが鈍かったということがあった。
　また、その部分については市の医師会とかとしっかり連携す
るよう、医師会の先生方にも直接申言ったところ、多少その
後、動きがあり始めているように思うが、そんな問題もある
し、また、ニュースダイジェストアプリのコロナの感染事例
マップに関して言うと、連休の間にファストフード店の従業員
が一気にばっと感染しているとか、いろんな人流に対する傾向
なんかも出ていたので、東京で発生すると地方でも同じ傾向が
あったとか、今のうちにしっかり分析し、次に備えることが大
事ではないかなと思うので、こうした情報共有のシステムとい
う部分について、まず分析、検証、そして、次への備えについ
ての考え方をお尋ねする。
　先般県病の審査の際に、地域の拠点として、臨床のとりでと
して頑張っておられると言った。県病の場合はある意味、重症
患者だったが、重症患者の症例と軽症患者の症例、中等症状の
症例、それぞれ違うと。そういったことについて、市中のかか
りつけ医とか病院の先生方の情報不足でなかなか、今回初めて
なので分からないんだという声が聞こえてきた。それに対する
治療法とか、そういった最新の情報を含めて、病院の先生方の
連絡協議会を、リアルタイムの非接触で、遠隔で、Ｚｏｏｍで
常に情報共有できるシステムも必要ではないかなということで
御指摘し、こういった部分についても検討してほしいという話
をしていたが、そういう意味での拠点病院との連携、こういっ
た医師会の先生方全てとの情報共有の在り方について伺う。

・大分市、特にワクチン接種の進捗について、確かにいろんな数字に我々も接するが、今、委
員が御指摘の他の同規模人口の都市部に比べ、少し遅いのではないかという御指摘は、我々も
同じ認識を持っている。かなり前からそういう懸念もあったので、我々県と、それから、大分
市のワクチン担当の部署は毎週、直接会い、何とか促進をということでかなり入っていったと
思っているが、なかなか市内の接種の促進は図られていなかった。
　最近、大分市も御承知のとおり、大分市医師会の皆さん方の御協力もあり、病院、あるいは
九電の会場等の予約の埋まり具合を見るとなかなか空きがある状況で、特に若い世代の方々、
接種に余り関心のないそういった方々をいかにして実際の接種に持っていくかというところ
で、いろいろ広報活動とかを試みていますが、結果としてまだ出ていないというところは重く
受け止めており、もちろん県営接種のお手伝いもしながら、大半の大分市民が県営接種にも来
ていただいているので、市と一緒になって最後の追い込みをかけていきたいと思っている。
　また、第３回目接種ということで、全国的に可能性が指摘されており。当然１回目、２回目
の接種の県内各市町村の進み具合、問題点、反省点を十分検証しながら、次なる場合にも速や
かな接種を目指していきたいと県としては思っている。
全国の感染の状況等で、本当に大分の感染対策にも有効な情報については、当然、メディアや
ネットからも収集しているが、それに加え、今、毎週１回ですが、全国のコロナに対応してい
る医師や、行政の関係者、そして、感染症研究所のスタッフ、そういう専門家の皆さんがＺｏ
ｏｍで情報共有する会がある。毎回１時間半程度で、これは報道ではなかなか伝えられない、
こうしたことが実際起こっているよといったことも情報として収集し、それを県の対策にもい
かしている。
　実際に地域で感染者を御覧になっている、特に軽症者から中等症、そして、重症の感染者を
診ている医療機関での治療に関する情報については、月１回から少し頻度が空きますが、大分
地域においても、そうした先生方が正に委員が御指摘のＺｏｏｍを使った情報共有会議を行っ
ている。
　当初は、例えば、ステロイドの投与のタイミングであったり、レムデシビルをどう使うかと
いう話から、最近においては、抗体カクテル療法の使い方といったことについても情報共有し
ている。そうしたお陰で、大分県においては、この抗体カクテル療法をより積極的に活用する
ことにより重症化を防げたと考えている。
　委員が御指摘のとおり、コロナについての治療、これから内服の治療薬も出てくるが、最新
の治療について現場の先生方が情報共有するのは非常に重要なので、当然、行政として、そう
した機会を県、大分市、中央地域だけではなく、それぞれの地域で、保健所が地域の先生方と
結んでそうした取組を既にされているので、こういうものをより積極的に進めていきたいと考
えている。
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福祉保健部 65
自宅療養者のケアに
ついて

・自宅療養について、一番多いときは、かなりの数の方がホテ
ルに入れないで自宅療養という形を取らざるを得なかったと思
う。自宅療養の方で、体温計はあったとしても、そういったパ
ルスオキシメーターなんかない方もおられるのが当然の状況で
はないかと思う。そういった方のケアをできていただろうか
と。皆さん大変な中で、自宅療養だとかも含め、かなりの濃厚
接触者がいたと思うと、そこは職員の踏ん張りどころだったと
思うが、かなり精神を使いながら、すり減らして頑張られたと
思うので、今は統計なんかも取られていると思うが、そのとき
の問題点を感じていた。

・自宅療養者のケアの現状について、特に第５波、患者が急増したときは、家族全員が陽性に
なるケースが多くあった。そのときには、子どもが小さかったりして、例えば、ホテル療養で
離乳食が難しいケースは自宅療養を選択していただき、その際にはパルスオキシメーターを貸
し出し、自宅療養者についても必ず保健所の保健師が１日最低１回は連絡するということでケ
アしてきた。一時的にパルスオキシメーターを全世帯に配ることが困難な時期もあったが、追
加で購入し、できるだけ多くの方にきちんと観察できる体制は──少し遅れたこともあるが、
できるだけ整え、新生児や乳児といった小さい子が陽性になることが多かったので、県として
も新生児用のパルスオキシメーター、専用の小さいものでないと測れないので、そういったも
のも追加で購入し、できるだけ早期に対応できるようにした。入院調整に関しても、できるだ
け保健所から環境整備、一つ一つできるだけ丁寧に聞き取り、その世帯においてどこの療養が
一番望ましいかということを選択しながら、場合によっては陰性の子どももあわせて入院調整
をお願いしたケースもある。大部屋に４人とか家族まとめて入院をお願いするケースもあり、
個別のケースにあわせて入院調整、自宅療養の選択というのは行ってきたつもりだが、一部自
宅療養にせざるを得なかったケースも患者急増の折にはあったが、保健師は必ずケアで聞き
取っている。

福祉保健部 64

ホテル療養に係る人
員確保について

・コロナの陽性者がホテルに隔離され、このときにかなりホテ
ル内での雑用が多いと思うが、あの辺の人員については、県庁
の職員も行かれていると聞いており、かなりの数があの中に必
要だったのではないかなと思う。そういった人員の確保に、今
後、第６波は――来ないことを祈るが、さきほどノウハウを蓄
積されてきたということも言われていたので、その辺は大丈夫
なのか改めて伺う。

・宿泊療養施設の関係について、ホテルの運営については、県職員各部をまたいで全庁的に応
援体制を取っており、各ホテルに２人ずつ、それに加え看護師も２４時間２人ずつという体制
を取っている。入所者が増えてくると、委員から御指摘いただいたようにかなりいろんな業務
が増えてくるので、そういったときには、看護師については入所する際に支援する看護師を追
加で配置して対応してきた。また、県職員２人だけでも通常のところが大変になるということ
で、そういった場合についても、民間の、例えば、警備会社の警備の方とかを増員して対応し
てきた。ノウハウの蓄積に伴い、民間の事業者の力を借りながら、民間に運営自体を委託する
取組も今、進めている。また、オンラインカメラとかをそれぞれ各フロアに配置し、不測の事
態に備える対応も取っている。
　新型コロナ対策については、昨年から１年半に及ぶ長期にわたっており、第１波よりも第２
波、第２波よりも第３波と大きな波をかいくぐるにつれ、いろんな対応が洗練され、効率化し
ていっているのではないかと考えている。最初の頃は１人出ただけでも大騒ぎ、右往左往して
いたのが、かなりその辺の対応はノウハウの蓄積によってうまく回るようになったのではない
か。ただ、そうは言っても、今回の第５波については想定外の発生数で、委員の皆様にも、そ
れから、県民の皆様にも大変御心配をかけ、反省している。今、ちょうど全庁をあげ、振り
返っていて、一つ一つ様々な分野、これまでの問題点を抽出し、それについて、第６波に備え
てどういう対応をすればいいか検討している。また、今後取りまとまったら、特別委員会や常
任委員会等で報告したいと考えている。
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福祉保健部 66
ひとり親家庭のコロ
ナ感染時の子への対
応について

・特にひとり親家庭の方は、親御さんがかかったときは、お子
さんを一人残して行けない状況は他にもあったのではないだろ
うかと感じることがあったから、そういったことがもし事例と
してあれば教えていただいて、今後の対策等を考えられていた
ら教えていただきたい。

・コロナ禍で、ひとり親家庭の方が陽性者になった場合の子どもの預け先の件について、そう
した場合には児童相談所が預かることを想定して準備していた。今年の第５波の一番多い頃に
は、実績として２世帯４人を児童相談所が一時保護し、子どもを安全に保護者が回復するまで
預かった。今後、第６波に備え、十分な数を確保することを予定しており、現在、１３世帯で
保護が必要になった場合も預かることができる体制を整えている。

・大分県長期総合計画の実施状況について、１６ページ、おお
いた出会い応援事業について伺う。さきの一般質問の答弁で、
知事答弁において、人口減少対策においては結婚支援に注力し
たいという答弁があった。令和２年度の実績値が、この事業を
見ると５２組となっている。成果指標としては、実績は５２組
となっており、単純計算して１組が２人を産んだとしても、約
１００人の増加効果になると思う。人口減少の解消に向け、規
模感としては、数字的にまだまだ大きく不足しているのではな
いかと懸念している。当然、結婚支援事業はこれだけではない
と思うので、令和２年度の結婚支援に関する全ての事業を合計
した人口減少対策効果の結果の数値を伺う。

・２４ページ、子どもの居場所づくり推進事業について、事業
概要に、子どもの居場所を確保し、貧困の早期発見、早期支援
につなげるためという目的についての記載があり、一方で、こ
の事業の成果指標が子どもの居場所の開設数となっている。事
業目的がこの成果指標の設定ではきちんと測れていないのでは
ないかと心配している。本来の目的である子ども食堂を通じた
貧困の早期発見、早期支援が行われた件数が実際どれぐらいあ
るか。

・本課における令和２年度の結婚に関する事業については、出会い応援事業のみで、この結婚
支援に関する事業の実施により人口減少対策としての効果を具体的な数値で示すことは困難だ
が、類似の結婚支援センターを設置する全国２６県の成功率を人口１０万人当たりで比較する
と、本県は第８位となっており、一定程度の成果は上がっていると考える。出生数の減少は、
若い世代の減少に伴う婚姻数の減少に加え、未婚化の進行、晩婚化、それに伴う晩産化が大き
く影響していると考えている。国の調査によると、未婚者のうち９割は結婚の意思を持ってお
り、２５歳から３４歳の出産ピーク年齢時の女性が独身にとどまっている理由の第１位は適当
な相手に巡り合わないこととなっている。昨年度、県で実施した県民意識調査を見ても、１世
帯当たり２．１７人の子どもがおり、結婚を機に平均２人以上の子どもが生まれているという
実態がある。こうした状況を踏まえ、まずは結婚の希望をかなえようと平成３０年６月に出会
いサポートセンターを開設し、成果指標については成婚数とした。本日現在、７２組の成婚と
なっている。婚姻数の増加については、こうした出会い事業のみでなく、若い世代の流出防止
や、雇用や所得などの労働問題、男女が共に育児と仕事を両立できる企業の意識改革や環境整
備など、様々な観点から総合的に推進していく必要があると考えている。その上で、まずは県
民の皆様の結婚して子どもを持ち、安心して育てたいという希望をかなえていくため、福祉と
してできることをやっていきたいと考えている。

・３７ページ、介護のイメージアップ大作戦事業について、事
業概要を見ると、介護職員の離職防止、定着を促進するためと
事業の目的についての記載があり、一方で、成果指標を見ると
Ｗｅｂサイトのアクセス数という形で記載されていて、このよ
うな成果指標では本来の目的の達成効果が判断できないのでは
ないかと思うが、御見解を伺う。また、活動指標の中にＰＲ動
画の再生回数とあり、そこに１，０４６回と記載がある。ＰＲ
動画の作成、発信に要した費用を見ると５７９万８千円。これ
は単純計算すると、１回の再生回数に費やした費用は約５，５
００円となる。私は先日、久しぶりに映画を見に行ったが、映
画館で２時間見ても１，８００円、こういったものと比較する
と、非常にこの点、ちょっと比較対照としてはふさわしくない
かもしれないが、費用対効果自体に大きな問題を抱えているの
ではないかと心配している。その点の評価をお聞かせ願う。

・子どもの居場所づくり推進事業について、この事業は、平成３０年度から子ども食堂の新規
開設や機能強化に要する経費を市町村を通じて補助するもので、現在８３か所まで増えてきて
いる。この事業の目的は一つではなく、家庭、学校の他に第３の居場所として地域に子どもが
安心して過ごせる場をつくることであり、その中で副次的、二次的目的の一つとして、子ども
の貧困の早期発見があると考えている。議員から御質問のあった貧困の早期発見、早期支援が
行われた件数だが、市町村要保護児童対策地域協議会を通じて調査したところ、本年１０月８
日現在で１０５人いた。子ども食堂でスタッフが子どもの食事の様子や発言から家庭内の状況
が気になり、市に相談して早期発見に至ったケース、それから、定期的な子ども食堂の利用で
栄養状態の改善や子どもの心の安定が図られ、不登校傾向が改善されたり、学習支援による学
力向上で子どもの成長が見られた事例もあった。さらに、子ども食堂は子どもの食事や学習と
いった生活を支える場のみならず、そこに来るスタッフや支援者と関わることで、様々な大人
のロールモデルに出会う場所でもある。貧困等により生活体験が乏しく、子どもらしい生活を
送ることが難しい子どもにとって、地域にこうした居場所があることは大変重要だと考えてい
るので、引き続き子どもの居場所づくりを推進していく。

福祉保健部 67
成果指標の設定につ

いて
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・いろいろと考慮しながら予算や事業を作成されているのは、
我々も理解している。一方で、今、質問したように、答弁をお
伺いしても、事業の本来の目的と成果の間に少し距離があるの
ではないかと感じる事業が散見される。子ども食堂について
も、子ども食堂の設置を推進すること自体については当然、大
事だと思う。

・介護のイメージアップ大作戦事業について、本事業は、介護の仕事への新規就労の促進を図
るため、若年層を対象に介護の仕事の魅力を発信することを目的としている。しかしながら、
お手元に配付の主要な施策の成果３７ページの一番下のナンバー６に書いているが、そちらの
事業概要欄の記載がちょっと分かりづらいことから御指摘の成果指標との不整合が感じられた
ものと思われる。本事業の目的としては、そこの事業概要欄に書いている、あくまで新たな介
護従事者を増やすことを目的としており、

さきほど１０５件の発見ができたという御答弁があった。本来
であれば、こういったことを成果指標に設定していただければ
と思う。また、事業構築際には、成果設定は作成段階で引き続
き入念に行っていただければと感じている。福祉事業の場合
は、目に見えた成果指標を設定しづらいのも大変よく理解して
いるが、一方で、成果を測れるものは、来年度の事業構築にお
いてはしっかり内容を見直していただければと思う。こういっ
た答弁で、必ず一定程度の成果はあったという御答弁をいただ
くが、そこは問題にしていない。その成果に対して費用がどれ
だけバランスが取れているのかがこの審議の題目なので、成果
はないなんていうことはあり得ないので、それがどれだけ見
合っているかをしっかりやっていただき、今回の決算審査の結
果を来年度予算の作成にあたっては十分に考慮していただきた
いと思うが、この点、部長の見解を伺う。

そのためには介護の仕事のＰＲ動画など情報発信の基盤となるＷｅｂサイトを多くの方に見て
いただくことが重要ということから、この成果指標とした。なお、介護職員の離職防止と定着
の促進の取組については、せっかく新規の就労で新しい方が見えても、その方の職場には同じ
ような年齢構成の方がいないといったことで、悩みを打ち明けられずに行き詰まり感が出て離
職するといった例も聞いているので、同じ年代の方が横のつながりを持って、職場を横断して
いろいろ打ち明けとかできるような、そういう若手介護職員の交流研修会を本事業の中で開催
している。ＰＲ動画については、６分間の動画と、また、１５秒間のスポットＣＭ版をつくっ
ている。この二つを通じて、介護の仕事の魅力が多くの人に伝わるように取り組んだ。この６
分間の動画については、県内の介護職員の思いや経験を基に制作されたもので、タイトル等に
ついても、さきほど申した若手介護職員交流会の受講生たちが自ら情報発信しようということ
で考えたもの。この動画については、現在もユーチューブで視聴することができ、公開後の再
生回数については、本日現在で約１，６００回となっている。今後も、この動画を多くの方に
見ていただくことで介護の仕事に就くきっかけになるものと考えている。
なお、委託料積算額の５７９万８千円のうちテレビＣＭ放映料については、２４７万３千円が
含まれている。

・議員が御指摘のとおり、成果指標というのは、それぞれの事業の目的の達成度を評価する意
味で非常に重要なものと考えている。予算が有効に活用されているかを県民が評価する上で
も、この成果指標の設定は大変重要であると考えている。ただ、さきほど来説明しているよう
に、事業目的が複数ある場合とか、なかなかその目標の設定が難しかったり、あるいは定性的
なものではなく、定量的な指標でないと進捗率等が算出できないこともあり、なかなか苦労し
ているところだが、当初予算編成にあたっては、県民に対する説明責任等もしっかり念頭に置
いて、目的に合致したより分かりやすい成果指標を組み立てていきたいと考えている。

福祉保健部 68
地域生活定着支援事
業について

・主要な施策の成果の１１６ページ、地域生活定着支援事業
２，６１５万９千円について、成果指標を見ると、令和２年度
におけるフォローアップ事業を実施した人の再犯防止率１０
０％とあるが、実施した人数、また、普及啓発活動の具体的内
容について伺う。

・非常に大切な事業だと思っている。そして、この予算を見る
と、令和３年度が１千万円増えて３，６００万円ほどとなって
いるのと、今後の方針の中に支援に本格的に取り組むという表
現があるが、これについて詳しくお聞かせ願う。

・最後に、この入口支援で、これまでは社会復帰支援、出口支
援が中心だったと、それを地域生活定着支援センターによって
平成２２年から１０年以上支援しているということで、非常に
大切な事業だと思うのと、今回、入口支援、いわゆる取調べと
か司法手続段階における支援ということで、この事業について
は、福岡県が新たに組織を、いわゆる地域生活定着支援セン
ターと別組織をつくって進めているということである。さきほ
ど大分は済生会に増員という形で委託するということだが、こ
の判断に至った経過について教えていただければと思う。

・地域生活定着支援事業について、県では、刑務所等から出所予定の高齢者や障がい者のうち
福祉的な支援を要する方への支援ということで、地域生活定着支援センターを大分市内に設置
している。センターでは、福祉サービスに至る事前の準備や、グループホームなどの受入施設
確保のためのコーディネートを行っているほか、入所した後のフォローアップ業務、あるいは
相談支援業務などを実施している。
議員がお尋ねの再犯防止率については、昨年度はコーディネート業務として３７人、フォロー
アップ業務として３６人、合計７３人の方を支援しており、それらの方全員の再犯がなかった
ということで、再犯防止率が１００％となったもの。

・予算決算額２，６１５万９千円については、地域生活定着支援センターの設置運営に係る委
託料となっており、社会福祉法人大分県済生会に委託しており、センター職員の人件費や活動
経費、あるいは普及啓発の経費等が含まれている。
今回、令和３年度にかけて増額しているが、特に逮捕、勾留された後、不起訴になった方等の
被疑者とか、起訴されても執行猶予となった被告人等の支援がこれまで不十分であったという
国の指針の改正等もあり、入口支援と言っているが、そういった方への支援を強化するため、
今年度からセンターの職員を６人から２人増やし、８人体制と強化し、支援を強化することと
しており、その点で本格的に取り組むという表現にしており、しっかり取り組みたいと考えて
いる。

・地域生活定着支援センターについては、大分県済生会に委託しており、平成２２年度からの
蓄積がある。センターのスタッフは、いずれも社会福祉士や精神保健福祉士といった専門資格
を有している方で、粘り強く、いろんなところの相談をたらい回しにされた方を最後のとりで
として、こういった刑を終え出所されて困っている方、さらには入口支援で、短期間でいろん
なサービスにつなげていかないといけない状況もあるので、現状のセンターの人員を強化する
ことで、これまでも入口支援を全くやってこなかったわけではないので、これまでの経験、知
見も踏まえ、さらに強化していくという観点で増強している。

福祉保健部
成果指標の設定につ

いて
67
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福祉保健部 69 ④ 保健所職員の時間外
勤務状況について

・（内部協議）保健所とか看護職員の時間外勤務、８０時間、
１００時間と非常に多くなってきていると思う。そういう点で
は、いろんな対策は講じているが、結局勤務時間が一番のネッ
ク、課題とさきほど来の答弁からも分かるが、それを解消する
ための具体的な取組とか、定数の増も含めた改善策を来年度は
もう少し真剣にやっていかないと、第６波に保健所自身が対応
できなくなってしまう可能性もあるから、そういう点のぜひ強
化を来年度予算ではしていただきたい。

生活環境部 70
女性が輝くおおいた
づくり推進事業につ
いて

・企業等へのセミナー等啓発を行っているが、啓発を行う観点
としてジェンダー平等の視点から行っているのか。

・県としてどのようなものがジェンダー平等と考えているか、
基本的な考え方を教えてほしい。単純に男女共同参画社会のた
めではなくて、具体的な中身で話を聞きたい。

・本事業は、「男女共同参画社会の実現」を総合目標とする第４次大分県男女共同参画プラン
に基づいて実施しており、ＳＤＧｓのゴールの一つであるジェンダー平等の実現と軌を一にす
るものでもあると考えている。このプランを策定する際に実施した意識調査では、職場におい
て男女が平等であると回答した人の割合は１９．６％にとどまっていたため、目標を３０％と
定め、各種取組を進めてきた。この事業では、女性の社会参画を促すセミナーや企業が女性の
採用や登用に取り組む機運を醸成するための啓発事業等を実施した。令和元年度の意識調査で
は１９．６％から２４．６％にまで増加はしたが、まだまだ低い状況である。今後ともジェン
ダー平等となるよう、男女共同参画社会の実現に向けて取組を進める。

・県が考えるジェンダー平等であるが、男女がともに尊重し合い、男女が個性と能力を十分に
発揮でき、女性に対する暴力等がなくなって住みやすい社会を、「ジェンダー平等」の社会と
考えており、これは男女共同参画社会と同じものであると捉えている。

生活環境部 71
大気保全対策事業費
について

・日本製鉄のばいじん公害問題についての降下ばいじんについ
て、管理目標値が月６トン平方キロとなってるが、現状はどう
いう状況になっているのか。また、大分市と共同して工場の中
に検査に入ると言ってるが、昨年はどのような形で検査し、ど
のような内容だったのか。

・ばいじんは、以前に比べればかなり低減した。これは私も住
んでいるからよく分かるが、そういうところでますます原料
ヤードに散水している。防じんネットをしている精鉱工場の密
閉化とか、いろいろ対策は取っているが、まだまだ臭いの問題
など背後地からかなり声が出ている。特に高いマンションなん
かの場合には細かい粒子がマンションにぶち当たって、重たい
やつは萩原とか津留に落ちて、細かい粒子は明野とか大在とか
に流れていく。そういう点では、そういう対策を取っていくこ
とが本当に大事だと思うが、そういう具体的な中身についての
協議をされているのか。

・市と協議しながら、企業とも相談してほしい。（要望）

・降下ばいじんの測定値については、年平均値として平成１８年度は５．２トンであったが、
令和２年度の測定値は３．１トンで着実に低減している。しかし、風向きであるとか降雨量、
春先等黄砂等の影響により、測定値が６トンを超える月もある。なお、令和２年度は１０月、
１月、２月にマウンドの１地点であるが、６トンを超えている。そのため、測定値からその傾
向等を検討し、散水強化等の低減対策を指導している状況。
　次に、立入検査の状況について、県としては大気汚染防止法に基づく立入り権限はないが、
公害防止協定に基づき、大分市と合同で令和２年度は１１回立入りを行っている。その内容
は、原料ヤードや焼結炉等のばいじん対策の状況、環境保全計画の進捗状況について監視を
行っている。特にさきほど言った測定値が高いマウンドでの対策が課題と考えている。

・日本製鉄の降下ばいじんの協議の内容について、住民の方から窓が開けられないとか洗濯物
が干せないなどの声をいただき、昨年、高城のマンションに実際に行って壁などの黒い汚れも
見てきた。協議については、現在、日本製鉄と大分市、県の３者による降下ばいじんの検討会
を年４回開催しているが、その中で、ばいじんの測定結果と、何が原因でそのような結果に
なっているか、またその対策、その効果等について協議を行っている。その中で、３年ごとに
日本製鉄がつくる粉じん対策の指針と、毎年作成する環境保全計画書について、内容を随時検
討しながら対策の効果等について何度も協議を重ねている。粉じん対策の指針の中では、住民
の方から苦情が多い黒色粉じん、黒い粉じんの対策に力を入れており、石炭やコークスの発じ
ん防止対策等について重点的に協議を行っている。

生活環境部 72
部落差別解消推進事
業費について

・運動団体に毎年８２０万円委託してるが、昨年度決算は３４
８万円で半分以下になっている。これはコロナによって研修会
を中止したためとなっているが、中止するぐらいならやめるべ
きではないか。いまだに部落差別は解消していないと言って、
運動団体に研修会や生活相談等の事業の委託をしているが、そ
の根拠として人権に関する県民意識調査を上げているが、具体
的にどのような差別事象があったのか。心の中は別にしても、
落書きだとか具体的な事象があったのか。その内容と件数はど
れくらいあって、何を根拠にして差別事案と言って委託料を
払っているのか。

・８２０万円から三百何十万円に下がっているが、下がったか
らといって差別が増えることは絶対ないと思う。私が言いたい
のは、８２０万円の研修の委託料を払ったとしても差別意識は
別で、憲法上、意識するというのは内心の自由であるし、さき
ほどの数字を聞くと、未だに変わっていないような状況。県が
勝手に差別事象と思うような中身について、８２０万円の研修
会の委託料を出しているが、全く研修の意味ないので、そうい
う運動団体に８２０万円もの補助金と言っていいような委託料
について、こういうものはやめていく。または、すぐにやめる
のが難しければ低減、削減していくという姿勢がないとだめだ
と思うが、その点について伺う。

・昨年６月に法務省が公表した部落差別の実態に係る調査結果によると、大分地方法務局管内
に相談のあった件数は、平成２９年度までの３年間で１４件、大分県及び県内市町村に相談の
あった件数は、平成２９年度までの５年間で合計４７件となっており、残念ながらその後も毎
年差別事象は発生している。内訳としては、結婚に関することや差別落書き、また、ネット内
の書き込みなど。また、平成３０年に実施した人権に関する県民意識調査の中の同和問題の設
問においても、同和地区住民に対する差別意識を持った人がいると思うかという質問に対する
回答は、持っている人がいる、持っている人はまだ多いの合計が３９．６％であり、いまだに
４割近くが差別意識を持っているという結果になっている。このような差別の実態と差別意識
の存在を踏まえるとともに、部落差別解消推進法で地方公共団体の相談体制の充実と教育啓発
が規定されていることから、部落差別の解消に向けて地域住民に対する生活等相談対応に関す
ること、地域住民の自立意識の向上及び啓発活動に資する研修会等を開催すること、これらの
活動のための基盤づくりとして担い手の養成を行うことの三つの事業を委託している。コロナ
禍にあっても感染防止対策に留意、工夫しながら研修会等を開催することは差別解消のために
重要である。

・部落差別の意識の部分について、もちろん内心の自由は認められているが、それが言葉や行
動に表面化することで、実際に差別が生じている。また、特に近年はインターネット内で部落
差別を誘発、助長するような書き込みが多数存在するなど、差別事例は実態としてある。効果
的な研修、啓発を行うことで差別の意識は随分改善されている部分もある。研修は基本的に大
変重要なので、引き続きしっかり取り組んでいく。
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生活環境部 73
人権啓発推進事業費
及び人権施策推進事
業費等について

・パートナーシップ制度について、６月議会で後藤議員が一般
質問で取り上げていたが、その際の答弁で、今年４月から大分
県営住宅等管理規程を一部改正し、市町村の証明書等により、
パートナーシップ関係の認定を基に公営住宅への同居を可能と
したことが紹介された。差別をなくし、誰もが暮らしやすい大
分県をつくる上では、様々な差別を解消する取組の一つとし
て、主管課を持つ生活環境部においてもパートナーシップ制度
についての議論されたと思う。２０２０年度のパートナーシッ
プ制度についての議論経過と、県としてどういう取組方針を持
つのか、どのように方向付けられたのか伺う。

・市町村と随時意見交換等を行ってきたという説明があった
が、その中で、独自の導入が難しいと考えているという声が
あったとのことであるが、どう独自で導入が難しいと判断して
いるのか。ただ単に議会なり住民の声として、それを認めると
いう声が少ないからということでの難しいということなのか、
また、他に要素があるのか、その辺の状況がもし聞き取られた
中で分かれば教えてほしい。また、パートナーシップ制度にし
ても、ＬＧＢＴＱ＋という表現も最近はされるようであるが、
このような言葉にしても、言葉の意味そのものが分からない方
もいるだろうし、どのような悩みを抱えている人がいるのかが
理解されないと誤解されかねないと思う。その理解を得るため
には、日常的な広報活動によってどういうことを問題にしてい
るのか、そのことを周知させていくことが大事だろうし、その
周知活動が徹底されないと理解そのものが深まらない。この
パートナーシップ関係を公的機関が認定することについては、
例えば、県営住宅の管理規程では、その認定を受けた方が県営
住宅などに入居可能となるが、そういう公的な住居を提供する
ことが可能になっていくことで、様々な生活の対応が変わって
くるのは確かであるし、さらに追求すれば、子どもを引き取っ
て養育する環境をつくることも、さらに進んだ将来的な夢とし
て語られることにもつながると思う。そういったことも、全て
県民の方々がそういう状況を理解することが大事だと思う。賛
成する人が少数だから実現できないということだけではなかな
か先に進めることはできないし、県域で条例をつくってきた先
進県を見ていただき、どう改善されたのか、広報活動がどう
なっているのか研究もしてほしいが、その辺で何か状況が分か
るところがあれば教えてほしい。

・思いをどう受け止めるか、受け止めてもらえることが確認で
きるのか、そういったことが差別を解消するのは大事である
し、そのための広報もぜひ積極的に力を入れ、パートナーシッ
プ制度についても善処するよう要望する。（要望）

・昨年４月に改定した人権尊重施策基本方針の中では、性的少数者の人権課題について、新た
に重要課題に位置付けをしており、パートナーシップ制度についても、市町村との意見交換、
自治体の導入、運用状況の把握などを行うと記載している。この基本方針に基づき、昨年度は
県内市町村と随時意見交換を実施し、制度導入を検討する市町村がある一方で、独自での導入
は難しいという意見も出されている。現在、県内では臼杵市が本年４月に制度導入済み、豊後
大野市も来年４月にファミリーシップ制度も含めて導入予定であり、全国では本年９月１日現
在で１１７自治体が導入している。うち、県域での導入は５府県。県で制度を導入する際は、
既に制度を導入している市町村間、あるいは県との関係で得られる具体的な効果に差が生じる
という可能性があることなどが課題として指摘されている。今年度は調査研究の一環として、
先日、県政モニター県民を対象にした性的少数者への理解全般についてのアンケートを実施し
たが、その中で、パートナーシップ制度については、早期導入や啓発の必要性を求める意見が
ある一方で、必要ないという意見もあった。　制度自体は当事者の生きづらさの解消だとか、
県民の性的少数者への理解促進に効果的と認識している。しかしながら、意思表明しにくい方
もたくさんいるので、引き続き様々な意見に声を傾け、慎重に調査研究を進める。

・市町村との意見交換の中では、性的少数者の人権を守る取組はとても大事だが、そういった
啓発とか周知、やはり理解の部分をどう進めていくのがいいのか、そこの具体的な取組、理解
を得る方法は市町村としても独自でするには難しい。県域でぜひ検討してほしいというような
意見もいただいている。一部の性的少数者の方のためだけではなく、真の共生社会実現に向
け、いろんな御意見の方の理解をいただくことが大切になるので、そういったところをしっか
り取り組んでいく。
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項　目 現　状　・　課　題　等 質疑・要望等
部局名 №

報告書
（案）

委　員　等　か　ら　の　質　疑　・　要　望　等
執行部回答

生活環境部 75 消防活動について

・先日の土曜日に陸上自衛隊湯布院駐屯地の中で火災があっ
た。２時間ぐらい燃えたが、消防団が陸上自衛隊の中に入るの
は初めてで、誰も経験がなく、水利とかどこに何があるかとい
うのを一切分からない中で消防活動をし、非常に困難を極めた
というのが実情である。今まで、駐屯地の中での火災はなかっ
たので、団員はほとんど経験のない中で消防活動を行ったが、
そういう国の施設の中には弾薬庫も近くにあるし、もし災害と
か、これからもどういう連携をしながら、果たして一般のボラ
ンティアの消防団がそういう中に立ち入って作業をしていいか
も含め、いろんな検討がこれから必要になる思うが、その辺の
大まかな指針みたいなものが分かれば教えてほしい。

・一般の事業所などには防火水槽などがあると思うが、駐屯地
には、いわゆる消防が使うほどの水量の水利がなく、水が足ら
なくなって外から補給する形だったとのことである。結局、全
てフェンスがあって、容易に外から立入り、いわゆる機密事項
とかいろんな兼ね合いがあって簡単には入られない、入口も２
か所しかなく、非常に団員としては苦労したようなので、その
辺の検証を含めての対応をお願する。（要望）

・今、明確な指針というものを持ち合わせていないので、しっかり調べて対応できるような形
にする。

３Ｒ普及推進事業に
ついて

・エコバッグ、マイバッグの持参運動について、レジ袋削減枚
数が７，０００万枚減っている。７，２００万枚減らすという
ことで、限度は７，０３０万枚が削減できたということが示さ
れている。７，０３０万枚減らしているということは、数字的
には増えているが、これはどういう調査でこの数字が出ている
かを教えてほしい。最近の大きな声にはなっていないが、レジ
袋を断って、ごみ袋を購入する矛盾というようなことも、主婦
層の中という言い方はいいかどうか分かりませんが、買い物に
よく行く人たちの中では、うんうんと、そうだねというような
ことが言われることがあります。エコバッグは本当にエコなの
かということも疑問視する動きもあると聞きますが、これまで
取り組まれた県のうつくし作戦の推進の観点から、現状の動向
についてお調べがあればお聞かせください。ごみ袋を買うとい
うのは、薄いビニール袋も売っています。レジ袋を断るんです
が、薄いビニール袋、家でごみを捨てるときに、やっぱりごみ
袋として要るんですね。主婦はそう言います。ですから、レジ
袋を断っているが、結局、違うごみ袋を買っているではないの
というのが声としてあるようですので、それらの声も御存じだ
と思いますが、この間の取組や現状の動向についてお聞かせく
ださい。

・私もレジ袋の有料化の方針は正しいと思う。そのことについ
て異を唱えているわけではなく、ただ、生活の中でレジ袋はも
らわないが、ついついごみ袋を別に買っているというのはある
ので、意識改革を本当にしっかりできるような仕組みづくり
も、今後は考えていく必要がある。パーセンテージでレジ袋７
１．９％と２８．１％とのことだが、ついついごみ袋に頼って
しまうというところは何かの形で変えていく必要があるので、
我々も気をつけなければならないが、方向性としてはしっかり
エコバッグをさらに推奨するということ、それから、レジ袋の
有料化の推進によるごみの減量の努力をしていかなければなら
ない。ちなみに、有料化されたレジ袋について、商店は３円や
５円など大きさによって異なるが、そのお金、以前は県や市町
村の財政に寄与するといっているのがあったが、この動向はど
のようになっているのか。

・エコバッグの持参運動については、その取組に賛同した事業所の方とレジ袋削減検討会議を
立ち上げ、事業所等にも参加いただき、平成２１年６月１日から無料配布の中止をスタートし
ている。そこで、配布の状況や取組状況を報告してもらうが、その積み上げという形になるた
め、県内のエコバッグの持参率という数値になる。抽出調査について、義務化される前の令和
元年度では８４．１％であったが、有料化後の令和２年度は前年度比２．２ポイント増の８
６．３％になり、これはマイバッグを持参したという意味での数値になる。また、環境省が昨
年１１月に全国で行ったレジ袋使用状況に関するＷｅｂ調査があるが、それによると、直近１
週間以内に買い物をして店舗でレジ袋をもらわなかった人の割合は７１．９％となっているの
で、残りの２８．１％はレジ袋を購入したものと考えられる。
　そしてもう一つ、レジ袋について、もらったものをごみ袋として利用しているケースがあ
り、それが有料化でもらえなくなったので、自分で購入するごみ袋の量が増えたという声は確
かに聞いている。ただ、レジ袋の有料化というのは、ふだん何気なく無料でもらっていたレジ
袋が有料化されることで、それが本当に必要なのか考えてもらい、私たちのライフスタイルを
見直して、プラスチックの過剰な使用を抑制するところにある。うつくし作戦推進の観点から
は、レジ袋の有料化を契機に、一人ひとりがプラスチックとの付き合い方を考えてもらい、使
わなくてもよいプラスチックは使わないようにするという意識の醸成が必要であると考える。

・昨年７月の有料化の前は、実際のところ県と協定を結んでいる事業者から県へ、概ねレジ袋
の収益金の寄附という形をとっているケースが多かった。それについては、県でも環境劇など
にに使っている。昨年の実績では、９団体から４３９万円ほどの寄附をいだたいている。例年
そういった形でいただいていた。昨年７月の全国的な有料化に伴い、制度としては、使い道は
事業所の自らの判断にはなってはいるが、そもそも消費者の理解を促すという制度であり、そ
の使い道等については公表することを推奨するとともに、環境について、例えば、売上げを環
境保全士や社会貢献活動に寄附しているという優良事例等も紹介しながら、そちらの使い道に
促している状況である。大分県にも、引き続きレジ袋の収益金という形で寄附をいただいてい
るので、レジ袋が有料化になって皆さんがマイバッグを使うようになれば、その金額は下がっ
ていくので、そのこと自体は全然悪いことではないが、収益金を寄附いただいた場合は有効に
活用する。

生活環境部 74
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項　目 現　状　・　課　題　等 質疑・要望等
部局名 №

報告書
（案）

委　員　等　か　ら　の　質　疑　・　要　望　等
執行部回答

・近年、ネット依存やゲーム障がい問題が懸念され、中国でも
子どものゲーム制限令などが報道されている状況もある。青少
年のネット利用の制限に対する考え方について、他県では強制
的な条例をつくっていたり、自主的な規制にいろんな考え方が
あるが、本県はネット利用等の規制に対する啓発をどういうス
タンスでやるのか、どういう考えでやっているのか教えてほし
い。香川県の条例については、かなり全国的にも議論があった
が、本県はどのようなスタンスなのか。また、家庭でのルール
づくりが約３分の２程度ということで評価Ｂであるが、今、ス
マートフォンは中学生で７割、高校生になるとほぼ１０割とい
うような所有状況で、ネットなどの利用時間やアプリ等の課金
状況に関して、年齢や学齢に応じた県での統一または標準的な
ルールは示されているのか、それとも、学校や家庭での自主的
な対応に委ねられているのか伺う。家庭でのルールづくりとい
うのがあるが、その家庭のルールの中身は大丈夫なのかという
心配もあるし、ＰＴＡで取り組んでいるルールもあると思う
が、そういったルールは問題ないのか教えてほしい。

・ルールを具体的に示すことが大切であり、そのルールがなぜ
必要なのかという根拠、考え方を保護者、子どもに示すことも
必要だと思う。このコロナ禍のマスク着用もソーシャルディス
タンスも、その根拠や必要性が分かるからそのルールを守るわ
けで、最初はつけない人もいたと思うが、ただ、その必要性が
分かったからつけるようになったと思う。スマートフォンの利
用についても、控えるときは控えなければならない考え方、根
拠を示すこと、理解を得ることが必要だ。香川県のような、あ
そこまでいくかはかなり議論があるが、なぜルールが子どもや
若者たちに必要なのかを分かってもらう啓発を具体的に進めて
ほしい。

・高校生を見ても、自転車に乗っているのにスマートフォンを
見ながら運転している子を今でも見るが、安全とスマホを見る
ことの区分、区別もちゃんとできていない、その怖さをちょっ
と感じてるが、子ども、若者にかなり影響するものなので、具
体的な取組をお願いする。（要望）

・県が行っている青少年ネット利用実態調査によると、スマートフォンの利用開始時期につい
ては、小学生以前から利用している中学生が４６％、中学生以前から利用している高校生が約
６５％とスマホ利用の低年齢化が見られる。また、インターネットの利用時間については、平
日２時間以上ネットを利用しているのは小学生が約２６％、中学生が約５０％、高校生が約６
６％と増加傾向が見られ、トラブルを経験した人も約１０％いる。デジタル化の進展に伴い、
ネット利用は日常生活の中で不可欠なものとなっており、県としては、規制ではなく、適正な
利用に向けてネット社会と上手に付き合っていくため、家庭でのルールづくりが必要であると
考えている。利用実態調査結果では、約７０％の家庭がルールありと回答しており、県では、
世代に応じたネット利用、リテラシーの向上機会の提供と啓発活動を行っている。まず、中高
生に対しては自ら考える力を養うためにＩＣＴカンファレンスを開催し、幼稚園児、小学生等
には、特に保護者に対する意識の向上を図ることが必要なので、フォーラムを開催するなど
ネット利用モラルやリテラシーの向上に努めている。
　続いて、利用時間やアプリ等の課金利用に対する統一ルールまたは標準ルールの考え方につ
いて、先行事例として香川県は令和２年４月、ネット・ゲーム依存症対策条例を制定し、ゲー
ムの利用時間の制限、これが平日は６０分、休日は９０分で保護者に対する努力義務を設けて
いる。この条例が制定された後、県弁護士会からの反対表明、高校生からの損害賠償請求、働
く主婦層など各方面からの反発があるようで、当県では、現状では統一ルールや標準ルールを
定めることは困難であると認識している。当県では、規制ではなく上手にネットと付き合って
いくため、フォーラムやカンファレンスの開催など、保護者に対する啓発活動を通じて家庭で
のルールづくりと保護者の意識向上に努めていく。

・分かりやすいルールの必要性などを啓発する事は必要であり、今年度、他県の事例を収集し
て、小学生、保育園、幼稚園世帯向けのチラシを約８万部作成する。

生活環境部 76 ⑤
青少年ネット安全安
心利用推進事業につ
いて
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項　目 現　状　・　課　題　等 質疑・要望等
部局名 №

報告書
（案）

委　員　等　か　ら　の　質　疑　・　要　望　等
執行部回答

・再犯防止推進に関する部分について、さきほど福祉保健部で
もこの再犯防止に関する質問をしたが、それは地域生活定着支
援に係るもので、約２，６００万円ほどの事業であり、平成２
２年ぐらいからやっている。この再犯防止に関しては、生活環
境部が再犯防止推進計画の策定などに主体的に関わっていたの
で、主管部局である生活環境部に尋ねる。この中で、令和２年
度再犯防止に関する経費がどれぐらいだったのか、推進活動の
内容がどのようなものだったのか尋ねる。

・再犯防止に関する経費については、令和２年度の決算額５９
７万８千円のうちの７万１５０円と驚いているが、再犯防止推
進計画は２年前にできて、各団体との調整もしなければならな
いが、この予算の取組で十分なのか。また、計画では令和５年
度までに再犯者５０人以下を目標としているが、この計画管理
はどのようにしているのか、それに対しての現状について教え
てほしい。

・再犯防止に関しては、まだまだ調整する部局としてやるべき
ことがあると思う。この再犯防止に関しては、今までは国が主
導し、地域の更生保護司、更生保護女性会等の組織が国と一体
となってやっていたと思うが、ぜひこの再犯防止推進計画をつ
くったということで、県も主体的に関わってほしい。特に社会
を明るくする運動なども県の主管がどこなのかはっきり分から
ないような状況になっていると思うので、そのあたりも含めて
検討してほしい。福岡県は、この再犯防止が福祉部局が持って
いる。今日の午前中の話でもあったが、福祉の色が濃い部分も
あり、また、その再犯される方の状況を見ると、そういった支
援が必要なところもあるので、生活環境部が取りまとめるとい
うことであるが、連携をしっかり取ることが必要。再犯防止推
進計画ができた後に、福岡県は新たに再犯のサポートに関する
立ち直りサポートセンターというのができて、実践事例集なん
かもつくっている。そういった予算の活用方法はいろいろある
ので、主体的に生活環境部で取り組んでほしいが、この件につ
いて伺う。

・再犯防止推進は、地域社会全体で支えることが必要であることから、県はもとより、司法矯
正機関、専門機関などの国の機関と更生保護関係団体、就労支援機関、当事者、支援機関など
での取組が重要となる。そのため、県では平成３１年４月に大分県再犯防止推進計画を策定
し、１６団体・機関で構成する大分県再犯防止推進協議会及び県の関係各課１５課で構成する
大分県再犯防止推進協議会幹事会によって、お互いの取組や実績を報告するなど、情報共有や
連携強化を行っている。生活環境部の再犯防止推進に関する経費は、大分県再犯防止推進計画
の進捗管理検証等を行う大分県再犯防止推進協議会の開催に要する経費であり、会議の開催経
費だけなので、令和２年度の決算額は７万１５０円となっている。

・再犯防止推進計画については六つの重点課題が定められているが、その中には犯罪を犯した
方の就労、住居の確保、保健医療、福祉サービスの利用促進などの項目がある。それぞれ構成
する機関が、例えば、就労については、大分県だと商工観光労働部、ハローワークなどの機関
が所管しており、住居の確保については大分県の土木建築部公営住宅室などが所管している。
保健医療福祉サービスについては、午前中の地域定着支援センターなどがやっており、こう
いった再犯の防止に対しては、いろんな機関が絡んでおり、一つの課が全部の事業をするとい
うのはなかなか難しいため、その内容を全体調整して進捗管理を行っているというのが当課の
業務であり、重要な業務だと考えている。
　目標値に対する進捗について、この計画の目標値については、新たに刑を受けた方の中で、
再犯の方の人数が計画期の令和５年度までに５０人として目標を定めている。これが令和元年
度に４７人、令和２年度に４２人で、既に目標は達成しているが、新しく受刑者の方の数が増
えたりなど、なかなか不透明なところもあるので、定例的に関係各課で集まって連絡調整をし
ながら、進捗管理をしていく必要があると認識している。

・国の保護観察所や保護司会とよく連携し、「社会を明るくする運動」作文コンテストなどの
事業を共催でやっている。　福岡県の事例についてはこれから勉強し、再犯防止推進に関する
対応について検討する。

生活環境部 77
青少年健全育成対策
事業について
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項　目 現　状　・　課　題　等 質疑・要望等
部局名 №

報告書
（案）

委　員　等　か　ら　の　質　疑　・　要　望　等
執行部回答

生活環境部 78
小規模給水施設水源
確保等支援事業につ
いて

・市町村で中長期整備計画の策定が行われているが、令和２年
度までの実績と策定市町村、現在策定している市町村等が分か
れば教えてほしい。

・地域の中では非常にニーズが高い重要な事業ですが、事業概
要にあるように、令和３年で一旦区切りをつけるという形に
なっている。ただし、非常に各市町村でのニーズも高くて、令
和３年度予算も増額しているので、令和４年度以降も引き続き
この事業の重要性を鑑みて、継続の必要があると思うが、その
件について伺う。

・ぜひ令和４年度以降の事業化までお願いする。（要望）

・中長期整備計画は、各市町村が水道未普及地域における水問題把握のための調査を行い、そ
の解決に向けて策定するもの。この事業を利用するためには、水源確保等の事業を行う場合の
補助の要件としている計画となっている。計画の策定実績について、令和２年度までに別府
市、臼杵市、竹田市、豊後高田市、宇佐市、九重町の５市１町が策定している。このうち４市
が本事業を活用して計画を策定しており、令和２年度は、この５市１町において小規模給水施
設の整備に対する補助を実施している。

・この事業は平成２１年度からスタートしており、困窮度が高く早急な整備が必要な小規模集
落等の水問題を解消するため整備してきた。水道が未普及地域の水問題については、特に水源
の確保等が最重要課題と捉えているため、今後の水源確保等に向けた取組に対する支援の在り
方については、さらに詳しい地域の現状の分析等を行いながら、市町村の取組状況も踏まえた
上で検討する。

生活環境部 79
部落差別解消推進事
業費について

（内部協議）
・インターネットでいろいろ書かれているが、同和問題で引い
てみたら、ほとんどが同和は怖いとか運動団体は怖いとかで、
誹謗中傷する記事というのは僅かであり、そういう状況の中
で、それだけを取り上げて同和問題があるから研修をしなけれ
ばというのは短絡的で、税金の無駄遣いだ。だから、そういう
点では、今後やめていくということを強く要望する。

商工観光
労働部

80
中小企業金融対策に
ついて

・東京商工リサーチによるとコロナ禍で
債務過剰と回答している企業は、飲食業
８割弱、宿泊業７８％、娯楽業６５．
３％となっている。

・コロナの資金繰り支援で倒産、廃業は抑制されているが、今
後返済が大変危惧される。既往債務の借換えや、金利免除、返
済期間延長などの条件変更の取組はどうか。

・あわせて保証協会との協議ではどのように対応するように
なっているのか。

・（内部協議）中小企業金融対策費の融資はこれからが正念場
である。倒産、廃業などは全県でよく見て、もし何か少しでも
問題があれば保証協会と相談してしっかりと取り組んでほし
い。中小企業が融資、返済できる相談体制をぜひつくってほし
い。（要望）

・県制度資金の昨年度の借り換えは、３，２２０件、５０３億円となっている。また、金利免
除については、保証付きの既債務の借換えを含め、昨年度は、無利子、無担保融資にて対応で
きているものと思われる。県では、これまで金融機関及び信用保証協会に、事業者からの相談
や元金返済猶予等条件変更の申出に積極的な対応を行うようたびたび要請を行っている。その
結果もあってか、金融庁公表の金融機関が条件変更に応じた割合は、昨年３月から本年の６月
末までの実績で、９９％を超える高い値となっている。

・信用保証協会においても、元金返済猶予等条件変更の申出に積極的、柔軟な対応を行うよう
になっており、県制度資金の条件変更中の件数と金額は、９月末時点で８６０件、１０３億円
である。今後も、金融機関及び信用保証協会に対し、必要に応じ、返済条件の緩和などについ
て要請するとともに、対応状況について注視していく。

商工観光
労働部

81
企業立地促進事業に
ついて

・令和２年度はコロナ禍で企業誘致も３
３社、７３．３％の達成率となってい
る。

・決算としては８億２，４４８万円の補助金を出しているが、
今回の３３社で期限の定めのない正規雇用は何人であったの
か。

・正規雇用という形で雇用していただくよう、強く要望する。
（要望）

・昨年度立地表明をした３３社については、表明時点で総計６４１名の雇用を予定していると
伺っている。６４１名の内訳は常用雇用と聞いている。

・正規雇用の採用については、企業訪問の際お願いをしており、今後も引き続きお願いしてい
く。

商工観光
労働部

82
女性のスキルアップ
総合支援事業につい
て

・コロナ禍で女性の自殺者が増えてきて
いる。宿泊・飲食サービス業で女性の非
正規が４割から６割を占めているが、こ
れすらも今、コロナ禍で解雇されてい
る。あわせて、シングルマザーの年収平
均は１３３万円となっている。

・セミナーや講座等を開催することはいいが、このような非正
規で低賃金で働かざるを得ない方々に対する支援策はどうなっ
ているのか。

・事業の一環で女性の職業訓練を実施しているようだが、訓練
された女性の就職率は１００％か。

・昨年、女性の自殺者は全国では増えているものの、大分県内では減少しており、今年もこれ
までのところ、前年と比較し減少傾向にある。生活困窮者に対しては、生活福祉資金の特例貸
付けのほか、自立相談支援機関において、一般就労に向けた就労体験や訓練、家賃支援などの
支援策を講じている。加えて、ひとり親家庭に対しては、国の補助により、個々の事情に応じ
た就職の支援を行っている。ただ、今回のしわよせはデータでみると、非正規に寄っおり、非
正規の約６８％は女性なので女性にしわよせがいっていると思われる。県では、パソコンの専
門スキルを習得するための講座や託児付きの職業訓練、短時間職業訓練などを実施し、子育て
中の女性が参加しやすい就業支援を行っている。また、女性が働きやすい環境づくりに取り組
む企業とのマッチングにより、女性の希望する企業への就業、定着に向けて支援している。
　今後とも、まずは労働相談等により働く女性の声をしっかり聞き、悩みに寄り添うととも
に、講座や職業訓練を通じて女性がスキルアップを図ることで、希望する働き方を選択でき、
能力をいかして活躍できる社会の実現に取り組む。

・訓練された女性の就職率は訓練コースごとに異なるが、おおむね６３％から８０％で推移し
ている。

商工観光
労働部

83
包括外部監査結果の
補助対象経費の妥当
性について

・地域牽引企業創出事業の補助対象経費
の妥当性について改善事項があげられて
いる。

・包括外部監査結果の補助対象経費の妥当性の中で、「必要以
上の補助金が支出されている可能性もある」とあったが、その
可能性について明確な説明がなかった。結局、必要以上の補助
金が支出されていたのか。

・包括外部監査の結果について、今回のケースでは該当はなかった。もしこのような状況の場
合は、ということで指摘されたものである。
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商工観光
労働部

84
事業者向け相談セン
ター設置事業費につ
いて

・コロナ禍の下での県民への自粛要請による経営等の不安を払
拭するための相談センターにおいて、受け付けた相談件数とど
のような成果につながったか、状況を教えてほしい。

・様々な支援施策が国及び県において用意されたが、利用状況
について件数、金額等、全体的にとりまとめたものがあるか。

・そもそも相談窓口があることに気付かず、支援策を利用でき
なかったという方も居ると思う。相談窓口を設置していること
の周知はどのように行ったのか。

・相談センターはコールセンターで、民間事業者に委託し、令和２年５月２０日から８月１４
日まで設置しており、相談件数は３９５件であった。民間委託の期間以外にも、県民の皆さま
に繁華街の接客を伴う飲食店等への出入りの自粛を要請した令和２年４月１５日から委託開始
前の５月１９日まで、そして、委託期間終了後の令和２年８月１５日から現在に至るまで、商
工観光労働企画課内に相談窓口を設置して対応している。成果として、国、県及び市町村それ
ぞれが実施している様々な支援策の中からその相談者に適したものを探し出し、手続窓口等を
情報提供した。申請手続きに不慣れな方もいたので、手続の支援機関として商工団体等をあわ
せて紹介するなど臨機応変に対応した。

・生活福祉資金は、９月３０日時点で貸付件数２４，９０２件、貸付金額は約１３９億７千万
円である。県の制度資金は９月３０日時点で、利用件数１８，３１５件、金額は約２，１１７
億８千万円である。国の雇用調整助成金は、９月３０日時点で、支給件数３４，６３７件　支
給額は約３０１億５千万円となっている。中小企業・小規模事業者応援金は、６月末で受付を
終了したが、最終的に、給付件数１９，１７５件、給付金額約１０５億３千万円であった。

・事業者向け相談センターの設置については、昨年５月に新聞、ホームページを使って周知し
た。県だけでは限界があるので、伴走型支援を行う商工団体等とも連携している。また中小企
業支援ポータルサイトも用意し周知している。

商工観光
労働部

85
労働講座等教育費に
ついて

・昨年度の出前講座の実施状況と特徴について教えてほしい。

・令和元年度と同程度と考えてよいか。

・オンラインでの講座は、双方向のやりとりがある講座なの
か。それとも一方向の講座なのか。いずれにしても、これから
働きに出る学生たちが、「使用者から一方的に押さえつけられ
ることがない権利がある。」ということを知ることは重要なの
で、積極的に行ってほしい。（要望）

・令和２年度の実施状況は、高等学校６０回、短期大学２回、県立高等技術専門校や専修学校
１２回と学校関係で合計７４回、労働組合や事業者等の一般向けで６回実施した。全体の参加
者は５，８７９人である。特徴としては、受講対象者の要望等により講義内容を決定すること
としており、学校関係では主に最終学年を対象者に開催し、就職希望の生徒には、働く者とし
て知っておくべき労働法の基礎知識、進学する生徒には、アルバイト就労時に労働者が保護さ
れる労働法等を中心に講義している。また、一般向けでは、働き方改革に関わる労働時間や休
暇制度、パワーハラスメントをテーマとする内容で実施した。特に昨年度は、コロナ禍での取
組として、数校において、オンラインによる開催を試行的に行った。

・令和元年度は、９２件実施した。令和２年度は若干減少しているが、おおむね同じように推
移している。

・オンラインでの講座は、芸短等で開催しており、多くの人に聞いてもらう都合上、一方向の
講座となっている。

商工観光
労働部

86
中小企業等テレワー
ク導入推進事業につ
いて

・令和２年度の取組で、一定の成果をあ
げて成果指標では１１０％になっている
が、事業としては令和２年度で終了して
いる。

・令和３年度からは働き方改革推進事業と統合して継続して取
り組んでいるが、この中でも、働き方の大改革となるテレワー
クに関する導入事業所数を中心とする活動指標や成果指標を明
らかにしておく必要があるのではないか。

・活動指標や成果指標を当面の間、書き込んで欲しい。ＤＸの
推進の観点から見ても、テレワークは企業のＤＸ導入の切り口
となり得ると思う。テレワークをさらに進めてほしい。（要
望）

・テレワークの環境整備の状況も変わり、より安価なクラウドシステムやアプリなどがでてき
て企業の選択肢も広がったため、より多くの企業にテレワークに取り組んでいただくため、企
業のニーズに合った導入方法のアドバイスを行う相談対応や導入促進セミナーの開催、優良事
例の紹介等によりテレワークの導入を促進している。今後、テレワークは、コロナ対策のみな
らず、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方として、働き方改革の中でさらに広げていく必
要がある。
 働き方改革を推進する上では、多様な人材の活躍や仕事と子育ての両立、男性の育児休業の取
得促進などの課題もあるため、働き方改革推進事業を進めるうえで、テレワークを含め何が指
標としてふさわしいかということをしっかり考えていきたい。

商工観光
労働部

87 ⑥
先端技術挑戦プロ
ジェクト推進事業に
ついて

・令和２年度に認定したプロジェクトは記載の他にどのような
ものがあるのか。

・５Ｇ利活用の促進に向けた実証事業等の具体的な内容と実証
結果を伺いたい。

・先端技術にかかる委件件数の欄で、令和２年度の目標値が５
件に対して実績が１０件となっている。通常委託であれば当初
から内容が決まっているものを委託するが、この部分について
は企業から提案を受けて委託するような形で予算の範囲内で
やった結果がこうなったのか。１０件になっている説明を。

・製造業だけでなく、サービス業や農林水産業、建設業など、幅広い分野において先端技術の
活用を目指す事業を認定している。例えば、コロナ禍で増えているオンラインでの授業やセミ
ナーにおいて、受講者の表情から理解度を分析する機能等を備えたオンライン教育プラット
フォームの開発や、安価で簡単にオフィスや商業施設における環境データを可視化できるシス
テムの開発や認定農林水産業の分野における農作物の自動収穫ロボットの開発など、１１件の
事業を認定した。実証だけでなく、実装サービス化に向けて支援するとともに、今後も引き続
き先端技術の活用で地域課題を解決するようなプロジェクトの創出に取り組む。

・５Ｇを活用した遠隔操作ロボットによるリモート接客を実施した。パークプレイス大分に特
設エリアを設置し、太陽の家ほか、全国各地の障がい者の方が自宅等の遠隔から分身ロボット
を操作し、ロボットを介して飲料の注文・運搬を行い、非対面のリモート接客により、操作す
る側と接客における音声やロボットの動きに遅れがないかなどの検証を実施した。５Ｇ回線に
より映像、音声の乱れや遅延もなく４Ｇと比較して各段に会話がスムーズに行われ、「ロボッ
トを用いたリモート業務が円滑にできたこと」「障がいのある方の接客業という就業の幅の拡
大という多様な人が活躍する機会の創出」など、５Ｇの新しいニーズの掘り起こしができた。
また、パークプレイス大分の５Ｇエリア化が実施され、太陽の家の５Ｇエリア化が予定される
など、直接的な５Ｇエリアの拡大にも繋がった。

・委託件数の増について、委託の予算の範囲内でいいものがあれば沢山採択したいということ
がある。もう一つ、昨年の事情として、新型コロナの拡大により事業ができなくなった事業者
があり、これをなんとか支援していきたいということで、補正で事業を追加し、枠が増え１０
件となった。
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商工観光
労働部

88
県外若年者ＵＩＪ
ターン推進事業につ
いて

・企画振興部が実施している移住関連事業との連携は、図られ
ているのか。

・企画振興部の審議の際、県内就職の促進に住居環境と職場環
境が重要な要素と伺った。私はジェンダー平等の取組等による
職場の環境の改善が特に女性の県内就職の促進になると考える
ので、働き方改革推進事業等の職場環境の改善への取組の強化
をして欲しい。ＵＩＪターンへの取組も大事だが、それ以上に
企業の取り組み支援を強化して欲しい。（要望）

・福岡中心部に開設したＵＩＪターン拠点施設ｄｏｔ．において、企画振興部が主催する移住
相談会、おおいた暮らし塾ｉｎ福岡が昨年度は５回開催され、１０８人が参加している。本相
談会には商工観光労働部が設置している大分産業人材センターの職員が就職相談担当として参
加し、移住希望者の就職相談に対応するなど、企画振興部と一体となって移住希望者の支援を
行った。日頃から産業人材センターの職員が移住サポーターと頻繁に情報共有を行っている。
また、福岡事務所に配置している学生就職サポーターが移住に関する情報を適宜学生に提供し
ている他、同事務所の移住サポーターがｄｏｔ．での移住相談の受付も行っている。

・女性など働きやすい環境づくりは非常に大事なので、働き方改革推進事業で、働き方改革ア
ドバイザーが企業の説明会や個別相談会を通じ、しっかり伝えていくことで働きやすい環境づ
くりを進めたい。また、女性の働きやすい環境づくりもセミナー等で働きかけていきたい。

商工観光
労働部

89
就職氷河期世代支援
事業費について

・コロナ禍における事業効果について、どの程度雇用促進がなさ
れたのか。また、今後どのように進めるのか。

・プラットフォームを十分に活用しながら、コロナ禍だからこ
そ、さらに推進をしていただきたい。支援の輪がコロナ禍で埋も
れないような周知も非常に重要だと思う。この世代だからこその
特徴、スキルがあると思うので、柔軟な対応をいただきたい。
（要望）

・県による就職氷河期世代を歓迎する求人企業の開拓やジョブカフェおおいたでの就職支援、
ハローワークによる専門相談窓口での職業紹介等を一体的に実施し、プラットフォーム全体の
取組による令和２年度の正社員就職件数は１，３１４件となった。
　引き続き企業訪問による求人開拓、ジョブカフェおおいたによる就職支援を通じてプラット
フォームの一員としての役割を担いながら、就職氷河期世代の方々の活躍が広がる取組を行い
たい。

商工観光
労働部

90 ⑥
先端技術挑戦プロ
ジェクト推進事業に
ついて

・５Ｇが１か所ずつしか進まないのは重々承知するが、４Ｇ、
５Ｇの切り替えのタイミングでなかなか使いにくい、入りにく
い場合もある。何より今整備されている通信帯より、今後整備
されるミリ波の通信帯の方が５Ｇが本領発揮してくる部分かと
思う。まだ全国でもあまり整備されていないと思うが、大分県
として遅れを取らないよう、一刻も早く、ミリ波の部分でも整
備する取組をお願いしたい。（要望）

・県としても５Ｇの特徴をいかした利活用の新しいニーズを発掘し、発信することが整備促進
に資すると考えているので、通信事業者、いろいろな事業者と連携しながら取り組んでいきた
い。

商工観光
労働部

91
サテライトオフィス
整備誘致推進事業に
ついて

・令和２年度のサテライトオフィスやコワーキングスペースの
新規開設実績は。箇所数とか、利用人数とか、県外企業が利用
されているのか。東京のＩＴ企業進出は大きな成果とあるが、
ビッグネームという意味か、人数として大規模という意味か。
　また、一般的にサテライトオフィスの利用企業は人数の規模
が小さいケースが多いと思うが、利用者数の確保については何
か検討しているのか。今後、ワーケーションやテレワーク用な
どのサテライトオフィスの整備などどのような形態を進めてい
くのか。

・サテライトオフィス等の整備については、費用対効果など課
題がある。地域課題解決と組合せしていくのもあると感じる。
また、来ていただいた企業と地場企業のつながりの中で、新た
なビジネスチャンスなどにつなげるためには、中身のプランニ
ングも提案する必要があると思う。

・市町村を対象とした支援事業では佐伯市が実施した旧豊南高校のサテライトオフィス１施設
の整備を支援している。企業を対象とした支援事業では、５カ所のコワーキング施設の整備を
支援している。内訳は、大分市１施設、別府市３施設、佐伯市１施設である。コロナ禍によ
り、すべての施設がうまく成果を挙げている訳ではないが、新しい働き方の場としての活用も
徐々に浸透していると感じている。利用者の確保についてIT企業の雇用者数は、製造業と比較
すると多くはないかもしれないが１００名まで雇用を拡大していこうという例もある。企業に
入居いただけるよう、県外事務所を通じて県外のIT関連企業の本社に営業をかけるなど、取り
組みを進めていく。一般の方の利用を想定しているコワーキングスペースについては、運営は
民間事業者が担うことから、それぞれ工夫を凝らし利用者の確保に努めていく。
今後は、運営する市町村や民間事業者の意向も踏まえ、整備済みのコワーキング施設の活用状
況なども考慮しながら施設整備を支援していく。

・県としても令和３年３月に富士通と連携協定を締結したが、都会から移住してくる方が地域
に溶けこんでいき、地域課題の解決に貢献していくことを期待している。
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農林水産部 92 ⑦ 農政全般について

・令和元年農業産出額は、ほぼ全ての項
目で減少し、３年連続の減少となった。
また令和２年１１月に公表された農林業
センサス２０２０では、本県の農業経営
体数は５年前と比較して２４．９％の減
となった。高齢化により担い手が減少す
る中、他県と比較して構造改革が遅れて
おり、本県農業は危機的な状況に陥って
いる。

・今年３月１２日公表の令和元年度農業産出額の減少に対し
て、大分県農業非常事態宣言を発出した。危機脱出行動として
産地拡大対策、生産指導、販売対策、組織体制を打ち出してい
るが、現状の進捗状況はどうか。また、現在の課題についてど
う認識しているか。

・１０月の最終とりまとめの中で一番大きな眼目、どういう形
で産出額を増やしていくかという眼目があれば教えてほしい。

（内部協議）
・農業非常事態宣言が昨年度出されて、１０月に取りまとめを
すると。そういった意味では、今年、来年にかけての取組が非
常に大事になってくると思う。その点で、どういう方向性なの
かは１０月にまとめられないと分からないが、農林水産業の振
興を実行するだけの予算を来年度組むべきだ。

非常事態宣言で打ち出している危機脱出行動では産地拡大対策、生産指導、販売対策、組織
体制を挙げており、農業総合戦略会議の下で実行に向けての具体的な議論が進められている。
戦略会議では、課題解決のカギは現場にあるという原点に立ち帰り、本県農業のあるべき姿に
ついて、農協の営農指導員や県の普及指導員等が現場での聞き取り調査を実施。生産者の声を
踏まえながら、農協の事業や県の施策の反省を含め、活発な意見交換が行われ、８月に中間と
りまとめを行った。
　その方向性は、結果としても非常事態宣言で掲げた危機脱出行動とも軌を一にするものと
なっており、具体的な実行策を定めるため、１０月中に最終とりまとめを行うための議論が進
められている。なお、県として進められる取り組みは、議論と並行して積極的に推進してお
り、ねぎ産出額１００億円を達成するための事業の拡充や農地集積推進班の設置などを実施し
てきたところ。また、最終的には産出額の減少と担い手の減少等による危機をいかにして脱す
るかということに尽きるが、現在の課題は中間とりまとめの論点として挙げているように、関
係者の役割分担や取組内容の具体化・明確化であると認識している。

・現在の議論の中では、まず、中間取りまとめに基づき、方向性として、生産者、農業団体、
市町村、県が一致団結して取り組むべき推進品目を再定義することをうたっており、これらは
今後、振興策の枠組みを含めて議論され、地域を中心にいかなる品目で頑張っていくのかが具
体化されていくところ。
　一方で、白ねぎなど既に一定程度推進品目としてコンセンサスを得られている部分があるの
で、この中間取りまとめでうたっているような短期集中的な支援の対象としては、白ねぎを含
めマーケットインの観点からも市場で競争力が発揮できるような品目になると見込んでいる。

農林水産部 93
企業等農業参入推進
事業について

・昨年度の企業参入は２０社で累計３１７社、雇用者も３，４
２８人となっている。撤退休止もあるが、コロナ禍で経営が大
変になる事業者も出る可能性もある。営農指導や経営指導など
を行っていると思うが、現状はどのようになっているか。

・１割で５０社という状況だった。これはやはり大きいと思
う。せっかく出てきたのに、そこでなかなか売上げが伸びな
い。コロナの影響等はあるんだろうが、特にそういう事業者に
対する支援策、経営指導もそうであるが、特別に何らかの手だ
てをしているものがあれば教えてほしい。

・令和２年度産出額実績を把握している１８１社のうち、対前年度比で１割以上産出額が減少
した企業が５０社ある一方で１割以上増加した企業は８０社と、順調に業績を伸ばしている企
業の方が多い状況。売上減少企業のうち、コロナ禍の影響によるものは外食向け葉物野菜や花
き等の一部企業であり、その影響は限定的である。
　また、各振興局が中心となってプロジェクトチームを組織し、参入企業へのフォローアップ
など重点支援を行っている。加えて、幅広い人脈を持ち、農業経営マネジメントに精通したカ
ウンセラーの派遣や、新たな薬剤散布による実証圃調査、フォローアップセミナーの開催など
にも取り組んでいる。また、国や県のコロナ関連の支援策の情報を各企業あて適宜提供してい
る。
・コロナによる農業参入企業への特別な対応について、例として２点紹介する。１点目は、資
金不足があるので、コロナ関連施策などを情報提供して振興局と企業で検討し、セーフティー
資金などを対応して運転資金の確保に努めたところ。２点目は、企業の状況をよく確認し、機
械を入れることで人件費などの節約につながるのではないかということで、機械の導入に対し
て支援をしたところ。

農林水産部 94 ②
大分農業文化公園等
管理運営事業費につ
いて

・指定管理者として１億３，２４０万円で委託している。最近
ではマリンカルチャーセンターなどのように廃止する施設も出
ているが、当施設の経営状況と入場者数の推移はどうなってい
るか。

・指定管理者の公益社団法人大分県農業農村振興公社における公園・研修館部門の当期正味財
産増減額は、過去１０年間黒字が継続しており、その平均額は約２，０００千円である。入場
者数は、入場料を無料化した平成１７年度以降、２３万人から３２万人台で推移し、平均は２
６．８万人となっている。なお、近年では指定管理者によるネモフィラやコキアの花企画が人
気を博し、見頃を迎えた月には過去最高や開園年に次ぐ入場者数を記録している。コロナ禍で
はあるものの、入場者数は増加傾向にあると捉えている。

農林水産部 95
保安林整備管理事業
費について

・林地開発許可における塚原地区メガソーラー関係訴訟での支
出であるが、林地開発の審査前にパブリックコメントを募集し
ている。ほぼ全てが、自然破壊になり建設中止を求める意見
だったが、この声を無視するかのような開発許可が出された。
この声が開発許可にどう反映されたのか。また、県として、今
後広域で景観対策の計画策定をすることになっているが、この
林地開発許可との関係はどうなるのか。

・２日間審議をしたのは初めてなのだろう。塚原のパブリック
コメントをしたのは非常に大きなインパクトがある。さきほ
ど、２日間の審議でこういう意見があり、５項目にまとめたと
言っていたが、９割以上が景観破壊だという意見だ。だから、
具体的にどういう形で反映したのかを再度伺う。

・県民意見の募集は、本件開発許可申請に対する県民の関心が高いことから、広く県民意見を
募集し、県民からの意見と県の考え方を整理した上で大分県森林審議会に提供する目的で行っ
たものであり、賛否を問うものではない。県民の皆様から頂いた意見に対しては、県の考え方
を付してホームページにて公開するとともに、森林審議会に審議の参考資料として提供し、許
可要件を満たしているか慎重に審議いただいた。審議会は異例の２日間に及ぶ審議を行い、許
可要件を満たすと認めた上で事業者等への附帯意見を付けて答申を出した。県は、この答申を
受け、森林法の規定に基づき許可するとしたが、地域の理解は重要であるとの考えから、特例
として事業者の納得を得て、今後も地域住民との合意形成に努めることなど５項目の附帯意見
を付した。県としては、今後の開発行為が適切になされるよう、由布市と協力して監視してい
く。
　景観計画については、県の基本方針や市町村、県民、事業者の役割を定め、関係市町村との
仕組みづくりなどを来年度中に策定すると聞いている。林地開発許可としては、関係部局と情
報共有しながら景観に関しても可能な限り適切に対応したい。

・パブリックコメント等の多くの意見は、やはり塚原の自然景観は大事ではないかといった声
が非常に多かった。そういったことも踏まえて、県としてもこの自然景観は非常に大事である
ことは認識しており、高速道路からの景観をシミュレーションするとか、環境保全に対して慎
重に計画案を吟味した上で、事業者に開発地周辺の修景植栽の改善を指導し、景観に対して最
大限の配慮がなされたと考えている。そういったことを踏まえて許可を出すに至った。
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農林水産部 96
県産農水産物学校給
食提供事業について

・児童、生徒への食育、農林水産業への理解醸成という点での
成果はどうだったのか。また、食育の部分で実際どういった成
果があったのか、食育関連にどの程度予算を使ったのか、分か
れば教えてほしい。

・若い子たちが農林水産業のそういったものに興味を持つ大き
なきっかけとなっていくと感じた。ぜひ、今年度残りも引き続
きお願いしたい。（要望）

本事業では、学校への食材の提供とともに食育を通じた児童・生徒の農林水産業への理解醸
成に取り組んでいる。今年度の１学期実施分については、新型コロナウイルスの影響に配慮
し、学校からの要望に応じて、感染症対策を講じた上で、生産者及び県職員の派遣による出前
食育授業を実施した。また、出前食育授業を行わなかった学校でも、県が本事業用に作成・配
布した食育用の資料を活用するなどして、学校の先生による食育授業や、給食時間内の校内放
送、給食だよりなどの様々な方法で食育活動が実施されたところ。生徒・児童からは、命のあ
りがたさを学んだ、これからは感謝して食べようと思うといった感想や、コロナに負けずに頑
張ってくださいといった応援のほか、初めて食べた、感動したなど様々な声をいただいてい
る。生徒・児童に、生産者のやりがいや苦労、農林水産業の大切さなどを感じてもらう大変良
い機会になっている。

農林水産部 97
木材消費拡大緊急対
策事業について

・県産材の利用量増加については大きな役割を果たしていると
のことだが、目標棟数には届いていない。工務店等から本事業
について聞くことがなかったが、今年度分の周知方法をどう考
えているか。

・１点気になるのが、私の周辺ではなかなかこの事業を活用さ
れていないなというのが実感。地域、リフォーム等をされてい
る方に声をかけ聞いてみると、知らないという声や、工務店か
らの案内もないというような声もそれなりに耳にしている。工
務店さん関係に加えて、消費者の私たちに向けても大きな周知
というのはある意味必要と感じる部分があるので、残りの期
間、是非多くの方が使えるように、また、興味を持てるように
周知いただければと思う。（要望）

・令和２年度事業は８月から開始し、１００社の工務店から２９０棟の申請があった。目標と
する棟数には届かなかったものの、地域材利用量は５，１６７立法メートルで、目標の３，５
００立法メートルを大きく上回った。本年度事業は、支援対象に切れ間のないよう４月１日か
ら開始し、事業執行にあたっては、補助金申請事務を行う工務店の事業推進費も予算化をし、
工務店にも事業周知をお願いしている。
　また、事業を紹介するチラシを作成し、建築士会や住宅ローンを扱う銀行等に配布するとと
もに、新聞広告や市町村広報誌への掲載、県及び県木連のＨＰ等で紹介を行ったところ。９月
末現在の事業進捗状況は、新築住宅２８９棟に１３，５０４万ポイントを交付し、進捗率役約
６０％となっている。また、今年度新たに取組を開始した工務店は４７社増加し、建設市町村
も姫島村を除く県内１７市町まで広がっている。その結果、木造在来軸組工法による８月まで
の県内住宅着工戸数は２，１２５戸と、前年比１０８％となっている。今後とも、木材消費の
多くを担う木造住宅の地域材利用の促進に努めていく。

農林水産部 98
農林水産業保険普及
推進事業について

・農林水産業者の経営安定化を図る公的保険制度の加入促進を
図るための事業だが、２０１８年から２０２０年まで取り組ま
れ、国の事業に引き継ぐと書かれてる。国に引き継がれるとし
ても、大分県下の農林水産業者の経営安定化のためにも共に取
り組まなければならない課題である。この３年間での取り組み
の中で、達成率７１％にとどまった要因についてどのように分
析しているのか、また、解決策について考えがあれば教えてほ
しい。

・コロナで集まりにくかったのは事業を推進する上では一番の
大きな課題だと感じるし、情報が伝わらない部分もあったと思
う。ただ、この収入保険そのものは結構年数が経ったもので、
コロナの前から制度としてあるので、やはり加入する上で、他
の所得補償関係の制度と重複すると農業者から話を聞いている
が、他の生産原課の方と課題について議論をしたことがあれ
ば、その状況なり何らかの対応策等を考えているのか、その辺
の状況を教えてほしい。

・この保険に入っていて助けられたという話があったが、そう
いう事例を紹介しながら、ただ、どうしても規模が大きくなる
ほど掛金そのものが高く感じてしまう制度なので、その辺、掛
金そのものは安定運営を考えればしようがない部分ではある
が、それも含めた上で農家の理解を得る努力を現場の方々と一
緒に取り組んでほしい。（要望）

・これまで、本事業主体の大分県農業共済組合と連携し、制度推進のパンフレットを作成・配
布するほか、説明会の開催や戸別訪問を行い、収入保険の加入促進に取り組んできた。しかし
ながら、新型コロナウイルス感染症の影響により多人数の集まる説明会が開催できなかった、
戸別訪問も豪雨災害やトビイロウンカへの対応で十分に行えなかった等が達成率がとどまった
主要因と捉えている。国の補助事業を活用して、重点推進地域及び重点推進品目を設定し、生
産部会役員と部会員への小規模会合での説明を実施すると共に振興局の農業者の集まる会議で
も説明を行っていく。
　また、一般の加入時期の１月の前の１０月から１２月を新規推進月間としているが、災害等
の影響を受けないよう年度当初から前倒しで戸別推進活動を行う。国も掛け金の安いタイプや
初年度野菜価格安定制度との併用を可とするなどの改正を行っており、入っていて良かったと
いう加入者の声とともに、収入保険のみではなく農業共済制度全般の仕組みとメリットを丁寧
に説明していく。

・他の補償制度、確かに野菜価格安定制度については価格の低下、また、野菜の共済等につい
ては収量の低下、それぞれに特徴がある制度であるが、国も含めて収入保険が価格の低下、ま
た、収量の変化、それを含めての収入という観点から保険金が下りる制度となっているので、
これを中心に推進していくように各関係機関とは話をしているところ。

農林水産部 99
農福連携推進事業に
ついて

・９名が農福連携に取り組んだとあるが、具体的な業種と作業
内容、就労人数等を伺う。また、農福連携を取り組んだ結果、
今年度も継続して連携していくような成果につながっているの
か尋ねる。

・県下全域に広がってほしいところだが、経営品目が違うの
で、当然、産地ごとで作業内容も変わってくるし、向いている
か向いていないかという問題もある。ただ、草取りあたりは全
県下で共通してできると思うので、できればそういった情報は
全県下で共有すべきだと思うが、共有しているのか伺う。

・農業者、障がい者双方にメリットのある関係の成立を促すための研修の実施や新たに農福連
携に取り組む農家への支援等により、農業分野では９つの経営体が農福連携に取り組んだ。具
体的には、ピーマンや白ねぎ、露地野菜の収穫、甘藷のツル切りや選別、なしの剪定補助やサ
ンクイーンの袋かけ、白ねぎの雑草取りなど、様々な作業を行った。１日１箇所あたり３名か
ら１１名の障がい者が作業を行い、佐伯や臼杵、日田、由布、豊後大野などの地域で実施した
ところである。繁忙期の期間中取り組んだケースや現在でも引き続き実施している経営体があ
る。農業経営の発展と地域共生社会の実現に向けて、ＪＡやおおいた共同受注センターなどの
関係機関や市町村との連携を密にし、農福連携を一層推進していく。

・事業の推進方法であるが、県下６振興局を通じて各市町村、農家に推進しており、昨年度の
実績はそういう所であったが、ほぼ全県下でやっていただいたという実績になっている。
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農林水産部 100
森林環境譲与税につ
いて

・令和２年度における森林環境譲与税に関して、譲与額とその
使途を伺う。

・２年度については基金積立てはされているのか。されていれ
ばいくらなのか、教えてほしい。

・(内部協議)森林環境譲与税に関する決算状況の一覧について
提出を要望したが、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法
律の第３４条第３項には、地方公共団体が決算を議会の認定に
付したときは、遅滞なく森林環境譲与税の使途に関する事項に
ついてインターネット等により公表しなければならないと規定
されている。この法の趣旨からすれば、決算特別委員会として
は、譲与税の使途に関する事項について事前に審査の中で把握
しておく必要がある。この審査資料については義務付けられた
資料ではないので、次年度以降については、今回求めた譲与税
の使途に関する事項の資料について、執行部から事前に提出し
てもらうよう要望する。

・令和２年度の大分県への森林環境譲与税の配分額は１３６，８５６千円である。県の譲与税
の使途は大きく３つあり、１つ目は市町村の森林経営管理業務等への支援、２つ目は森林整備
に関わる担い手の確保・育成、３つ目は木材利用の普及促進である。市町村には林業技術者が
少なく、森林環境譲与税の有効活用を進めるためには、１つ目の市町村への支援は非常に重要
であると考えており、県の譲与税のうち３分の２を充てている。具体的には、譲与税を活用し
た森林情報のデジタル化・精緻化を行うとともに、使途の基準となるガイドライン作成、人材
育成に向けた研修の開催、県の林業普及指導員と関係団体が連携したプッシュ型支援などを実
施している。

・令和２年度の基金積立ては、およそ２，５００万円。

農林水産部 101
第１２回全国和牛能
力共進会対策事業に
ついて

・出荷目標１００頭に対して実績５６頭で評価Ｄとなっている
が、Ｄとなった課題や問題点は何か。鹿児島大会での成績が今
後の大分県畜産へ与える影響は大きいが、こういう状況で本当
に大丈夫かと心配している。以後、どのような取組を考えてい
るのか。

・５６頭で大丈夫だと。それを今から大事に育てて来年に備え
るということだと理解した。ぜひ、頑張ってほしい。（要望）

・鹿児島大会では、新たに美味しさの指標が審査基準に導入されたことから、県推進協議会で
は、平成30年度から美味しさの指標とされるオレイン酸能力の高い種雄牛と雌牛をあらかじめ
選抜し、出品候補牛を計画的に生産するという取組を開始した。具体的には、県下全ての繁殖
雌牛約14,500頭の産肉能力を事前に評価し、妊娠状況等を考慮した上で、脂肪交雑、枝肉重
量、オレイン酸生成能力に優れた高能力な繁殖雌牛179頭を選抜した。併せて3頭の種雄牛を指
定交配し、人工授精を推進した結果、56頭の雄子牛を生産した。これらの候補牛については本
年4月に肥育農家に引き渡し、飼育されているところ。このような取組により、選抜を高めて能
力の高い牛を生産した結果、出品候補牛の頭数が減少した。
　今後は、畜産研究部で行っている飼料給与試験結果や地区指導班による体測や血液検査、超
音波画像診断等に基づく指導を徹底し、来年8月の最終予選会での候補牛選抜に結びつけてい
く。加えて、前回大会で1位を受賞した種牛区では、本年9月、由布市、豊肥地区、玖珠郡の各
育種組合単位で調査会を開催したところであり、各地区での飼養管理を徹底しながら、今回も
上位入賞を目指したい。

農林水産部 102
うまみだけの消費拡
大について

・評価Ａであるが、実績の１６．７トンは県内生産量の何％に
なるのか。うまみだけの平均価格は、消費者の評価をどのよう
に分析しているのか。栽培農家が分別などで苦労しているが、
その対策は。この方法で消費者の拡大につながるのか。

・一番大変なのは分別であり、特に駒を打って、ほだ場に分け
て入れて採取して、乾燥してさらに出荷という、その中で他の
ものが混じったら、そのしいたけの特性がゼロになるが、ここ
をやらねばこのうまみだけの特性が出ないと思う。一つだけ提
案だが、プロに聞くと、それぞれの品種で、例えば、乾しいた
けを戻す時間によってうまみが変わってくると。それぞれの品
種で、戻し時間やどういう料理に使ったほうがいいのかを、ぜ
ひプロに研究していただき、そこを広めないと拡大できないと
思う。ぜひ、いろんな手で拡大してほしい。（要望）

・令和２年次の乾しいたけ生産量は９１６トンで、うまみだけは約２％となっている。今後、
令和６年には２００トン、約１５％まで増やす計画である。今年の平均価格は１キログラム当
り４，６３７円で、全体に比べ５０９円高く取引されている。これまでいろいろなプロモー
ションを行う中で、消費者からは料理に合った椎茸が提案されていて手に取りやすくなったと
言った評価を受けている。生産者に対しては、生産工程ごとの管理事例を、林業普及指導員を
通じ紹介するとともに１箱に満たない端物も出荷しやすいように、端物合わせ経費に対して支
援している。これまでの取組により、販売店舗は百貨店や直売所を中心に５９箇所に増え、県
外でも販売されるようになってきた。これから年末・年始の需要期を迎えることから、飲食店
でのうまみだけフェアや販促イベント、オンライン料理教室等を行う。今後とも、プロモー
ションなどを通じ、販売店舗を増やすなど販路拡大を図ることで消費拡大に努める。

農林水産部 103
国土調査事業につい
て

・県内の進捗率が６３．５％と低いのに驚いてる。個人の権利
行使や公共事業時などで地籍図は必要不可欠だと思うが、調査
が進まない大きな要因は何か。公共事業などでの未整備地域で
問題点はないのか。３０年も前に終了した地域もあるが、当時
の測量精度で問題はないのか、その対策は。

・高齢化や不在者、所有者がいないからという説明だったが、
これは先に延ばすほど、ますます大変になると思う。大変難し
いが、少しハッパをかけて調査を終了しなければ後々困るので
はと大変心配している。ぜひ、力を入れてほしい。（要望）

・調査については、高齢化や不在地主等により境界を把握している関係者が少なくなり立会に
時間を要していることや、一筆当たりの面積が小さく高い精度を要する都市部の調査が多く
なったことなどにより、進度が上がらない状況。未整備地域で公共事業を行う場合は、法務局
に備え付けの字図などを元に関係者で立会を行い境界確定のうえ事業を進めている。調査が終
了している地域で事業を実施する場合は、地籍図を元に境界を復元し、再度関係者立会のうえ
確認している。この際に支障が生じた場合は、法務局と相談をしながら適切な登記が行えるよ
う対応している。
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農林水産部 104
地域育成型就農シス
テム支援事業につい
て

・ファーマーズスクールの運営に対する市町への補助、就農学
校の整備研修に対する市町等への補助について、それぞれの事
業内容の説明と具体的な取組状況について伺う。

・ファーマーズスクールとか就農学校を卒業した人が現在農業
を継続して、１年以上継続して農業に従事される方がどれくら
いいるのか。

・新規就農者の受入は、技術習得、農地、住居等、就農に必要な支援を一体的に行う必要があ
るため、産地や市町等が中心となって行うことが重要と考えている。ファーマーズスクール
は、常設施設の設置が困難な市町において、農家のもとでの技術研修や関係機関による座学が
実施されている。県では、模擬営農用ほ場の借り上げや指導農家設置に対する支援を行ってき
た。これまでに１３市町３０品目で設置され、Ｒ３年３月末で９７人が就農、３６人が研修中
である。就農学校は、市、農業公社、ＪＡが設置した常設の研修施設で、技術研修や座学が実
施されている。県は、研修用施設の整備、借り上げや指導者設置に対する支援を行ってきた。
これまでに８市町１０カ所８品目で設置され、Ｒ３年３月末で１１９人が就農、３０人が研修
中である。就農学校またはファーマーズスクールが設置された市町は１５市町３０品目とな
り、研修修了後の自営就農者は２１６人となった。また、研修中の者を含む制度利用者計２８
２人のうち、県外からの移住者が１５３人と過半数を占めている。研修制度が充実していると
の声が聞かれるなど、移住就農者の確保に向けた効果が見られる。

・就農５年後の定着について県で調査をしており、率として６９．９％の方が新規就農５年後
に営農を続けている。内訳は、自営でされている方は８４％、雇用で就農された方が４８．
８％。

農林水産部 105
農業次世代人材投資
事業について

・５０歳未満の独立・自営就農者に対する資金の給付、５０歳
未満の就農予定者のうち、県が認める研修機関で研修を受ける
者に対する資金の給付、５０歳未満の親元就農者に対する資金
の給付、それぞれの事業内容の説明とそれぞれの実績額と決算
額の差異について伺う。また、予算額が５億６，９７２万４千
円で、決算額との差が７，３０１万４千円となっている。主要
な事業だが、どういうことで不用額になったのか。

・農林水産省が概算要求の中で新規就農者に対する農業支援の
関係で目標を大きく掲げて検討しているようだが、農業を続け
るためには、何といってもいろんな支援が必要だし、特に認定
新規就農者の方と私も関わったが、補助金とか予算の確保がな
かなか難しく、農家の方はなかなか分かりにくい。その辺を分
かりやすく説明して、農業者が農業を続けられるようにぜひ支
援をお願いしたい。
　また、白ねぎの関係では育苗、定植とか５項目それぞれに応
じての支援策があるが、食べ物はなかなか補助金がない。新規
就農には５、６千万円とか７千万円ぐらいかかり、この支援の
ために補助制度や融資制度が必要なので、ぜひその辺も支援し
てほしい。この中で、一番大事なトラクターの支援がない。国
の事業であるだけで県の事業にははないが、新年度に向けて、
何とかトラクターとか購入できるような補助制度の検討をお願
いしたい。（要望）

・給付金は就農時に５０歳未満などの一定の要件を満たす者に交付。経営開始型は、財源は国
が１０分の１０で、自営就農者に対して経営開始１年から３年目で１年当たり最大１５０万円
を交付し、４年目から５年目に最大で年１２０万円を交付する。年２回、就農状況を確認して
市町村経由で交付金の支払いを行う。準備型は、県が認めた研修機関で研修を受ける者に交付
を行う。財源は同じく国が１０分の１０で、１年間で最大１５０万円、最長２年間交付され
る。年２回、研修状況を確認して農業農村振興公社を経由して支払いを行う。親元就農給付金
は、親元就農者に対して交付し、県が２分の１で市町村２分の１の負担。対象としては、農大
の研修を行う者に１年間１５０万円、親元で営農開始した者に１年間１００万円を最大２年間
交付。親元就農給付金は、市町村経由で年１回支払いを行う。それぞれ一定の期間以上、営農
が継続しない場合は返還をする必要がある。
　不用額の発生理由について、この予算は当該年度の交付予定者を最大限計上しており、予算
執行については当該年度に要件を満たす者が交付の対象となり、この不用額が発生したもの。
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農林水産部 106 ②
マリンカルチャーセ
ンターの運営につい
て

・先般の農林水産委員会の報告で宿泊者数が設置時の年間推定
を一度も達成できなかったとあったが、なぜこのような年間推
定が作成されたのか。指定管理に変更する際に誤った年間推定
が作成された理由の検証はどのように行われたのか。また、年
間の宿泊者推定が達成できない中で、指定管理に切り替えるま
でに１３年間を要している。当時はどのように事業計画の見直
しが行われたのか。また、指定管理に切り替える際に、事業計
画を適宜修正するなど検討はされたのか。

・指定管理の１３年間のうち１１年間で赤字が計上されてい
る。指定管理に変更した際の事業計画も赤字が続くものだった
のか。また、指定管理に変更する際に過去の検証がしっかりと
行われていれば、平成１７年の初年度３年間で赤字が計上され
た際に、今後の事業計画の修正や廃止の検討も行われて然るべ
きだが、経営改善に向けてどのような対策が行われていたか。
併せて、県は指定管理に変更して年間の委託料支出が削減され
たと主張しているが、１７年時点で指定管理に変更せずに廃止
に踏み切っていれば、１，０６６，２９７千円の県費を浪費せ
ずに済んだ。今回の廃止の判断に当たって、早期に廃止の判断
をできなかった理由について検証はどのように行われたのか。
また、廃止に至るまで平成３０年から４年間を要している。年
間維持費が５百万円もかかるため、１年経っても引受先が見つ
からない場合は、年間維持費を考慮すれば早急に廃止という判
断をすべきであったと考えるが、判断までに４年もの時間を要
し、２千万円を浪費した理由はどこにあるのか。

・年間推定は、建設前に県と建築事務所が策定して基本計画書で提示したもの。昭和６２年の
周辺人口、小中学校・高校生徒数、観光客数から推定したもので、宿泊者数は海洋科学館等の
利用者数をベースに推定している。当時は高速道路もなく、周辺の道路環境もよくなかったた
め、宿泊を前提とした来館が多くなると推定したと思われる。指定管理者に変更する際には、
当初の年間推定にとらわれず、直近の利用者数や宿泊者数を根拠にした数値をもとに委託料の
基準単価の見直しなどを行っている。その基準を示した上で５年間の本協定を締結しており、
県と指定管理者が合意の元に事業が進められたもの。

・指定管理以前については、財団法人の理事会の中で事業計画などの見直しが行われていたと
考えられる。財団当時は県費支出、基金の運用、県からの人員派遣により大きな赤字にはなっ
ていない。このようなことから平成15年の地方自治法の改正から、必要な制度移行期間を経
て、平成18年度から指定管理者制度の極力早く導入を行ったところである。指定管理者に変更
する際には、当初の年間推定にとらわれず、直近の利用者数や宿泊者数を根拠にした数値をも
とに委託料の基準単価の見直しなどを行っている。その基準を示した上で５年間の本協定を締
結しており、県と指定管理者が合意の元に事業が進められたもの。また、運営状況を評価する
ため、事業報告の第三者による評価も行ってきた。事業計画上では社会教育機能部分があるの
で、収支差額分を県の委託料で支出していた。委託料も含めれば、赤字が続くという計画には
なっていない。県は社会教育機能で黒字を出すことが難しいことから、収支差額を委託料とし
て拠出している。このため、その他の部分については指定管理者が収支の見合うことを前提に
計画を立てている。また、指定管理者のノウハウを活用した広報、フリーペーパーの発行、イ
ンターネット予約システムの導入など、第三者の評価等を指定管理者にフィードバックして経
営の改善対策を図り、２４年度からは徐々に赤字幅も縮小したが、黒字化までは無理であった
ことから、指定管理者への応募はなかった。それから、地方自治法改正の施行により指定管理
者制度が検討され始めた平成１５年では、開館から１２年しか経過しておらず、施設利用者の
年間推定も下回っておらず、地元からの地域振興、観光振興の面で継続の要望も強かった。

・平成１７年時点で廃止判断をしなかったという話があった。
これは結果として間違っていて、あそこで廃止をしていればこ
れだけ浪費しなかった。財団で見直して大きな赤字ではないと
言っていたが、その金額は、おそらく一般県民の皆さんと大き
く乖離していると思う。そこの感性からまずはしっかりと見直
してほしい。また、可能性を追求して幅広く探したから２千万
円を浪費したことが許されるかというと、そうは思わない。な
かなか一般の方々から理解を得られないような理由の説明が
多々あったと思う。廃止は取り返しがつかないが、ほかにも
多々、指定管理等はあるので、こういった問題点を繰り返さな
いよう、今あるものをもう一度しっかり見直して検証してほし
い。（要望）

平成１５年度からの行財政改革の中で民間視点をいかした運営にするという見直しで進める方
向性の中で、平成１８年に指定管理者制度の導入を決定したところであり、導入時点で廃止の
考えはなかった。

・行財政改革推進委員会の中で民間への売却・貸付という方針で決定しており、できることな
ら解体費用を出さずにすむ方法を模索してきた。施設を有効利用した地域の活性化を望む声を
受け、幅広く可能性を追求してきた。公募以降、29年度の休館前には５者、30年度の休館後に
は10者、令和元年度には６者、２年度には５者に対して施設紹介を行ってきたところ。県外事
務所の企業誘致担当も通じて、宿泊業、観光関連業、建設業、旅客運送業、食品加工業、不動
産業、投資金融業など幅広い分野に紹介してきたことから時間を要した。この間、それぞれの
立場で丁寧に努力してきた結果であり、利活用策の提示がなかったことは残念である。

農林水産部 107
種子管理事業費につ
いて

・主要農作物種子法が平成３０年に廃止されて以降、何か特別
変わったことや、今の現状を教えてほしい。

・大分県は要綱で十分よくしていると分かっている。ただ、そ
れでも心配する方が条例制定の請願を上げてくるが、唯一言う
なら、今ある条例の中に、しっかり種子を守っていくという文
言等を入れた形ですればいいし、種子の確保の関係で思うの
が、今やっているのがアナログすぎて、例えば、種子を農家に
出すときにいまだに米の紙袋の中に出荷表を入れてくるが、あ
あいうのもデジタル化やデータ化したらいいと思う。古いやり
方がいいという農家の方もいるだろうが、やはり、今若い農家
が増えてるので、そういった古いところを少しでもデジタル化
してほしい。

・心配される方も多いから、その辺を理解してもらい、さきほ
どの話であればすぐにはできないだろうけれども、ゆくゆく大
分県の農業者は若い方に変わるだろうから、そういったデータ
ベースをつくるとかメールでやり取り等をするなど、いわゆる
ＩＣＴ化も含めてしっかり農業関係のセンターを充実させる事
が必要だし、そういう内容になると予算等をもっと確保する必
要がある。

・主要農作物、いわゆる米・麦・大豆の優良な種子の生産・普及については、おおいたの食と
農林水産振興条例や主要農作物種子法の規定を踏襲した大分県主要農作物種子制度基本要綱等
を整備し、法廃止前と同様の業務を県が主体的に新品種及び新技術の開発、普及に取り組む体
制を継続している。当該事業では、県内に普及すべき優良な品種を決定する試験の実施、種子
生産計画の策定、原種、原原種の生産、種子生産ほ場及び生産された種子の審査などを実施し
ており、こういった取組によりこれまでも県内生産者に優良な種子をしっかりと届けることが
できている。今後も県内の農家が安心して生産を続けられるよう、大分県主要農作物改善協会
等の関係機関との連携を密にし、優良種子の生産と供給を続けていく。

・これまでの取組をもう少し反省すべき点等あれば、県の取組を生産者の皆さんも含めて、よ
く理解していただくことも大事であるから、そういったＰＲもこれから考えていきたいと思
う。それから、現場では昔ながらのやり方もやられているという事については一つ一つ、これ
から農業のスマート化という視点でいろいろ進めていかなくてはいけない時代ではあろうかと
思うので、農業団体の取組ともよく連携して、時代に合ったやり方を少しでも取り組めるとこ
ろがあれば、いろいろ協議もしていきたい。
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農林水産部 108
畜産振興対策事業費
について

・養蜂安定対策推進事業委託料について、委託先等の連携と、
現状で何か課題等があれば教えてほしい。

・養蜂というか蜜源の関係は私が何度もずっと言っているが、
蜜源、花粉源を誰が作るかという問題が重要で、養蜂業者に蜜
源、花粉源をつくれというのはほぼ無理だと思っている。だか
ら、蜜源、花粉源をつくる委託先等は今後どういうところを考
えているかを教えてほしい。

・養蜂は予算を倍増してもらっているのはありがたいことであ
るが、私はそれでも足りないと思うので、余るよりむしろ使い
切って、大分県の農業の発展のためにやってほしい。（要望）

・令和２年度はレンゲの播種並びに植生調査を大分県養蜂組合に委託して実施。レンゲの播種
時期を遅らせることにより害虫被害防止に一定の効果はあったが、より採蜜期間の長い蜜源の
確保が求められる結果となった。課題は、養蜂業者等の蜜源の確保、疾病予防対策、ほう群の
適正配置。本年度はこれまでのレンゲに加え、採蜜期間の長いヘアリーベッチの植生調査業務
を委託。大分県養蜂組合とは日頃からダニによる疾病対策や蜜源確保対策について意見交換を
行うなど連携している。今後はコロナの状況を見据えて研修会等も検討しているところであ
る。

・これまで養蜂農家を中心に水田でのレンゲの作付け等、果樹、かんきつ等での蜜源というこ
とであったが、これを増やしていく上では、既存の耕種園芸農家や山林の所有者などに養蜂を
理解してもらう事が大事と思っているので、啓発とあわせて養蜂の蜜源対策について取り組ん
でいく。

農林水産部 109
農福連携推進事業費
について

・もともと農林水産省が言っているのは障がい者等で、その等
の中に本来は高齢者や生活困窮者も入るというのが農福連携と
いう形。あえて等が入っていないのが大分県の農福連携なの
か、その辺も含めて教えてほしい。

・今後、高齢者とか生活困窮者を、今後、農福連携の中に入れ
ていくのか聞きたい。

・Ａ型、Ｂ型事業所とかあるが、その中でも、例えば、障がい
者だけではなく認知症を患う方などが行くことによって少し症
状がよくなることがあれば、そういったのに農福連携が活用で
きればなと思う（要望）。

・農福連携は、障がい者等の農業分野での活躍を通じて本人の自信や生きがいを創出し、社会
参加を促すものであり、農業経営の発展と併せて地域共生社会を実現していく上でも、非常に
重要な取組であると考える。県では、平成29年度から令和元年度までの3年間、障がい者が取り
組みやすい作業の切り出しや作業速度・精度の把握を行い、作業モデル15件について検証を実
施した。検証の結果、農福連携に取り組む新たな農家の確保を進めるとともに、特に働き手が
必要な園芸品目における障がい者の農福連携の拡大を図り、障がい者の農福連携を現在推進し
ている。

・県では高齢者や生活困窮者、引きこもりの状態にある方、犯罪や非行をした方など障がい者
以外における農福連携についても、あらゆる制度や仕組みを活用し、関係機関と連携して取り
組んでいる。農作業を希望する高齢者については、シルバー人材センター、農業経営サポート
機構、菜果野アグリなど、農業で働く場を提供する仕組みも充実されており、気軽に農業に従
事できることで、健康や生きがいづくりが増進されることも期待される。それから、生活困窮
者や引きこもりの状態の方については、ＪＡ全農おおいたや菜果野アグリと連携した取組が大
分方式として、令和２年度に国のモデル事業に採択され、九州地域で展開をされている。ま
た、刑務所の退所者については、菜果野アグリで受け入れた実績があって、今年度はこの矯正
における農福連携の推進について、県の農業法人協会でチラシを活用した啓発を行うなど、法
務省の福岡矯正管区とも連携して取り組んでいる。このように、各関係機関と連携を図り、今
後も引き続き農福連携の推進を図っていく。

農林水産部 110
スマート・テロワー
ルの拠点及び農村計
画について

・各委員から農林水産部の質問が出たが、大分県の農村が消滅
するのではないかと大変危惧されて深刻な状況だ。それを守る
のは、逆に農林水産業だと思う。そういう中で、賢い土地利用
というか、スマート・テロワール。この発想で大事なのは、そ
の拠点を生産研究、品種改良から生産管理、マーケット起点の
商品まで、どのような研究施設とタイアップし、５千分の１か
ら１万分の１ぐらいの地図の範囲の中で完結できるような、市
町村の農村計画をどのようにつくるのかが問われていると伺っ
ている。一番のポイントは、このスマート・テロワールという
観点からの農漁村の消滅を守るための拠点をどこに置くのか。
　また、その計画をどこが主体となってつくっていくのか。単
位は市町村だろうが、やはり県がサポートして、あるいはもっ
と主導しなければなかなか技術的にもできないと思う。その２
点について伺う。

・担い手の関係で女性活躍の部分も含めて、菜果野アグリの話
が出ているが、地元のビワの生産の出荷時期や梨の時期には、
選果場に菜果野アグリの方が来て大活躍で、これは成功し始め
ているなと痛感している。この拠点をどうするか、共にやるの
だろうが農漁村計画をどこが主導するのか伺う。

・プラットフォームをどこに置くのか、どこを拠点にして広げ
るのかという部分での核をどうやってつくるのかが本質的な課
題だと思う。この本質的な課題抜きには農村計画はなかなか語
れないし、マーケット起点の商品づくりという部分も大きな課
題だろうと思うので、そういった視点を含めて、根本的な部分
を含めて、農村消滅という危機から脱却するために本気で取り
組む必要があることを申し添える。

・拠点について、農業総合戦略会議を軸とした検討の中では、これは産業的な部分になるの
で、委員の言う中山間地域を守ることとダイレクトではないが、やはり中山間の地域を守るこ
とと農業という産業を守ることは非常に密接な関係にあると思う。第１には、その軸になるの
はやはり農業者の組織である農協を中心に考えている。物理的な拠点については、今後どのよ
うに戦略を展開していくのか検討していくところと思っている。具体的な拠点のあり方につい
ては今現在ではお答えし難いが、営農の機能ということで拠点、担うべきは、第１には農協系
統の基盤ではないかと考えている。当然これは今後、生産者、団体、行政で、地域としてどう
していくのか、どういう戦略をつくるのかということを議論していく中で明らかにしていくと
ころと認識している。

・地域振興、農村を守っていくという意味での計画の主体はどこが持つべきかについて、当
然、地域、農村社会の存続は市町村にも県庁にも同等に扱われるべき使命で、そういった主体
の中で、実際に指導力を発揮するのがどこかといえば、県庁の指導力が重要ではないかという
ことを指摘いただいたかと思う。そういった観点でも、我々もまさに、先般も指導いただき、
全国の事例も研究しているが、地域資源を活用して持続的な営農をつくるという技術的側面で
は、やはり県庁から提供できる部分は多くあるので、それと、実際に地域に暮らす生産者、住
民の方々がどのような形をなしたいのか、そこは市町村が中心かと思うが、それらをつなぎ合
わせて、あるべき農業、農村の姿を求めていく。指導面で県庁のリーダーシップを特に期待さ
れるのは、そういったスマート・テロワールの技術的な側面などではないかと思う。
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農林水産部 111 ⑦
主要な施策の成果
（事務事業評価）の
成果について

（内部協議）
・今年の３月に、県が農業非常事態宣言を発出したが、令和２
年度のいろんな政策で問題点があった思われる。主要な施策の
成果によると、総合評価はもっと下がると思ったが、総合評価
的にもＡとＢぐらいで、そんなに農林水産部で悪いのがあまり
出ていない。農林水産部と農家との連携など、その実態がよく
見えていない気がするので、そこに何か少し乖離があると思
う。来年度はそこの乖離がないようにお願いしたい。（要望）

土木建築部 112
身近な道改善事業に
ついて

・令和元年に９０．１％、２年は９０．６％と工事完了遂行率
が出ているが、１００％になっていない理由は何なのか。

・結局、要望が多いため、全部は予算の関係でできないという
面もあると思うが、できないではなくて、いかにするかとなる
と、８億円という予算を結局増やしていくしかないのではない
か。ここ数年はずっと８億円という予算で、今後この事業の予
算規模はどう考えているか、また、財政課協議の感覚はどうい
うものか、アピールを熱心にしてもらいたい。

・結局、要望はたくさん上がってくるが、８億円以内に収める
と、要望を切ってしまい、できない部分も出てくる。仮に１億
円ぐらい増額するとか、予算の増額は検討はしていないのか。

（内部協議）要望があれば、９割は実現できると言っていた
が、その要望の出し方について、本来はそれ以上あるが、予算
額以上はできないといった案件もあるのではないか。また、こ
こは歩道を造るのはなかなか難しいといったいろんなケースも
あると思う。毎年８億円を丁度使っているということは、実際
にはそれ以上要望があるということ。来年度の予算を増額する
よう要請してほしい。

・身近な道改善事業は、既存の道路敷を利用した路肩拡幅や簡易歩道の整備、蓋付きの側溝の
整備や防草処理による歩行空間の改善などを行うものであり、自治会や地域住民の方々からの
要望に基づき実施している。令和２年度までの目標完了箇所数１，２８０か所のうち９０．
６％にあたる１，１６０か所の対策を完了した。残る約１０％の１２０か所は、工事着工にあ
たり設計や地元関係者の方々と協議を進めているほか、複数年にまたがる事業を実施している
箇所である。引き続き、実施時期や施工方法など工事に必要な協議を進めながら、早期完成に
向けて事業進捗を図っていく。

・設計だけではなく、地元住民との協議もある。例えば、床掘等で自宅入口の間口が影響する
ことがある。こういう調整が必要なため、どうしても時間が必要である。要望については、必
要額を確保をしながら、早期完成にしっかりと取り組んでいきたい。

・地元からの要望に対して対応している割合は、令和元年までだと、概ね９０％対応できてい
る。要望には応えられている。

土木建築部 113
河川緊急情報基盤整
備事業について

・水位計の更新等について、巨大な台風
とか、最近は大雨など、河川氾濫はどこ
で起きるか分からない状況の中で、地域
住民にとって、現地に行かなくてもいい
テレビやパソコンで確認できる監視カメ
ラの設置は非常に有効的な手段である。

・監視カメラについてどういうところに付けるかという基準が
あると思うが、どうやって基準を出しているのか。また、現在
の設置箇所数はどのくらいか。

・過去に被害があった場合は当然優先的にしなければいけない
が、ただ、最近は、１００年に１度のような、非常に危険な災
害が続いている。そうなると、過去にそういった氾濫がないと
ころでも、今後氾濫する可能性が十分ある。そうした場合はど
う対応するのか。

・設置については、県管理河川５８５河川のうち、河川の水位上昇に伴い、水防警報を発表す
る水位周知河川８４河川において、水防法に基づき、これまで水位計を設置するとともに、あ
わせて河川監視カメラを設置してきた。水位周知河川以外の河川については、過去の浸水被害
を考慮して機器の設置を行っている。具体的には、平成２９年九州北部豪雨を受け、浸水実績
のある河川で水位計４６機、河川監視カメラ６０機を設置した。また、令和２年７月豪雨を受
け、水位計２４機、河川監視カメラ６９機の工事を現在行っているところである。その結果、
水位計及び河川監視カメラ、ともに１５１機での運用となる予定である。

・昨今の水位の上昇、雨の降り方が非常に激しくなっている現状は認識している。今後の細か
な出水の状況をデータで抑え、その状況を確認しながら、増設等について検討していきたい。

土木建築部 114
６号地事業費につい
て

・６号地のＣ－２地区について、販売とか貸与等で頑張ってい
るが、それでも令和２年度末の起債残高は約６１億２，３００
万円である。今後の返済の見込みと将来的な完済見込みをどの
ように考えているか。

・６号地Ｃ－２地区の起債の償還については、令和元年度に大分県臨海工業地帯建設事業特別
会計が保有する６号地Ｃ－２地区の工業用地の未売却地を、ＲＯＲＯ船新ターミナル用地など
として整備、活用するために、大分県港湾施設整備事業特別会計に所属換えをしており、この
特別会計から支払われる土地売却収入を大分県臨海工業地帯建設事業特別会計の減債基金に積
み立て、起債の償還期限に合わせて計画的に償還して、令和８年度までに完済する予定であ
る。

土木建築部 115
つるさき陽光台崖法
面対策について

・当該崖の下は市道であり、崩落すると
大変危険である。

・昨年来からずっと崖対策を要望し、砂防事業を実際に行う方
向が決まったという話を聞いているが、現在の進捗状況はどう
なのか。

・地域の方々が心配しているが、崖の下は大分市道である。大
分市との協議は、今どうなっているのか。

・法面に隣接する土石流の土砂災害警戒区域において、地元から砂防堰堤の要望があり、地元
と協議を進めてきた。今年度当初から砂防堰堤の整備に向けて新規事業化の手続を進め、先
日、国土交通省から事業認可を取得し、事業着手可能となった。今後は、地形測量や構造物の
詳細設計の業務の発注に向けて準備を進めていく。

・大分市で定期的なパトロールを継続していることは確認をしている。私も今年度になって２
回ほど現地を確認したが、落石や法面の変状等は確認されなかった。特に、抜本的な対策等の
話は出ていないが、砂防堰堤の事業を着実に進めるとともに、法面についても注視をしていき
たい。

土木建築部 116
道路交通情勢調査費
について

・事業費の１億７４０万円が全額翌年度への繰越額となってい
る。コロナ禍による移動自粛によって通常の交通情勢が調査で
きないからということで延期されたという話も伺ったが、今年
度も調査できるような情勢ではないと思う。この調査は何のた
めの調査かということと、今後どのような扱いとなるのか。

・例年、全国一律の時期での調査を実施してきたのであれば、
残された期間の中で調査が可能な状況になるとの見込みだが、
無事に調査できるように、また県民に対して、コロナに対する
抑止策の徹底も呼びかけてもらいたい。

・昨年はコロナ禍により自動車利用の状況が特異的ということで、予算を繰り越して今年度に
実施することとしている。現状は全国的な緊急事態宣言も解除され、一定程度の自動車の利用
も見込まれている。国でも調査をする予定と聞いているので、県としてもこの調査を実施して
いきたいと考えている。
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土木建築部 117
交通安全事業につい
て

・予算に対して決算額が極めて低くなっているが、令和３年度
の予算は令和２年度の実績見合いとなっている。道路の安全施
設等については多くの要望が上がっていると思うが、この状況
はどういうことか。

・令和３年度当初予算で上がっている２９億円ほどの予算を例
年見込んでいるということでいいのか。要望そのものを受け入
れて予算が付いたとしても、逆に発注できるかという状況はあ
るが、発注の状況も含めて、令和２年度はどういう状況だった
のか。

・入札等、事業実施の方は順調に進められたのか。

・主要な施策の成果の９４ページの交通安全事業の表中の令和２年度予算額５５億６，９０１
万３千円については、補正予算が含まれ、令和３年度の予算額２９億３７３万３千円は例年並
みの当初予算となっている。なお、予算額の欄には、前年度からの繰越しを含まない各年度の
予算額のみを記載している。また、決算額の欄には、各年度の予算のうち、当該年度に支出し
た額のみを記載しているため、翌年度の繰越額等を含んでいない。今後とも人に優しく安心し
て利用できる道路を目指し、引き続きスピード感を持って交通安全事業を進めていく。

・令和２年度については、通常の予算に加えて、緊急３か年及び５か年加速化対策の補正予算
を組み込んでいる。これらの事業執行は鋭意進めているところである。当初予算については、
今後、５か年加速化対策などの予算も活用しながら対応していきたい。

・執行状況については、今資料を持ち合わせていないので、後ほど調べて対応したい。（後
日、資料の提供あり）

土木建築部 118
交通安全事業につい
て

・予算額約５５億６千万、決算額約２９億４千万、繰越額約１
９億５千万であるが、予算に対し繰越額が多い理由は何か。

・通学路の危険度調査について、八街市の事故を受け、県も早
めに調査報告をしたということになっているが、繰越額を見る
限り必要な場所の改修が行われているかどうかが疑問である
が、進捗状況はどうか。

・令和２年度予算については、年度末に国の防災・減災・国土強靱化のための５か年加速化対
策による補正予算を積極的に受け入れたことによって繰越額が大きくなっている。そのほか、
歩道整備箇所等において、家屋等補償物件の移転に時間を要していたり、工事に関する関係機
関との調整に時間を要したことなどから、翌年度に繰越しを行っている。

・通学路対策については、現在事業中の箇所の前倒しを行ったり、歩道設置等で時間がかかる
箇所については、路肩部にカラー舗装をするなどの暫定対策を進めている。こうした対策を進
めながら、スピード感を持って安全・安心な通学路環境を確保していく。

土木建築部 119 ⑧
建設産業構造改善・
人材育成支援事業に
ついて

・建設労働者に対する、ＵＩＪターンの促進（事業内容②）の
具体的取組、成果、今後のターゲットについてあれば教えて欲
しい。

・県外の建設業への就職状況（進学を除く）についてどうなっ
ているのか。

・県外への就職希望者をいかに県内に残すことについてどう考
えているのか。

・教育委員会とも連携を取りながら進めていると思う。一度県
外に出た方にどう戻ってきてもらうのかは重要であるととも
に、逆に、一度県外に出てもらい、力をつけて帰ってきてもら
うかも重要かと思う。ターゲットの部分でいえば、年代や性別
によって、施策の方向性や効果的な方法が変わってくると思う
ので、引き続き、人材の確保に向けて、いろんな角度から効果
的な方法を検討してもらいたい。（要望）

・インターネット上に建設業のＵＩＪターン専用の特設サイトを設け、県内の建設企業の概
要、移住に関する補助制度、移住関連イベント、セミナーなどの情報を一元的に掲載すること
により、首都圏等で働く県内出身者などの背中を押してＵＩＪターンの促進を図っている。令
和２年度の成果は、このサイトへのアクセス数が月平均で約５，３００件、実際にこのサイト
に掲載されている県内企業にＵＩＪターンした方は８人いる。今後のターゲットは、現在、首
都圏等では新型コロナにより地方移住への関心が高まっているようであり、今後はそうした
方々への情報提供などを通じて、より多くのＵＩＪターンにつなげていく。
・令和２年度の県立高等学校の土木系、建築系の就職状況は、その学科の就職者のうち、県外
建設業への就職率は３５．０％である。県内建設業の就職率は、主要な施策の２６１ページの
成果指標に記載のとおり、４８．２％である。残りの１６．８％は建設業以外への就職者であ
る。
・県内の建設業を選んでもらうためには、就労環境を改善するとともに、県内建設業の魅力を
しっかりとアピールしていくことが大事である。県では、これまでも、ＩＣＴ機器の導入補助
や、週休２日制工事の推進など建設業の就労環境の改善を支援するとともに、平成２８年度に
産業界、学校、行政で組織したおおいた建設人材共育ネットワークにより、産学官が連携し
て、ホームページや動画配信により、建設業の魅力発信をしている。また、小中学生を対象と
した体験講座や、高校生を対象とした現場体験学習会などにも取り組んでいるところである。
こうした取組により、県内建設業への就職率は年々上昇している。引き続き、県内建設業の就
労環境改善、魅力発信に取り組むとともに、県外に就職したとしても、もう一度大分県に戻っ
てきてもらえるよう、県内建設産業の情報発信にも努めていく。

土木建築部 120
観光地沿道景観づく
り推進事業費につい
て

・景観アドバイザーの派遣とあるが、観光地の沿道等に、その
地域ならではの蜜源、花粉源がいかされるような都市緑化をし
ているのかどうか、またそういった話があるのかどうか。

・景観アドバイザーの名簿を見ると、中には造園業の方もい
る。蜜源、花粉源の場合は中低木でいいし、花も咲く。ビー
ビーツリーなどの植えやすい樹木もある。景観もよくなり、観
光客も喜び、環境のためにもとてもいいことだと思うので、蜜
源、花粉源を使った景観づくりを検討してもらいたい。（要
望）

・ハード面では、観光地の支障木を伐採して景観を確保している。ソフト面では、景観のアド
バイザーに依頼をして、勉強会をしている。

36 / 50 



項　目 現　状　・　課　題　等 質疑・要望等
部局名 №

報告書
（案）

委　員　等　か　ら　の　質　疑　・　要　望　等
執行部回答

土木建築部 121
身近な道改善事業に
ついて

・地元からの要望が非常に多く、年間大体１００か所前後着手
し、改善されているようだが、大体年間どれぐらいの数の要望
が上がってくるのか。

・要望がある箇所には、全て手を付けることができる、そうい
う状況にあるということか。

・時間がたつと傷んでくる場所がかなり多くなるため、毎年予
算額８億円を全て使い切り、本当にこれで足りるのかと思った
が、予算はこの範囲内で収まっているのであれば、これからも
地元の要望をしっかり受け止め、一日も早い改善をお願いした
い。（要望）

・例年は年間１００件程度の要望がある。直近３か年は、要望の件数が年平均７４件である。

・近年の要望の傾向として、箇所数は減っているが、事業箇所の規模が少し大きくなってい
る。例えば、長い区間のガードレール設置の要望があったり、コンクリート擁壁が必要なもの
もある。全体として見ると、必要な額は例年と比べて同程度と考えている。

土木建築部 122
道路維持修繕費につ
いて

・中山間の県道の中の支障木は、バスの
運行などに困るような状況がある。道路
の下側は防草コンクリートすることで、
後で草刈りの作業の手間は省けるように
しているが、その上が、１年たてばまた
大きくなる。特に今から冬の山間部は雪
が降り、特に竹林に近いところは、雪が
重みで垂れ下がってくるというような非
常に危ない状況がある。

・道路維持の関係で、当然予算の範囲内でというのは分かる
が、各地区が県全体となれば広域となるので、ある地域の要望
については、まだ遅れているといった積み残しがいくつかある
と思う。その中で特に気になるのが、中山間の県道の支障木で
ある。そういうところは、８億円の予算内でないとできないの
か。

・支障木については維持補修費でやるというのは分かるが、そ
の沿線に行けば行くほど高齢化が進み、山は荒れている。道路
に面した立木を落としたり、切り落とすということがなかなか
できない。しかし、道路を通る人は多くが不特定の方なので、
そういう人たちはどこかに苦情を言う。そういうことが多々あ
るので、特に山間部には留意をしてもらいたい。（要望）

・支障木については、身近な道ではなく、道路の維持修繕費で対応している。こちらについて
は、道路の通行の支障になる建築限界に入ってきている木を緊急的に伐採している。基本的に
は、木の持ち主が対応すべきだが、緊急的に対応が必要な箇所については道路管理者で対応し
ているところである。雪の時期になると、支障木が倒れてくるとのことだが、そういう場所に
ついても、事前にパトロール等の対応をしていく。

土木建築部 123
河川海岸維持管理
費、緊急河床掘削事
業費について

・河川上流部の管理についてはその土地
に住む人が自分たちで管理しているが、
高齢化が進みその維持管理が難しい状況
にある。

・県の関係の１級河川、市町村の関係の２級準用河川、上流に
なると、その土地の人が自分たちで管理している小さな水路が
あり、それが最終的に１級河川に流れている。
　昨年の７月豪雨の際には、県の管轄、その上の市の管轄と
ちょうど微妙なところで、「前回は県がしたけど、今回はでき
ない」とか、「市との話がうまくいかない」などと綱引きする
箇所があった。上流側は地元の人たちが草刈りとか泥上げをし
ながら下につながっていく水路の維持整備をとのことだった
が、高齢化でできなくなっている。少なくとも行政がサポート
しないと、最近の雨の具合で、特に下の１級河川に流れている
上流が非常に危険度が高くなっているが、どのように考えてい
るのか。
・大きい川の上流部では、管理ができない状態だということを
どれだけ把握しているのか。
　各土木事務所が地域の中に入り込み、どこかでサポートしな
いとできない状態になっているので、各市町村と土木事務所と
協議しながら、河川が健全に海まで流れるように、安定した水
が流れることを主眼に置いて考えてもらいたい。（要望）

・委員の言うとおり、河川は広い河川から、だんだん上流に行くほど細くなっている。それに
伴って、管理者も国から県、県から市と変わっている。
　地元からの要望やパトロールにより、草刈りや河床掘削が必要な箇所判明する。その中で、
管理境であるため、一緒にした方が非常に効果的なところや土砂堆積がひどい状態であると、
出水したらすぐに下流に流れるような箇所もある。そういった箇所については、各土木事務所
が関係の市町村と話をして、同時に維持工事を実施するなどの調整を行っている。
　気付いた点について提言してもらえれば、土木事務所とともに調整を図っていく。

会計管理局 124 用品購入費について

・県発注の物品や印刷物の入札については、ガソリンなどは組
合等と単価契約をしているが、同業種組合と契約しているその
他のケースはあるか。
・物品で１６０万円以下は随意契約だが、その随契の告知と相
手方の決め方はどうしているのか。
・見積合わせの電子メールでのやり取りについて事業者が何か
登録するのか。登録の場合、登録するための基準があるのか。

・ガソリン等の燃料の調達は大分県石油販売協同組合と単価契約をしているが、この契約以外
に同業種組合との契約はない。
・随意契約の告知、見積合わせについては、インターネットを通じて、電子見積合わせシステ
ムを利用し、電子メールにて見積先に告知している。随意契約の相手先の決め方は、予定価格
１０万円以上１６０万円以下の随意契約では、大分県契約事務規則により、なるべく２人以上
の者から見積りを徴さなければならないとされている。用度管財課では、物品の支出見込みが
本庁各課では３万円以上、大分市内の地方機関では２０万円以上、大分市以外の地方機関では
５０万円以上の物品調達を担当している。用度管財課が調達する物品については、競争性を確
保するため、前年度及び当該年度の指名状況等を考慮し、大分県の入札参加資格を有する県内
に本店を有するもののうち、応札が可能と見込まれるものの中から５者以上を選定するよう努
めている。
・随意契約の見積合わせをする相手方は、申請があれば、入札参加資格の登録手続をして、Ｉ
Ｄパスワード等を交付し見積りに参加していただいている。
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会計管理局 125
県庁舎管理費につい
て

・県庁舎管理費については複数年契約と昨年の決算特別委員会
で伺った。２０１９年度に新規に契約し、２０２１年度までの
３年間の契約が今の契約分だと思う。県庁舎管理費や大手町駐
車場管理費の大部分は人件費と考えられるが、２０１８年の地
域別の最低賃金が７６２円から２０２１年には８２２円と約６
０円増大している。契約額の見直し基準や変更契約の可否につ
いて、どのような扱いになっているか教えてほしい。
・公契約が労働基準を担保できるようなものでなければならな
い。公共工事であれば労務単価が上がれば上乗せ措置もある
が、メンテナンスなど労務が主な契約は、その労賃がどのよう
にして日常的な単価になっているのか。入札時に落札者が最安
値で設定した単価で決まるかもしれないが、最低賃金を若干上
回っていたものが、最低賃金が上がったけど自分の賃金が上が
らなければ意欲的な仕事につながらない。業者の方から要請し
ないと変えられないのは検討をいただきたい。（要望）

・県庁舎清掃委託契約と警備委託契約が含まれているが、いずれの契約も令和元年１０月１日
から令和４年９月までの３年間の長期継続契約となっている。大手町駐車場の管理費は大手町
駐車場を令和２年４月末に廃止したことから、令和２年４月１か月分の料金徴収や警備委託を
含んでいる。最低賃金の改定に伴う契約額の見直し基準は定めてはいないが、契約書の中で当
然のこととして労働基準法やその他関係法令の遵守について求めている。それに加え、契約に
定めのない事項又は契約について疑義が生じた事項については必要に応じて甲乙協議し定める
こととしている。労務単価の上昇に伴い、受託者から協議の要請があったら、協議に応じるこ
ととしている。

会計管理局 126
高額機器等の管理活
用状況について

・昨年度監査委員として行政監査に関わった。高額機器等の管
理活用状況について、産業科学技術センターは管理ができてい
て廃棄もきちんとできていたが、そうでない研究機関もいくつ
かあった。話を聞くと、定期的なメンテナンスが必要なものは
予算措置ができているが、急な故障や廃棄の際は予算がないと
いうのが理由にあった。高額機器を管理する場合は予算措置も
あわせて必要と思うがいかがか。

・高額機器のメンテナンス、保守等の件について、行政監査でも指摘があったが、購入とリー
ス、ランニングコスト等も導入時には高額機器導入審査会の中でも審査することとしている。
処分の経費についても、適正に予算確保されるように、毎年度１回定期的な活用状況の報告を
もらい、処分の予定等を把握していく。

議会事務局 127
議会ホームページに
ついて

・質問する際など、議会のホームページを検索する。以前発言
した内容や、他の議員がどういう発言をしているか等を調べる
が、扱い勝手が非常に良くない。アクセス数がどれぐらいある
か教えてほしい。ホームページ全体の改善とあわせ、特に議事
録の検索改善をしてほしい。

・令和２年度のアクセス数が３９万２，４７３件で、令和元年度と比べると若干減っており、
前年比で９１．９％という状況である。令和元年度は改選の年だったため、通常より少し多
かったのではと分析している。ホームページの内容については、改善に向けて課内でも協議
し、広報委員会にも諮って改善を進めていきたい。

人事委員会
事務局

128
人事委員会勧告につ
いて

・人事委員会勧告を昨年１０月に出している。今年８月、人事
院は勧告を出し、ボーナスを４．３０月分に引下げとなってい
るが、令和３年度の人事委員会勧告についてどのような検討を
していくのか、検討経過を教えてほしい。
・昨年の人事委員会勧告では、人材の確保や活用、公務運営の
改善に関する課題等、様々な提起をしているが、令和３年に向
け、どのように改善されてきているのかの検証をしているの
か。令和２年と令和３年の勧告の本文を見ると、文言が若干変
わっているが基本的にはほとんど変わっていない。年によって
様々な問題があると思うが、改善された点、改善されていない
点について、人事委員会事務局としてどう判断され、人事委員
会に報告しているかを教えてほしい。

・人事委員会は職員の給与について、地方公務員法の趣旨を踏まえ、国及び他の地方公共団体
の職員の給与、民間の給与、その他の事情を考慮し、報告及び勧告を行っている。本年におい
ても、例年と同様にこれらの諸情勢を総合的に勘案している。その結果、月例給については、
職員給与と民間給与がおおむね均衡していることから改定を行わず、また特別給については、
民間の特別給の年間支給割合との均衡を図るため、支給月数を０．１５月分引き下げ、４．３
０月分とする必要があると判断し、去る１０月４日に県議会議長及び知事に勧告を行った。
・公務運営の改善に関する課題については、地方公務員法の規定に基づき、職員に関する制度
についての調査、研究の結果を人事委員会報告として言及している。報告にあたり、任命権者
における諸課題に対する取組状況、また職員団体から人事委員会に対して行われている勤務、
労働条件に関する申入れ、加えて国、他の都道府県の動向や民間の労働法制の改正等を踏ま
え、改善すべき事項について言及している。

労働委員会
事務局

129
事務局運営費につい
て

・労働相談業務等として非常勤嘱託職員を２名配置している
が、コロナ禍の下、相談業務にどのような変化があったか教え
てほしい。

・昨年は雇用者のいない企業が大きなダメージを受け、１年あ
まり経過し、雇用者のいる中小の組織が厳しくなってきている
のが実態かと感じた。その辺りで気が付いたことあれば教えて
ほしい。

・令和２年中の相談件数は２１１件で、前年比で３割ほど減少している。うち、新型コロナ関
連の相談は６件で、休業手当などの制度に関する問い合わせがあった。令和３年は９月末まで
で相談件数は２４７件となっている。令和２年の同期比で１０６件増、約１．８倍となってい
る。うち、新型コロナ関連は１７件で、経営の悪化を理由とする労働条件の不利益変更や整理
解雇、休業手当の未払いといった具体的なものになっている。

・令和２年で労働相談内容で１番多いのはハラスメントで、次が退職・解雇となっており、令
和３年も同様の傾向のようである。一方で、相談者の割合としては、令和２年とコロナ前とを
比較すると、労働者では非正規からの相談がコロナ前の３２％から令和２年は４６％に上がっ
ている。また、女性からの相談が３７％から５１％に上がっており、コロナの影響もあって、
非正規や女性の方が苦労して、相談に来ているように感じる。

企業局 130
地域社会への貢献、
県民福祉の向上の取
組について

・大分県企業局経営戦略の中で地域社会
への貢献、県民福祉の向上を掲げてい
る。

・具体的にどのような貢献とか福祉の向上に取り組んでいき、
その成果はどうであったのか。

・企業局では、電気事業と工業用水道事業を行うとともに、大分市や別府市に上水道の原水を
供給しており、大分市全世帯の約３割、別府市全世帯の約７割に相当する原水をそれぞれ供給
することで住民生活の安定に寄与している。また、かんがい用水の供給や土地改良区との共有
施設である水路等を主体的に管理することで地域農業の振興にも寄与している。加えて、利益
の一部を一般会計へ繰り出す県政貢献として、平成１８年度から現在に至るまで、豊の国ハイ
パーネットワーク運営管理事業、アジア・太平洋水環境交流推進事業、芸術文化基金、企業立
地促進等基金に合計１６億８千万円を繰り出し、県の重要施策の推進の後押しをしてきた。
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企業局 131
電気事業サービスの
提供強化について

・２０５０年カーボンニュートラル実現
の問題が非常に重要な局面に来ている。

・太陽光発電は、大分県では民間が非常
に多いが、県も２億数千万円の売上げが
ある。

・カーボンニュートラル問題の動向や九州電力との契約更改も
含め検討していかなければならない。サービスの提供強化につ
いての考えは。

・県の遊休地とかに太陽光発電施設の建設等を検討しているの
か。

・企業局は発電事業者で、カーボンニュートラルの肝は、企業局との間で言えば九州電力にな
る。小売事業者が石油とか石炭の電力を水力等に変えていくことが肝と思われる。企業局でで
きる努力としては、これまでどおり引き続き安定した水力発電の提供等とともに発電量をもっ
と増やしてやっていくのが国策に沿うと考える。リニューアル事業を行うことにより新しい設
備で発電効率がアップし、発電量を増やすことは可能なので、そういった形でカーボンニュー
トラルに取り組んでいきたい。
　令和８年に九電との基本契約が切れる以降は、その段階で九電以外のほかのどんな企業が成
長しているかとかいうのもあるが、いずれにせよ入札はすることになるので、それに向け情報
収集をしていきたい。

・国の施設はそれぞれの施設で発電機能を持つようにというような話を聞いており、企業局に
おいてもいずれそういう取組もしていかなくてはいけないと思っている。

企業局 132
工業用水の譲渡承認
について

・船舶の給水料金について、外航が平成９年に１８２円から１
８８円に引き上げられているが、その理由は何か。また、内航
は消費税増税とともに引き上げているが、今後本体価格の値上
げは検討しているのか。

・船舶給水料金の引き上げを妥当と判断した根拠は何か。

・工業生産を行うために使用される船舶に給水する船舶給水として工業用水を譲渡することは
認められており、その譲渡承認の際には、給水料金についても公正妥当なものであり、かつ適
正な原価を基礎としたものであることを企業局で審査して承認している。平成９年に工業用水
の譲渡を承認している３社のうち、１社が給水料金を引き上げたことについては、人件費と給
水作業費の上昇を理由とする変更承認申請があり、妥当な範囲であると判断して承認した。今
後の料金の値上げについては、現在、どの企業からも申請や相談がない。

・平成９年４月１日現在、当時の大分市の上水道の船舶給水料金で上水道を給水するものでは
あるが大分市の港湾事務所の単価は６００円となっている。また、１８８円の内訳を見ると原
価とぎりぎりの状態で利益は出ておらず、ほかの２社はむしろ赤字が出ていると判断してい
る。

企業局 133
工業用水道事業会計
の内部留保について

・平成２８年にネ給水ネットワーク構築
事業が終了してから内部留保が増えてい
る。

・内部留保は今後どのように推移をしていくのか。

・（内部協議）内部留保が残ってもしようがないので、これか
らリニューアルがあったとしても見直して、地域貢献、県政貢
献へ増額の方向で検討してほしい。（要望）

・工業用水道事業における内部留保資金は、給水ネットワーク再構築事業の終了時点で約４４
億円までに減少したが、令和２年度決算時点では約６２億円となっている。
　今後の推移は、経営戦略において令和９年度までの老朽化設備の補修や更新に６０億円を超
える費用を見込んでおり、１０年度以降も浄水場などの大規模な設備の更新が続くため、令和
５年度から１４年度にかけて減少するが、その後は徐々に回復する見込みである。

企業局 134
電気事業固定資産明
細書の共有者持分額
について

・固定資産明細書に記載されている共有者持分額の具体的な内
容や相手方は。

・お互いに持分として所有している財産について、災害復旧等
で緊急的に補修等を行わなければならない場合に、工事を先行
しなければ、発電にしても給水にしても本来的機能を速やかに
復旧できないこともあると思うが、そのようなときの取決めは
何かあるか。
　お互いの負担を協議が調ってから復旧するというのでは遅れ
るので、一時的に企業局が建て替え、その中で協議が調い次
第、持分を持つ相手方から補償してもらうような手はずを通常
の中で議論されていないといけないのではないか。

・電気事業の共有設備については、それぞれ協定書でアロケーションを定めて費用分担してお
り、共有者の負担額を共有者持分額としてここに記載し、企業局の資産から差し引くという意
味でマイナス表記している。大野川発電所の共有者持分額はなく、芹川第一発電所について
は、県河川課が所有する芹川ダムの土地や建物等の持分額を、芹川第三発電所については、地
元土地改良区が所有する水路の持分額を、北川発電所については、県河川課が所有する北川ダ
ムの土地や建物等の持分額を、別府発電所については、別府市上下水道局が所有する土地や建
物等の持分額や地元土地改良区が所有する水路の持分額を、発電制御所については、県河川課
が所有する芹川ダムや北川ダムに関連する機械装置の持分額、管理事務所についても、県河川
課が所有する芹川ダムや北川ダムに関連する建物や機械装置等の持分額について記載してい
る。
　なお、設備の改良工事を行った場合には、共有者にはアロケーションに応じた負担額を求め
ており、適切な資産管理に努めている。

・基本的には共有設備の維持管理費についてのアロケーションというのがあるが、災害だと若
干ケース・バイ・ケースがあろうかと思う。
　資産の維持管理については、協定書をもって、実施主体をどこに持つかを決めており、企業
局が実施主体として約束した部分については、災害が起きたときに相手方に確認を取り、実施
を行うまでは企業局が全額を負担して、終了した後に負担分を負担金としていただくのが通常
の流れとなっている。

企業局 135
発電所の災害対応に
ついて

・大分川水系に全体の半分の６発電所が
集中している。昨年の７月豪雨で花合野
川発電所については被害がなかったが、
阿蘇野川発電所は被災し、現在停止中で
ある。

・他の発電所で被害はなかったのか。今後も豪雨災害が予想さ
れる中で、各発電所の災害対応は十分なのか。

・導水管から発電所本体、そして、配水管までについてはリ
ニューアル等を含めながら万全な対策が取られていると思いま
すが、急傾斜地や、河川の浸食等についてはどうか。

・停止している阿蘇野川発電所の年間の電力量、販売量は。

・恐らく阿蘇野についても災害を想定して準備していただろう
が、被害を受けた。今以上に災害対策に力を入れていかなけれ
ば損失が大きくなるし、安定経営が難しくなるのではないか。

・昨年７月豪雨災害で短期間の被害を受けた発電所はほかにもありますが、１年以上にわた
る、長期にわたる発電停止となった発電所は阿蘇野川発電所のみである。発電所の建屋につい
ては、十分な強度を持たせるよう設計しているが、阿蘇野川発電所の被災については、河川護
岸の流出し、地盤基礎などへの影響が懸念されるため、今も発電を停止している。現在、河川
の護岸復旧と歩調を合わせて復旧に取り組んでおり、見込みでは令和４年７月頃復旧ができる
と考えている。

・想定外の災害対策については、リニューアル事業など大規模改修の際に、過去の被災事例等
を勘案して必要な対策を行い、安全性の向上を図ることとしている。

・阿蘇野川発電所の停止に伴う電源分は、大体１年間に発生する電力量の目標が６７１万９千
キロワットアワーほどを計画していた。これが昨年７月以降発電できていないので、大体１年
間に換算すると２千万円強の減収となる。

・急傾斜地の対策については、大がかりなものになるので、なかなか費用対効果を考えると、
全ての発電所ですぐにということにはならないが、大規模改修などの機会を通じ、必要な対策
は順次行う。
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企業局 136

再生可能エネルギー
開発への考え方や
ソーラー発電につい
て

・国が進める２０５０年カーボンニュー
トラルの実現に向けた方向性はほぼ確定
しており、ＣＯ２に由来しない電源の確
保は非常に重要性が高まっていくと思わ
れる。

・企業局の再生可能エネルギーの開発に対する考え方はどう
か。水力発電所のリニューアルを進め、多くの電力を発電して
ほしい思いは同じだが、これからソーラー発電は非常に有力な
電源になると思う。拡大していく考え方かどうか。

・将来的に水素電力を非常事態のときに使うとか供給をしなけ
ればならない時代が来ると思うので、水素開発などについても
着手していくことが求められると思う。今の段階での展望とし
て検討されるか。

・企業局として直ちに新たな発電を行う予定はない。これまでも水力以外で、風力や新たな水
力、太陽光もいろいろ検討した。太陽光は意外と大した収入が上がっておらず、検討した結果
今のリニューアル路線を選択した。ただ、情勢も変わってきており、公共の建物には太陽光発
電を付ける動きがあると聞いており、そういった場合にはもちろん対応したい。

・企業局は水を扱っているので、水素の開発が新しい事業になるのではないかと考える。経営
戦略の中間見直し等を行う中で、何らかの方向性を示したいと思うが、現実的にすぐには難し
い。他県の例でも民間企業とか大学とか特殊なところと組んでいる。うまく組むことができれ
ば進めたい。

企業局 137
松岡太陽光発電所の
出力抑制について

・大分県公営企業会計決算審査意見書の
中で、松岡太陽光発電所の発電日数が３
６５日、出力抑制が２１日となってい
る。

・出力抑制の２１日は発電できないということなのか。条件と
か、全体の出力バランスが崩れるとこういう状況が生まれるの
か。

・電気を発電するほうと電気を使うほうとのバランスを電気事業者が勘案し、発電する方が多
くなると需給バランスが崩れるので、そのときには発電を順に停止させるスキームに従って行
われている。現在、特に九州では、太陽光発電の事業者が非常に増えており、日中、特に晴れ
た日は非常に発電量が多くなる。使う量については、天気がいいから増えるということではな
いので、特に季節的に春や秋には発電が余りぎみになり、抑制が発生している。

138

・これまで本当にコロナ感染症対策とか精神医療センター等、
いろいろ御苦労されていると思うが、あわせてスタッフ等のや
りくりもかなり苦労していると思う。今回、どういうところが
評価され、受賞することができたと考えているのか。

・大変な中で受賞されたということで、感慨深いという話が
あったが、ぜひ頑張っていただきたい。

・このたびの総務大臣表彰は、自治体立の病院で地域医療の確保に重要な役割を果たし、経営
の健全性を過去５年以上連続して確保されている病院が対象となるもので、大変光栄に思って
いる。本院は、周産期医療やがん医療、救急医療などの高度専門医療や急性期医療への診療機
能の重点化を図るとともに、感染症医療や災害医療などの政策医療への取組を進め、地域の医
療機関とも連携を図りながら、県民医療の基幹病院としての役割を果たしてきている。昨年来
の新型コロナ感染症において、一般病棟の看護師をコロナ病棟に配置するなど、スタッフの配
置に苦慮しながらも対応を続けてきた。
　また、経営再建として、平成１８年に地方公営企業法の全部適用に移行し、大分県病院事業
中期事業計画を策定、医療の質の向上と経営改善に取り組んだ結果、平成１９年度に単年度収
支が黒字になり、以降、良質な医療を確保しながら黒字経営を続けている。今回の受賞は、こ
れまでの事業管理者、院長、職員が一丸となって意識改革、業務改善への取組を継続してきた
ことが評価されたと考えると、大変感慨深いものがあり、職員一同、素直に喜んでいる。
これからも県民医療の基幹病院として、より一層、県民の皆様に信頼される病院となるよう職
員とともに取り組んでいきたい。

病院局 大臣表彰について

・先日、大分県立病院が、地域医療に貢
献した病院として大臣表彰された。
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139

病院局 140 ＥＣＭＯの施行体制

・県立病院事業会計決算書５ページの資
産購入の概況に、ＥＣＭＯが１台ある。

・現在、ＥＣＭＯを何台保有しているのか。あわせて、ＥＣＭ
Ｏについては操作の専門性が高く、スタッフが多く必要だとテ
レビでも報道されていた。このＥＣＭＯの現在の保有台数に応
じた体制が確立されているのか。仮に２人入れるようなスペー
スがあったとして、今、ＥＣＭＯ１台に付いているスタッフが
兼務と言うか、２人の患者を診ることはできないということ
か。

・ＥＣＭＯは、御存じのように経皮的心肺補助装置と呼ばれており、心臓や肺、いずれかの疾
患、あるいは両方の疾患で回復の見込みがある場合に回復までの心肺機能の補助を行うもの。
今回のコロナウイルス感染症では、特に肺の機能が低下するため、通常の人工呼吸器を装着し
ても症状が改善しないときに回復までの日数を計算し、その間使用されることがある。
質問の点だが、本院では昨年度購入した１台を含め、計３台保有している。ＥＣＭＯを稼働す
るには、呼吸器内科、救急、心臓外科、循環器内科の医師、それから、臨床工学技師、看護師
など多職種による集学的な管理が必要であり、さらに交代要員などを含めると、１日当たり約
１０人の人員を要すると考えている。また、各種機器の配置や適切な感染管理のために十分に
広い空間が必要で、実際には、本院では救命救急センターのＩＣＵで対応することになり、こ
の場合、救急の受入れを制限せざるを得ない。さらに、１人の患者に稼働させるためには、
バックアップとしてＥＣＭＯをもう一台、つまり、計２台必要になる。
　以上のことから、本院では、対象とされる患者は現在１人が限界。ただし、今、御説明した
スタッフの配置、あるいは施行場所の確保、レイアウトなどの実施体制は十分に確立してい
る。なお、本院では今のところ、新型コロナ感染患者へのＥＣＭＯ施行例はない。実際には、
このＥＣＭＯを施行させるときは、かなりドクターも集中的に、例えば、心拍の管理等々で、
経時的な、時間的な推移を非常につぶさに監督しながら指示を出す必要があるので、患者が仮
に２人並んでいても、両方を掛け持つのはなかなか難しく、かなり診療の濃密度、いわゆるＩ
ＣＵの患者への人工呼吸管理より、もう一段、循環を見ながら、呼吸を診ながらということに
なるので、医師も看護師もその患者に特化した陣容で臨まざるを得ない管理方法になる。
　県立病院では、１人のＥＣＭＯ装着患者が限界で、他の施設では、県内では大分大学になる
と思う。大分大学もまずは１人が恐らく限界で、県内で同時に動かすとすれば２人まで、さら
にそれを超える場合は、他県に応援を依頼するしかないのが現状ではないかと思う。
ただ、他県も余裕があるかどうか、そのときの状況によるので、そこは限界という意味では、
現実的にはそういう数字になっている。

④ 医師、看護師の時間
外勤務について

・令和２年４月から出退勤管理システム
としてＩＣカードを導入しており、過労
死ラインの月８０時間超えの医師が、昨
年４月から８月までで延べ８１人と確認
している。

・昨年１年間での時間外勤務の状況はどうだったのか、医師と
看護師それぞれ分かれば。また、１００時間超えの医師や看護
師はいるのか。

・医者の１００時間超えというのは、民間もそうだが、やはり
公立病院としてはあってはならないことだと思う。確かに、Ｉ
Ｃカード、システム化によって出退勤管理をして、中身まで
チェックができることになるが、いろいろやってみたとして
も、実際どうすれば具体的に──増員するのが一番いいのだろ
うが、そういうのを含め、県病として何か要請と言うか、こう
いうことをすればもっと改善できるというのがあれば、教えて
いただきたい。

・県立病院では、令和２年４月から出退勤等管理システムを本格稼働し、全職員の出退勤時刻
がＩＣカードにより記録されるようになっている。御質問の昨年度の月８０時間超の医師の人
数は、延べ１６９人、実人数で３３人、月１００時間超えは延べ６３人、実人数で１９人で
あった。なお、看護師については、昨年度に月８０時間超の職員はいない。今申した医師の時
間外勤務については、２０２４年度の時間外労働規制の導入に向けて準備を進めており、特に
本院は、周産期、精神医療、救急医療など他院で取り扱っていない高度専門医療を担っている
立場もあり、診療科によっては本院に患者が集中し、どうしても月１００時間超えを避けられ
ない事態が生じてしまう。さきに述べた出退勤等管理システムにより正確な労働時間の把握が
可能となってきているので、今後はこれを基に時間外勤務の理由や必要性などについて実態を
細かく精査して、より適正な労務管理が行えるように進めていきたい。
　また、連続した超過勤務状態が起こらないよう、各部署に対して職員ごとの時間外勤務実績
データをフィードバックし、定期的に時間外勤務縮減に向けて啓発をしている。
　さらに、院長から職場責任者に対し、体のケアのみならず、職員のメンタルヘルスを含めた
労務管理に努めるよう常に注意喚起を行っている。御質問のもっと細かい手厚い方向性という
点だが、昨年からこのシステムを導入して以降、かなり細かい、一つ一つの時間帯の仕事の種
類というのが分かってきたので、時間外勤務なのか、それとも自己の勉学のための研鑽の時間
なのかをチェックすることができはじめています。それにより、さきほど申したように、各ド
クターに私どもから少し工夫する点を申し上げるのがこちらからの個人に対する働きかけかと
思っている。
　一方、病院全体としても、ワークシェアリング、それから、医師の業務の他の職種へ与え得
る部分を確実に抽出し、どこに振り分けていくのが一番効率的なのかも同時に検討を今、進め
ている。具体的には医療秘書の増員、それから、今年から１期生が出たが、専門看護師等々に
今まで医師しかできなかった業務を振り分けることを病院として正式に位置付け、医師の職務
の軽減化を図る。それと同時に、例えば、昼間の時間をつくり、そこに時間外労働の部分を充
て、結果的に時間外労働を減らすことも考えており、実践に移している。これは横一線ででき
ることではなく、非常に今、負荷が増している診療科、それから部署、職責をにらんだ上で、
そういう方々から優先的に手を付けていく方向性で今進んでいる。

・御質問のあった趣旨で、医師を増やせれば、それが一番いいというのはよく分かる。ただ、
集中している診療科というのは、なかなか他の病院では扱えない診療科が実は多く、そういっ
た中で、例えば、大学病院と県立病院で、今の空床の状況とか過密状況をお互い話し合いなが
らシェアするとか、そういう分散化する部分の働きかけが必要だと思っており、常日頃から根
気よく医師の確保をお願いして回っているが、そういう努力も諦めずと言ったらちょっと語弊
があるかもしれないが、それも続けていきたいと思う。院長が申した院内でタスクシェア、他
の職種に業務を渡していく取組もしながら総合的にやらないと、なかなか一長一短にこれは解
決しないと思うが、とにかく今、求められているのは、医師の正確な勤務時間をまず病院は把
握せよというのが第一歩であり、実はこれはなかなか他病院の状況を聞いていると、まだそこ
までいっていない病院もいくつもあると聞いている。少なくとも県立病院は、最低限のことは
把握して、次の一歩を進める姿勢でやっていきたいと思う。

病院局

41 / 50 



項　目 現　状　・　課　題　等 質疑・要望等
部局名 №

報告書
（案）

委　員　等　か　ら　の　質　疑　・　要　望　等
執行部回答

病院局 141
感染症専用病床の増
床

・大分県公営企業会計決算審査意見書６
ページのウの（イ）新型コロナウイルス
感染症への対応についてでは、感染症専
用病床は三養院、本館合わせて１２床の
体制で、中等症、重症患者の受入れと治
療が行われたとある。

・仮に次の波が来て、さらに感染が再拡大した場合、ＥＣＭＯ
ではないにしろ、感染症専用病床の増床については、現在の段
階で余力はあるのか。

・実際には今回、本院は１２床の重症病床、本院の患者は中等症のⅡ以上で入院になるわけだ
が、その状況で、１２床がフルで埋まった日が数日あった状況だった。恐らく管理の上で最も
重要になるのは、ＥＣＭＯを含めてだが、人工呼吸器を装着している患者が病床数の何％を占
めるのかということになるかと思う。幸い第５波でも、１２床がびっしり人工呼吸器の方々で
埋まったという事態はなかった。今、御質問のどれぐらいの余裕があるのかということになる
と、実際にはピークに達した、ぎりぎりになったという状況はなかったが、病床数を増やすに
は、軽症、中等症のバックアップ病棟をやや確保して、人員を重症に持ってくることで対応し
たのが本院の今までの動きで、実際にコロナ患者を管理する重症病床を増やすのは難しいと
思っている。
その病床数を増やすことが難しい以上、より早期の介入、それから、人工呼吸器の次のＥＣＭ
Ｏにまで達しない患者をいかに中等症Ⅱの段階で治療するかに全精力を傾け、５波には対処し
たところ。
　最初の質問である１２床を増やすことが容易にできるかと言うと、なかなか人的にもレイア
ウト的にも難しいと思う。委員が指摘の部分だが、まずはもっと患者が出たときに病床がもっ
と要るのではないかという質問だと思うが、この場合、できないわけではないが、その代わり
一般診療が大きく制限される。さきほど説明があったが、一般病床８床、そして、感染症病床
１２床、合わせて２０床にするのに２病棟分の看護師を配置転換した（約５０人で、全体の１
割）。そういう状況があり、さらにそれを拡大すれば数字的には可能だが、他の部分の求めら
れる医療を堅持できるか、非常に難しくなってくる。
　第６波に向け、今、希望を持っているのは、中和抗体医療で、カクテル療法と呼ばれるもの
がもう１種類出てくる予定と聞いている。したがって、軽症から中等症になりかかる人をいか
にそこでそういう治療をうまくやるか、そして、重症化させないかということ。それから、１
２月までには何とか経口剤、飲み薬が国内で認可される可能性が出てきたので、その部分の充
実に希望を持っているのが実情。
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142

・電気機器が大型化、また、たくさん入ってくる一方で、省エ
ネ等もそれぞれの機器で進んでおり、無停電電源装置の能力と
して、現状使用している機材や施設をフルに稼働しても十分な
能力が基本的にはあるんだろうと思っているが、それがどのく
らいの期間続くものなのか、その施設の能力について教えてほ
しい。
・高額な医療機器を選定して導入する際に、能力の判断等は医
師なり機材を使用する専門家が判断されると思うが、アフター
ケア等も含め、できるだけ安く、合理的な導入に向けて工夫さ
れることや課題等があれば教えてほしい。
・命を守る上で、電源は欠かせないものなので、管理には注意
が必要だろうと思っている。さきほど説明の中で、通常使って
いる機器がフル稼働した場合の６割程度を３日間維持できると
いう説明だったが、６割を超える使用のときにはトラブルが生
じる可能性があるということなのか、それとも電力供給能力が
フル稼働で６割程度ということなのか。
・医療機器の高額なものについて、また、医療機器そのものが
新しく替わることについては、非常に性能が高くなるが、ほと
んどの機械の場合、使用にあたっての操作性に関して、ワン
クッション、ツークッション、さらに操作が増えたりとか、扱
いづらさという部分は下手をすると重なってしまうと言うか、
増えてしまうといった傾向があるのではないかと思う。そう
いった部分でのふだん使う方々の意見も取り入れながら、ま
た、そういったことにあわせて研修期間も設けながら導入され
ているのか。

・無停電装置は、非常用自家発電設備から送電が開始されるまでの間、一瞬たりとも稼働を止
められない人工呼吸器や人工心肺装置、血液浄化装置など命に関わる機器につなぎで電力を供
給する蓄電池としての役割を担っている。非常用自家発電設備は、自動で瞬時に起動し、５分
程度で送電を開始できるが、無停電装置はその間の電力を補うのに十分な蓄電能力を有してい
る。非常用自家発電設備については、現在使用している機材や施設がフル稼働した場合の電力
量に対し、６割程度の電力を３日間程度供給する能力があり、これは災害拠点病院の指定要件
を満たす水準となっている。

・医療機器を購入しようとする場合においては、事前に多職種で構成する医療機器等整備選定
委員会の承認を得ることとしており、うち高額医療機器については、その性能だけではなく、
保守や点検に要する経費、機器に不具合が発生した場合の迅速な対応が可能かといったことも
考慮しながら、できるだけ複数の機器を購入候補として委員会で承認するよう努めている。昨
年度購入したＭＲＩといったような超高額な医療機器に関しては、数年前から購入計画を作成
し、事前に病院幹部で候補の機種を十分に検討した上で委員会に購入の可否を諮ることとして
いる。
　このような手続を経た上で、予定価格が１６０万円以上の医療機器については一般競争入札
により、予定価格が１６０万円未満の医療機器については、５社以上から見積書を徴収するこ
とにより競争性を働かせつつ、安価で合理的な購入を行っている。医療機器の多くは耐用年数
が５年から６年となっているが、アフターケアを行いながら、最低でも１０年は使用すること
を基本としているが、導入から１０年まで経過する間に、同種の機器の性能の進歩とかアフ
ターケアの終了といった不測の事態が生じることがあり、このような事態に備え、診療に支障
が生じることのないよう常に最新の情報を入手し、適正な更新の時期を見定めていくことが課
題と考えている。

・命に関わる場面に遭遇する可能性もあるため、職員の使い勝
手がいい、使いやすい、また、操作に慣れる研修等に十分注意
しながら、逆にそういったことによって超勤が増えることにも
留意しながら取り組んでもらいたい。

・電力について、現在、病院全体の電力量は最大で２千キロワットで、これに対し、非常用発
電装置の能力が１，２００キロワットで、約６割程度となっている。ただし、フル稼働した場
合に間に合わないのではないかということだが、医療機器以外に、例えば、事務的に使ってい
る機材とか、照明とか、使わなくてもよい電力をカットすることにより、ほぼ６割程度で災害
時の応急的な医療はこなせるのではないかということで災害拠点病院の指定要件となっている
と理解しており、それには十分対応できるのではないかと考えている。
・医療機器の操作性が煩雑になっていくのではないかということだが、おっしゃるとおり、そ
ういった可能性はある。いろんな医療機器が病院の電算システム等につながっており、そう
いったものとの整合性とか、実際に操作する職員がどうなのかといった部分について、電算に
詳しい職員とか、実際にそれを操作する診療科、あるいは放射線技師とか、そういった意見を
十分伺った上で、まずは各部署で機器を選定し、候補を絞り込んでいくという作業を行ってい
る。
機器を導入した後は、納めたメーカーが主導した研修期間があり、メーカーのマニュアルに
沿った研修を十分受け、実際の操作を行う期間を設けた上で、診療に使うという段取りを取っ
ている。

病院局
県立病院の無停電装
置の更新工事
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病院局 143
県内各病院への情報
発信、情報連携

・県立病院の基本方針の３番に、基幹病
院としての使命を果たしますとあり、正
しく臨床のとりでとして今回のコロナ対
応、大分県は他県に比べれば抑えられて
いるのかなと、これも県病の役割をしっ
かり果たすことができているからだろう
と思う。
　ただ、さきほどの説明で、重症化を防
ぐ方法とか、カクテル療法とか、最近
やっと方法が見えてきており、治療薬も
開発されつつあるということで、明るい
兆しが見えているが、対応していない現
場の診療所とかドクターの皆さん方に
とっては全く分からないんだと、未知の
世界だという話がよく出ている。

・重症化を防ぐため、県病が最後のとりでとして対応している
が、重症化せずに軽症で早くに収まれば後遺症に苦しむ方も減
るわけだから、そういう意味では、市中の病院とか診療所との
連携が今後の鍵になる。そして、これをいかにしっかり検証し
ていくかが一番大きな問題ではないかなと思う。
そういう意味において、拠点病院からの情報発信とか、事務長
を含めた医師会の各病院とか診療所との連携、コロナ禍ですか
ら非接触、遠隔で、Ｚｏｏｍ会議で情報が県病から発信されて
いるということが重要になってこようかと思う。例えば、難病
だったら大分県難病医療連絡協議会の設置規程とかあるが、今
回の分については、そういった連絡協議会は、聞いたら１年に
１回しか開かれていない。もっと早くすぐに開けと言ってもな
かなか開かれなかった経緯があると認識しているが、そのあた
りについて、今回のこれまでの波の検証と、今後に向けてのい
わゆる基幹病院としての使命を果たすという意味での医師会で
あるとか診療所、県内の各病院の皆さんへの情報発信等及び情
報共有の有り様の部分について、さらにどういった工夫がいる
かといった問題認識があれば教えてほしい。

・コロナ以外の病気の方々について、診療所から基幹病院、拠
点病院に入院希望をしてもなかなか受け入れてもらえないとい
う時期あった。そんな話も伺っているので、県民の命を救う力
として、また、守る力としてとても必要なことなので、ぜひ今
の局長の話も含め、決算特別委員会からの意見としても何らか
の意見集約をし、表明をしていただくように委員長にもお願い
する。

・一病院だけでやれる範囲は本当に限られていると思う。指摘されたように患者を受け入れた
病院、特に重症患者を受け入れた病院は県病を含めて大学病院、それから、中等症を中心とし
た日赤病院、あるいは大分医療センター、こういったところを中心として、それよりも軽い患
者を受けた病院その他が集まり、これまでの総括をすべきではないかと個人的には思ってい
る。一病院が音頭を取るというのはなかなか難しく、これはやはり県の福祉保健部が音頭を
取っていただければと思っているし、恐らくそういう動きになると思う。
　第６波に備えて何をどうしておけば、もっと素早く、もっと有効にできるかという話合いを
ぜひすべきだと思っているし、あるいは軽症を診るところでのいろいろな困り事、情報交換を
し、第６波に備えるべきだと思っているので、ぜひそういう働きかけを福祉保健部にしてみた
いと考えている。

病院局 144
後発薬品（ジェネ
リック薬品）

・決算特別委員会資料（令和２年度大分
県病院事業会計決算の認定）の３ペー
ジ、５番の経営基盤の強化の中にジェネ
リック医薬品の導入推進との記載があ
る。

・行政、医師、地域の方との集まりの中
で、このジェネリックを進めたいという
声を出していることに対し、少し疑問を
投げかける医師もいるようである。

・ジェネリック薬品の取組や現状はどうなっているのか。病院
の先生の中にはこのジェネリック医薬品に対し、多少消極的な
先生もいらっしゃるかと思うが、県病として、ジェネリック医
薬品に対してどういう見解を持っているか。
・素人なので、どちらがどうということは当然言えないが、県
病が基幹病院としてイニシアティブを取っていける内容がある
のであれば、ぜひとも大分県としても進めていただければと思
う。

病院としては、後発医薬品を積極的に採用するように進めており、厚生労働省が示した数量
シェアの目標が令和２年度までに８０％ということだが、県立病院においては令和３年４月時
点で８８．５％となっており、かなり上回った状態で推移している。通年で大体８８から９
０％前後で推移しており、非常に高い率で進んでいると思う。
　さらに、新しい薬を採用するといった場合には委員会にかけるが、極力、後発医薬品がある
場合にはそれを採用しようという方向で、委員会で審査を経た上で新しい医薬品を採用してい
く手続を取っている。

病院局 145
地方の医療について
の国への提案

・今回、国の医療制度にかなり疑問が出
てきた中でコロナ禍になって、地域医療
はどうあるべきかということにつくづく
気が付いたと思う。

・病院局長が一番現場には詳しいでしょうから、福祉保健部長
を含め、そういう職員との連携をもっと深め──よく言われる
のは、今、保健所なども地元のあれがちょっと薄れています
ね。そういう保健所の体制も含め、そういう部分をどんどん提
案してほしいと思う。決算特別委員会資料（令和２年度大分県
病院事業会計決算の認定）の中に、診療報酬の改定や国の制度
改革に迅速に対応しとありますが、逆に国に地方から提案すべ
きこともあると思う。地方の医療がどうあるべきか、特に過疎
の医療の問題もいろいろ出ているから、そういう実態が本当に
分かっている現場からまず福祉保健部長、特に知事も含めて
言っていただいて、それから国に発信することをぜひしてほし
いと思う。議会でも言ったが、黒田副知事は国から来ており、
接点がもっと持てるから、そういうときにラインとして利用
し、どんどん発信してほしいと思う。

・やり方に関しては、福祉保健部とあわせて知事にもお願いし、行政から発信していただく場
合と、自治体病院協議会という自治体立病院の全国の協議会があり、そこで意見を集約し、定
期的に国に要望している。今回、地域医療構想で、急性期を削減して回復期その他に転用しよ
うという流れがあり、今回の感染症が発生した場合のことを想定していない。そこで修正が行
われると思っていて、そういう部分に関しても自治体病院全体で要望を上げているし、国への
部分に関しても福祉保健部と協議し、意見が吸い上げられるよう、ぜひそういう意見をぶつけ
ていきたいと思っている。
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病院局 146
精神医療センターの
県負担金及び運営状
況

・精神医療センターの運営に係る県の負
担金が１億９，９００万ほどある。

・負担金はどのような基準によって算定されているのか、全国
一律の基準があって計算されているのか。施設の規模によって
年額固定されるものなのか、受入患者数で変動していくもの
で、最終的に負担金が決定していく仕組みなのか。負担金を加
味した場合、精神医療センター単体で見たときの収支の状況
は、負担金を充ててもなおかつ赤字になるのか、大体おおむね
イーブンになるのか。大分県公営企業会計決算審査意見書を見
ると、病床稼働率６７．６％ということだが、おおむねこれは
想定している程度の稼働率で動いているのか。この運営状況を
どう評価しているのか。新型コロナで、対応に問題が生じるこ
とはなかったのか、また、現在課題になっているものがコロナ
に関連して何かないのか。

・精神医療センターは、県民待望の施設なので、ぜひこれから
利用者のニーズに的確に対応していただきたいと思う。また、
このセンターの機能が十分に発揮されることを心から願う。

・精神医療センターの運営に係る県の負担金については、地方公営企業法等による総務省が定
める基準に基づき県から繰出しがされている。具体的には、精神病床の確保に要する経費のう
ち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額（収支
差）。毎年定額ではなく、当該年度の収支によって変動する。令和２年度においては、精神医
療センターにおける入院、外来収益や医業外収益などの収入見込みと、給与費や薬品費などの
材料費、経費、減価償却費及びその他の費用の費用見込みとの収支差に基づき負担金が算定さ
れている。
精神医療センター単体での収支については、昨年１０月に精神医療センターがオープンして６
か月で、入院、外来等を合わせた医業収益は１億１，８００万円。これに対し、医業費用は３
億５千万円となり、本業部分の収支を表している医業収支では２億３，２００万円の損失が生
じている。これに対し、医業外収益として、県から負担金１億９，９００万円、センター開設
に必要な備品等に対する補助金４，１００万円の交付を受けるなど、経常収支の段階では利益
が２，８００万円となっている。

・当センターは、他の施設では対応困難な急性期の精神科疾患、あるいは身体合併症患者に対
し、本院の身体科と一体で短期集中的治療を行う。入院患者の数は延べ８，８００人、病床使
用率は６７％。入院患者のうち、医療保護入院などの精神科救急患者の受入れはそのうちの７
割強、身体合併症患者の受入れは約３割という内訳だった。この数字から、病床の稼働、入院
患者の受入状況を考えると、むしろ当初の予想を超えた比率、病床稼働率で運用できていると
考えている。また、身体合併症と精神科救急患者の受入れの比率はおおむね想定どおりか、あ
るいはもう少し身体合併症患者の率が高いことを想定していたが、想定の範囲で収まっている
数字だと理解している。新型コロナの感染拡大と精神医療センターの受入状況は、この精神医
療センターとコロナ感染患者が絡むとどうなるのかということで非常に危惧していたが、精神
医療センターは、そもそも設置にあたり、当初から感染症患者が精神疾患の方に発生すること
を念頭に個室１床を陰圧室仕様で整備していた。本院ではこれまで、新型コロナ陽性の本セン
ターの入院患者を４人受け入れているが、幸運にも今回この患者全てを陰圧室で管理、治療す
ることができ、結果、適切な感染管理による運用が行われたと考えている。実際に精神医療セ
ンター内外でも、精神医療センターに絡んだ院内感染は全く発生しておらず、特に大きな問題
は生じていない。

病院局 147 ④ 医師、看護師の時間
外勤務について

・（内部協議）医師の超過勤務が１００時間を超えるのは大変
心配される。院内でワークシェア等いろいろやっているが、１
００時間を超える超勤はやはり縮減させていくことを強化する
という点は必要と思う。

教育委員会 148 ⑨ 小中学校の少人数学
級編成について

・事業の成果でも少人数学級の前進面で
の評価がされている。

・来年度から小学校３年生の３５人学級が順次実施されるが、
それに約１００人近くの先生が必要と見込まれているが、今年
度の教員採用試験の状況は。

・本年度は三次試験の最中で、募集人員と受験者数がどれぐら
いあったか。当然来年度から毎年クラスも増えてくるが、ス
クールサポーター、事務職員も含めて増員するのか。

・スクールサポーターとか事務職員は、必要な数を確保すると
言っているが、増加になるか。

・来年度から順次進めていく小学校の３５人学級については、令和７年度までの４年間で約１
００人程度の教員増が必要と見込んでおり、そのうち、来年度実施される小学校３年生の増加
分は２０人程度を見込んでいる。令和４年度の採用予定者数については、この３５人学級の増
加分に加え、今年度末定年退職者、早期退職者、来年度の特別支援学級の増加見込み等を反映
するとともに、一定の競争倍率を確保する必要も考慮し、小学校教員の募集人員は一般選考２
００人、小中学校連携教諭２０人、他県教諭特別選考２０人の計２４０人とした。なお、今年
度の教員採用試験については、三次試験までは終了したが、現在、最終合格に向け、作業を
行っている。教員の採用においては、今後導入が予定されいる定年引上げも見据えながら、引
き続き必要数の確保に努める。

・今年度の教員採用試験の受験者の人数は、採用予定者数が全体５１７人に対し、出願者数が
１，３８０人、そして第一次試験の合格者数が６０５人、第２次試験の合格者数が５４７人と
なっている。事務職員の配置の考え方について、毎年度の児童生徒数を踏まえた必要数を国の
標準法に定められた算式を元に決定し、算出を行うことになる。

・スクールサポートスタッフについては、教員のプリントのコピーや採点等の事務作業を行っ
ていたが、昨年度はコロナ禍において、教室の消毒、換気等の作業で活躍いただいている。昨
年度については、コロナ禍ということもあり、人数を大幅に増員したが、今後についても市町
村の要望等も踏まえながら、どのくらいの人数が必要か検討し、その人数の配置について努力
したい。
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教育委員会 149
県立学校情報セキュ
リティ対策高度化事
業について

・セキュリティ事故とかシステム障害は
生じていないとなっている。

・今後様々な情報が連携されることが行われる。今、ハッカー
の技術もかなり進んでいるので、常にその対策を講じておかな
ければならない。具体的な高度情報化、つまり、ハッカー等に
対する対策はどうなのか。

・人為的なミスが圧倒的に占めているので、そういうのも危惧
されるが、研修を行うと同時に管理者が常にチェックすること
が必要。対策はどうなっているか。

・教育の情報化を進めるにあたり、教職員及び生徒等の個人情報や重要な情報を適切に管理す
るセキュリティ対策は一層重要となっている。本県では、国のガイドラインも踏まえ、生徒の
学習成績等の個人情報を扱うネットワークをインターネットから分離するとともに、ネット
ワークへの侵入を防御するためのファイアウォールを設置するなど、教育ネットワークの安全
を確保している。技術の進歩への対策としては、サービス提供会社と連携し、最新の状態で防
御できるようにしている。

・人的セキュリティ対策については、学校管理者研修はもとより、県立学校の校長をはじめ全
教職員に対し、ｅ－ラーニングによる情報セキュリティ研修を毎年受講させている。また、個
人情報保護監査にあわせ、情報セキュリティについても各学校を巡回して指導している。現
在、国のガイドラインの改定に伴い、セキュリティポリシーの見直しも行っており、引き続き
セキュリティ対策の徹底を図る。

教育委員会 150
地域改善対策奨学金
貸付金について

・地域改善対策奨学金貸付金の収入未済
は１億２２１万円。措置状況報告書でも
未済額が減少しているとか、納付指導、
免除・猶予制度を利用していると言って
いるが、なかなか未納額が変わっていな
いのが現状。

・貸付け等ずさん過ぎる事業であったことは、やはり反省しな
ければならないと思う。貸付けのときのずさんさを反省すべき
と思うが、どうなのか。

・今後いつまでに完済するかという計画は持っているのか。

・高校生に対する本奨学金が給付制であった昭和６１年の会計検査において、不適切給付の指
摘を受けた経緯もあり、審査を強化してきた。貸与制となった後は、貸与条例に基づき、大分
県地域改善対策奨学金等審査委員会で慎重に審議の上、適正に貸与者を決定したと認識してい
る。なお、未済額が一番多かった平成２８年度と比較し、令和２年度は約１，６１２万円減少
している。

・本奨学金は、卒業後半年経過した月から２０年間で返還する制度で、猶予制度を利用してい
る者や、生活困窮者がいるため、いつまでに完済するという明言はできない。滞納者について
は、催告書や電話による納付指導を行っており、それにより返還を促すことができ、完済と
なった者もいる。今後も債権管理を適切に実施し、完済に向け、引き続き努力したい。

教育委員会 151
人権教育振興費につ
いて

・事業別説明書の３３７ページ。予算特別委員会の中でも、部
落差別に係る事案として、昨年度、生徒による差別的発言が
あったと言っているが、具体的にはどのような内容なのか。そ
れ対し、どのような対応をしたのか。

・高等学校で賤称語を使ったということで、具体的にどういう
対応を取ったのか。また、それらについて解放同盟などに連絡
を取ったりはしていないと認識していいか。

・学校の中の問題は小中と連携して学校で対応していけばい
い。なぜ運動団体に情報を言わなければいけないのか。正に主
体性がない。県教育委員会として、学校としてどう対応してい
くのかを第一義に考え、小中との連携、そこまではやるべきで
ある。一時期、非常に大きな問題になったこともある。そうい
うものは繰り返してはならない。だからこそ、そういう情報連
携を慎むべきだと思うがどうか。

・学校における差別的な発言について、その内容は、賤称語を使用した差別的な発言であっ
た。対応については教職員への研修を強化するだけでなく、生徒が主体的に取り組める学習を
推進するよう指導した。当該の学校だけでなく、小中高で系統的に人権学習を行う体制づくり
を整備してきた。

・まず、学校で発生したものについては、当然学校で課題を明らかにし、当課も指導してき
た。そして、その課題解決に向け、学校全体で取組を進めている。
　そこにあたって、学校だけでなく、小中学校との関係性、それから、地域で差別をなくそう
と取り組んでいる団体には、その取組状況などの情報提供はしている。

・原則的に学校、それから、教育委員会の中でしっかり議論しながら、学校の問題として進め
ている。ただ、小中学校との連携もあるので、市町村教育委員会とも連携していきたいと思っ
ている。地域ぐるみで、これから差別をなくしていく地域にするために、必要に応じて情報提
供をしたいと思っている。

教育委員会 152 ⑨ 教員の産休・育休取
得促進事業について

・令和２年度から早期に、例えば、１学
期の途中から産休・育休に入る方は、４
月から配置していくという、とてもいい
事業だと考えている。

・２３人の配置をしているが、産休取得
を年間で見ると７７人いる。つまり、大
体３分の１の方が配置されている。特に
１学期に産休代替に入る人には配置でき
た。ただ、２学期、３学期の産休に入る
方には配置はなかなか難しいと考える。

・教員をしていたときに多くの定年前退職の方を見送ってき
た。例えば、病気のためとか、また家族の介護という理由が確
かに多かった。ただ中には、妊娠したので、働くことがなかな
か困難でと辞められた方もいる。様々な理由で早期退職された
方がいるし、私自身も早期退職した一人。今現在、年度初めの
配置だが、学校を運営していく中で学期のタイミングは重要。
２学期初め、３学期初めの配置も拡大すべきじゃないかと考え
る。今回、職種を拡大してという話になっているが、配置時期
の拡大についての考えは。

・そういう状況はよく分かっているつもりである。今回のこの
質問は、単純に産休・育休者の早期配置という意味ではなく、
職場の労働負担軽減をぜひ言いたいと思ってしている。今回、
１０月４日に人事委員会から勧告で、学校現場における教職員
の負担軽減が示されている。県では様々な教育施策があり、ま
た現場が忙しくなるのじゃないかと思っている。そのために超
勤縮減とか、いろんな施策があるが、例えば、この産休代替を
早く配置するとか、人の配置をどうするとか、そういった施策
こそが今一番大事じゃないかと考えている。先ほど今年度の採
用試験の状況があったが、やはり教員を目指す方が年々少なく
なっている。もちろん、この背景には大学の教員養成課程の制
度等もあるが、具体的に今、学校現場は働きやすい現場だとい
う姿勢を示すことが一番大事じゃないかと思っている。例え
ば、教員になっても出産しやすいとか、そういったアピールが
今必要だと思って質問した。受け止め方をぜひお話しいただき
たい。

・教員の産休・育休促進事業については、産休・育休代替の教員を早期に配置することで、引
継ぎ期間が十分に確保でき、また代替教員が当初から学級担任となることで、１学期中に学級
担任の交代が生じないなどの教育上の効果も出ている。
　２学期開始時、３学期開始時への運用拡大については、教員確保が厳しい現状においては、
既に生じている欠員の補充をまずは優先すべきと考えている。
　引き続き、教員の確保に努力するとともに、その確保の状況も踏まえながら、どのようなこ
とができるか検討したいと考えている。

・なかなか難しい深刻な課題だと受け止めていて、これをやれば全て解決するというところが
ない問題だと思っている。
　私ども教育委員会としては、やはり現場の先生方が働きやすい環境づくりに引き続き取り組
んでいきたいと思っているので、その意味でできることを一つ一つ解決し、改良しという取組
を進めていきたいと思っている。
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教育委員会 153
ＯＩＴＡの未来を担
う子ども育成事業に
ついて

・この事業での中高生による仕事発見・
夢発見動画の作成については、コロナ禍
で取り組めなかったということで、目標
値に対して実績値はゼロだった。

・子どもたちが自らの将来をどのように描くかが小中学校での
児童の学習意欲につながると感じているが、この事業でいう
キャリア教育というのは、どのようなことを本来の目的として
いたのか。２０２０年度ができなかったということで、２０２
１年度にどのようにつなげていくようにしたのか。

・対象となる中学生については、計画を立てた中学生と実際に
する中学生が同じなのか。

・３校がもっと広がる計画なり、状況があるのか。

・自分の進路について、また、将来設計について、高校におけ
る取組とあわせて、地域に多くの方が残っていける環境をつ
くっていければと思う。この事業と地域の高校魅力化・特色化
推進事業は、必ずしも別々のものではなく、関連していると思
うので、積極的に取り組んでいただきたい。

・仕事発見・夢発見動画の作成は、令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大によりモデル
３地域ともに企業訪問が困難となったため、動画作成の実施を見送り、次年度に向けて実施計
画を立てる期間とした。本事業の目的は、中学生が高校生の協力を得て、地元の企業を取材す
る中で、社会人として生きていく上でどのような力が必要なのか、また、今の自分に求められ
ていることは何か等について考え、職業観の育成や自己理解を深めること。また、生徒にふる
さとの魅力に気付かせ、郷土愛を育む場になることも目的の一つとしている。令和２年度に企
業訪問ができなかった３地域ともに、本年度は本格実施となり、現在は活動を進めている。実
際に取材した生徒の感想の中には、「責任を持って仕事をすることの大切さを感じた」、「自
分の将来について真剣に考えるきっかけとなった」、「自分がしたい仕事が地元にもたくさん
あることを知ることができてよかった」などの感想があった。こういった活動を通し、職業観
や自己理解が深まり、ふるさとの魅力を発見する場となっている。

・昨年来から中学２年生を主として計画していた。今年度は３年生になっており、２学期以降
には高校受験等もあるので、そういった計画も引き継ぎながら次の学年の子どもたちを中心と
して行っている。また、地元の高校についてのきっかけという御意見で、高校生と協働して地
元の企業を訪問するのは、地元の高校を知ることにもなるだろうということで、目的の一つと
している。

・新たに３つのモデル地域をつくり、準備を進めている。

教育委員会 154
地域の高校魅力化・
特色化推進事業につ
いて

・成果指標を事業採択校における欠員数
として捉えている。この事業の成果欄に
は、事業採択校１７校のうち７校で欠員
数が減少したとあるが、全体の欠員数は
増えている。

・さきほどの説明の中でそもそも２００人、中学生が減ってい
るという話もあったが、結局、地域から出ていく人に変化はな
いということなのか、２００人の減少がそのまま影響すると考
えられるのか、それをどう分析しているか。特に７校の特徴に
ついて、成果として考えられる点をどのように分析しているの
か。

・欠員が減少した７校の特徴的な成果として、情報発信の工夫などにより、学校、学科の特色
が中学生や保護者に効果的に伝わった点や、地域と連携した学校独自の取組が浸透し、地元か
らの理解、関心が高まった点が挙げられる。
　例えば、中津南耶馬溪校では、地域や高校の魅力を伝えるＣＭを作成し、様々な媒体で発信
した。佐伯豊南高校では、広報誌「豊南マンスリー」の地元中学校３年生の配布やオンライン
学校説明会の実施により、高校３年間の学びや卒業後の進路等をＰＲした。玖珠美山高校で
は、地域交流の場としてミヤマカフェを生徒の発案で開設し、商店街の活性化など地域課題解
決に向け、高校生が積極的に活動する様子が地域に広く伝わった。本年度からは、さらに地域
との連携、協働を深めるため、高校と関係機関とのコンソーシアムをつくり、地域に根ざした
学校の魅力化に取り組む。

教育委員会 155
子ども科学体験推進
事業について

・体験型の子ども科学館、指標的には、
コロナ禍ではあるが、昨年の実績を上回
る数字を確保しているので、頑張ってい
ると思う。

・利用者からの評価をどのように受けているかということと、
展示内容の定期的な更新が行われているかなどについて伺う。

・ドローンの活用や、体験講座により、参加者数も多かっただ
ろうと思うが、展示物がどう扱われているか。

・あわせて、その展示物に関連して、県が新たに今後重点的に
取り組もうとしている水素開発に関する展示を加えられたらど
うか。これから先、２０４０年、２０５０年、カーボンフリー
という時代が必ず来て、そのときには水素が欠かせない環境に
なると思われる。今の子どもたちに水素は怖いものじゃない、
これから生活に必要だということを優しく、今の段階から教え
られる環境をつくっておくことは非常に重要じゃないかと思
う。

・非常に取組としては充実していると理解した。駐車場がな
く、場所が少し狭いということもあると思うが、まだ部屋が半
分残っているので、ぜひ借り足していただき、さらに充実して
いただければと思う。楽しみにしている。

・体験型子ども科学館Ｏ－Ｌａｂｏ（オーラボ）は、平成２２年に開設し、今年で１２年目を
迎え、小学生を中心に受講者は年々増加しており、令和２年度の受講者数は開設当初の約４倍
の４，５００人に上っている。令和２年度の受講者へのアンケートでは、参加者の９６％は楽
しかった。９３％がまた来たいと回答しており、受講者の満足度は非常に高いと言える。
　また、新たに好きになった教科は何かという質問に対し、小学生の３８％、それから中学生
の５３％が理科と回答しており、子どもの科学への興味、関心の向上につながっていると考え
ている。このような結果から、利用者からは一定の評価をいただいていると判断している。

・展示内容について、館内の展示はおおよそ３か月ごとに更新しており、昨年度は宇宙開発の
歴史に関する展示など、年間４回の企画展示を実施した。展示については、ＩＳＴＳ大分別府
大会など、県をあげてイベントを行うことがあるが、そういったイベントにあわせて展示を企
画し、子どもたちの機運醸成を図っている。今後も最新の科学技術に子どもたちが触れる機会
を創出していきたいと思う。

・さきほど申したように、県の施策と連動した展示や講座を実施することはとても重要なこと
だと考えている。これまで宇宙開発やＳＴＥＡＭ教育など、新規の講座を県の施策にあわせて
開設してきた。循環型再生エネルギーとしての水素は、宇宙開発や地球環境問題を学ぶ上で非
常に重要な課題だと考えている。Ｏ－Ｌａｂｏでもぜひ講座や企画展示を通し、子どもたちに
学びの機会を提供していきたい。

教育委員会 156
県立高校自転車通学
生ヘルメット着用推
進事業について

・教育長から説明があり、大体理解したが、改めてその点につ
いて取組の成果と課題について見解があれば聞かせてほしい。

・よく分かった。朝、通学路に立っていると、男の子で９割ぐ
らい顎ひもが緩いというのがある。かぶっていない子も間々見
られる。女子生徒はきちっとしているのは、ちょっと気持ちに
違いがあるのかなと思ったが、交通安全ルールの定着をしっか
りやっていただきたいし、まだまだ自転車が車両という認識が
子どもたちにないようなので、学校関係者からも認識させてい
ただいた上でヘルメットのちゃんとした着用をぜひしっかり定
着していただきたいと要望する。（要望）

・取組の成果と課題ということで、本年４月からのヘルメット着用義務化に向け、モニターに
対する購入費の助成を行うなど、その機運醸成を図ってきた。義務化前の高校生へのアンケー
トやヒアリングでは、ヘルメットの有効性や必要性は理解しているということだったが、一部
で格好が悪いとか髪型が乱れるという意見もあった。
　ヘルメットの着用の義務化は、着用によるけがの軽減、それと同時に交通安全意識の向上を
図ることで事故を減らす狙いがある。義務化になった４月からの状況を見てみると、車との接
触事故や転倒事故を起こした際に、ヘルメットを着用していたために軽症、あるいは無傷です
んだという事例も複数報告されている。また、昨年度と今年度の１学期の自転車事故の件数を
比較してみると、今年度は昨年度の３分の２に減少している状況。
　このようにおおむね順調にヘルメット着用義務化がスタートとしたと考えているが、学校か
ら少し離れたところでは、ヘルメットを着用していない生徒も一部見受けられるので、生徒の
安全の確保に向け、引き続き各学校と連携し、ヘルメット着用、交通ルールマナーの遵守につ
いて徹底していきたい。
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教育委員会 157
未来を創る学力向上
支援事業について

・小学校の教科担任制を来年度から文部科学省が本格的にやる
ということで、教科担任のための専任教員、いわゆる推進教員
がいる学校と、学級担任間での交換授業を行って、教科担任制
としている学校、その数は、今どのくらいなのか教えてほし
い。

・小学校の教科担任制の趣旨として、教科指導の専門性を持っ
た教師が多様な教材を活用し、より熟練した指導により学力向
上を図る。教師の質の向上については、先生が変わることで授
業が分かりやすくなったり、一定の成果もある。今回の教科担
任制の狙いとして、教師の持ちコマ数の軽減、そして授業準備
の効率化によって、教育活動の充実、教師の負担が軽減され
る。ところが、やはり小さい学校、特に１学年１学級のような
単学級の小規模の学校における授業交換では、結局はほかの学
年の授業の分も負担しなければならないので、教師はそれを負
担に感じるという声を聞いている。したがって、さきほどのよ
うな推進教員を１人でも多くやっていく。少子化で、小さな学
校が増えてくればなおのこと。そこら辺の手当をよろしくお願
いしたい。

・昨年１０月に教育課程実施状況調査を実施し、教科担任制の実態について調査し、高学年に
おいて教科担任のための専任の教員がいる学校数は２５２校中２２０校で、全体の８７．
３％。
高学年において学級担任間の交換授業で教科担任制としている学校数は２５２校中１１０校、
全体の４３．７％。

教育委員会 158
読書だいすき大分っ
子育成事業について

・昨年度も余り評価が高くなかった気がする。読書に親しむこ
とは大変重要だが、そういう子どもたちが今少なくなってい
る。なかなか読書量が増えないということで、根本的な原因は
何か、その分析がどうなっているのか。

・子どもたちが小さい頃から読書に親しむのは本当に大事なこ
とで、なるべく家庭でやっていくのが一番いいが、日々仕事に
追われ、とてもそれどころじゃないという家庭が増えており、
学校の図書館の充実がすごく大事。ところが、学校には今、専
任の司書がいるところもあれば、全くそういう方がいないとこ
ろも多い。学校の図書館の充実という意味からすれば、それを
専任にやる司書が必ず必要になってくる。そういう環境整備を
するためには、やはりどうしても人が必要になってくると思っ
ている。
　教科担任制の充実、図書館の環境整備の充実、今、人が足り
ないということで、厳しい面は十分分かっているが、そこら辺
の充実をさきほど原田委員への答弁の中で、一つ一ついろんな
ことを見直しながら、教員を含めた働きやすい、いい職場にし
ていきたいというような御答弁だったので、少しずつそういう
部分の充実をよろしくお願いしたい。

・小学生、中学生に実施したアンケートによると、本を読まない理由として最も多かったの
が、何を読んでいいのか分からないという回答。このため、児童生徒が興味を持ちやすい読書
セットの貸出しを市町村立学校に対して行っている。このセットには、推薦図書のほかに、若
い世代に人気のあるシリーズ物や映像化された作品など、読書に苦手意識を持つ児童生徒にも
利用したいと思えるような図書を集めている。あわせて、児童生徒が利用したいと感じる図書
館の運営のためのアドバイザー派遣を各学校に対して行っており、本に触れるきっかけづくり
を図っている。
　もう一つの課題として、家庭における読書習慣の定着にあると捉えている。この課題に対
し、家庭における幼少期からの読書習慣の定着を図る取組として、新たに「おおいた子どもの
本のページ」というホームページを立ち上げ、推薦図書の紹介や紙芝居、それから、童歌など
の実演動画の公開を行っている。それから、商業施設などで推薦本の展示や読み聞かせを行う
「本との出会いひろば」を展開し、家庭における読書習慣の定着を図っていきたいと考えてい
る。

教育委員会 159
おおいたワールドワ
イド・アカデミー事
業について

・２６人の受講者に対し、８３５万２千円もの事業費をかけて
いるが、これは一人当たりに換算すると、合計１０回の講義に
対し３２万円ほどかかっている。この内訳の詳細について伺
う。

・実際一人当たり平均したら３５万円ということは、アメリカ
に行って実際に環境の中で生徒たちが講義を受けるということ
でも十分に予算として足りるのではいかと思う。今コロナ禍で
なかなか海外に出ることは難しいが、子どもたちのために実際
に海外に行くこともいいのではないかと思うが、その点につい
ていかがか。

・アスリートとしてアメリカに留学というか、レースを経験し
に行って、やはり国内で海外の選手とレースをこなすより、海
外でこなしたほうが非常に大きな経験になった。これから国際
的に活躍する大分県の人材が育つためにも、海外での経験を積
めるような体制をつくってほしい。

・事業費の内訳については、スタンフォード大学の遠隔講座に係る委託料の８３５万２千円。
スタンフォード大学遠隔講座は、スタンフォード大学と大分県教育委員会が共同で提供する同
時双方向型のオンライン遠隔講座である。スタンフォード大学の専任講師や現地の起業家によ
る日米関係、それから、ＳＤＧｓ等をテーマとする講義、それから協議、発表などで構成さ
れ、英語で世界と渡り合うグローバル人材の育成を目指している。令和２年度は、全１０回の
講座に県内１９校の高校１年生から２年生３０人が参加し、グローバルリーダー育成塾におい
て２６人が成果発表を行った。本来であれば、成績優秀者２人がスタンフォード大学で開催さ
れる現地表彰式に出席する予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年
度は同大学が主催するバーチャル表彰式に参加した。

・スタンフォード大学遠隔講座を受講する３０人については、そもそもグローバルリーダー育
成塾という県下の県立、私立問わず、育成塾に参加した生徒の中から希望者を募り、その中か
ら選抜された３０人となっている。一昨年まで会場の関係で２００人を限度にグローバルリー
ダー育成塾を募っていたが、昨年度はコロナということでオンラインに変え、最大１回に６０
０人の生徒たちがオンラインでグローバルリーダー育成塾に参加するというようなグローバル
教育、それから、そういう勉強したいという生徒のニーズはかなり高いと考えている。その中
で選抜され、実際にオンラインで英語で向こうの先生と協議をしたり、話を聞いたりする講義
を自宅で受けることができる環境をつくっている。これをすることで、県内の県立、私立問わ
ず高校生たちがここでグローバルな教育を受けたい、そういう講義を受けたいというニーズに
応えることにより、グローバル教育の普及がかなり進むのではないかと考えている。
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教育委員会 160
キャリアプロデュー
サー活用推進事業に
ついて

・県内企業の就職内定率の向上の実績値
が前年と同様の６４．５％。

・全体の就職内定率は前年並みの数字が出ていたはずだと思う
が、新型コロナの影響のみで伸び悩んだのか、他の要因はな
かったのか。キャリアプロデューサーの配置人数は今２人だ
が、配置人数の増を図る必要はなかったか。また、工業系のみ
ならず、商業系から普通科まで含め高校全般において、県内就
職率の向上につながる事業の取組を検討してきたか。

・商工観光労働部との連携で、具体的に昨年度取り組んだもの
があればお示しいただきたい。例えば、さきほどの企業訪問に
ついても一緒に行ったとか、具体的に何か連携があったか。大
分県内の高校生全般の就職状況はこれまで伸びてきて、多分高
校生全般で見ると大分県も７５％ぐらいまで伸びてきたのじゃ
ないか。数字が今分かれば教えてほしい。

・工業系の６４．５％は、分母と分子がどのような数字になっ
ているのか。

・工業系以外で、全般で県内就職が多分７０％を超えているの
じゃないか。工業系で少し大分県は苦労しているところがある
かと思うので、さきほどの人員配置を含め、充実を図っていた
だきたい。大分の人口動態を見ると、若者の大分県の復帰率が
課題。大分に帰ってくる若者をどう確保するか。県外に就職す
る生徒もいると思うので、オオイタカテテ！以外に、人と人と
の、学校と生徒、教諭と生徒のつながりも大切に若者の復帰率
向上につなげていただきたい。また、商工観光労働部とも地元
定着促進事業の枠組みをやりながら、工業系に厳しいところが
あれば補強するなり連携していただきたい。

・キャリアプロデューサーは工業科の県内就職率向上のために配置した。令和２年度は新型コ
ロナウイルス感染症の影響が大きく、工業科への求人数は前年度から１１．１％減の１万５，
８５７人。そのうち、県内企業からの求人減は著しく、１６．４％減の４，３１１人。県内就
職の向上には厳しい状況だったが、キャリアプロデューサーの企業訪問等の活動により、県内
の新規求人企業１０社を開拓するなどして県内就職率が維持できた。現在、キャリアプロ
デューサーは県下に２人配置している。訪問した企業の１３１社のうち、４０社に８２人が就
職するなど、成果は上がっているが、今後、配置人数や地域については、検討の余地がある。
県内就職の向上につながる事業は産業教育全般で実施されており、例えば、企業へのインター
ンシップでは令和２年度は１３校の実施、延べ４７２事業所で１，２６１人が参加した。コロ
ナ禍で通常実施できなかったときはリモートでの開催等の工夫が見られた。普通科においては
大学進学者を対象に県内企業の魅力を伝えるキャリアフォーラム等を実施している。今後も関
係機関と連携したキャリア教育を推進し、県内就職率の向上に努める。

・商工観光労働部と連絡を密にしながら、高校現場については、オオイタカテテ！への登録な
どを推進している。昨年度から大学進学者だけでなく、専門高校の生徒にも登録していただい
て、県内の就職情報等を卒業後も配信する取組をしている。

・数については、また精査して報告する。（別途、説明あり）

警察本部 161

捜査活動用ビデオカ
メラの購入等の費用
及び所有台数につい
て

・２０２１年度、昨年度決算の中で、ビデオカメラ等や通信防
除機器などの購入費、リース料、所有台数を教えてほしい。

・令和２年度決算における捜査活動用ビデオカメラの購入等の費用及び所有台数について、購
入はない。全て借上げであり、借上料は４７１万４，４５１円となっている。また、台数につ
いては、令和３年３月末現在で５７台を所有している。通信防除機器については、通信防除法
で特定電子機器と定められており、機器については、令和２年度決算において、県警としての
購入やリース料は生じておらず、県警察において機器の所有もない。

警察本部 162
情報提供に対する謝
礼等について

・事件捜査費の中での情報提供者に対する謝礼の処理はどうし
ているのか。また、処理した結果はどのようにチェックされて
いるのか。

・犯罪や事件で情報提供者に対する懸賞金が与えらるポスター
等を見かけるが、個人的に関係者がやっていると聞いことがあ
るが、誰でも与えていいものではないだろうから、何か基準が
あるのか。懸賞金がついた後の情報提供や、それによる検挙、
また行方不明者の発見等に懸賞金がどのようにつながっている
のか教えてほしい。

・情報提供に対する謝礼等については、捜査費を執行した捜査員が支払精算書等の報告書を作
成している。報告書のチェックは所属長等が報告書を基に執行した捜査員から交付の状況の聞
き取りを行い、事実の確認を行っている。

・懸賞金付きの事件に係る検挙や行方不明者の発見等について、県警察としても、また関係者
個人としても、いわゆる懸賞広告を実施した事案はない。

・法的には、捜査特別報奨金制度という制度があり、これは警察庁が指定する事件に関して重
要凶悪事件等の検挙に結び付く有力な情報を提供した方に対して報奨金を支払うことになって
おり、関係者個人での基準は特に設けてはいない。

警察本部 163
治安維持を担う人材
育成推進事業につい
て

・サイバー犯罪対策研修受講者数が３９人となっているが、近
年のサイバー攻撃はかなり高度になっており、それに対して専
門的な知識がないと、対策というのは難しいと考えるが、専門
的な知識の取得について、どのように県警としてやっているの
か。また、研修に３９人参加しているようだが、即戦力として
対応できるのか教えてほしい。

・昨年度、日本サイバー犯罪対策センターに委託ということで研修委託をお願いしている。サ
イバー犯罪は、今後増えることを予想して、研修には力を入れていく予定である。

・警察庁主催のサイバー関連の教養を受講したり、事件の様々な事例を交えながら捜査の研修
を行っている状況である。
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警察本部 164
交通安全施設整備費
について

・活動指標にある指定路線の信号機新設数の欄で、目標値が２
０１９年度が２４基、２０２０年度が８基、２０２１年度が２
基という設定になっているが、指定路線とはどの路線のことを
言うのか。活動指標の三つとも同じ路線のことを言っているの
か。
事業自体は１９７１年度から始まっている事業のようだが、そ
の期間ごとに指定路線が異なっていくのではと想像するのだ
が、実情を教えてほしい。

・指定路線の信号機新設数が、２４基から２基に減っていく理
屈を確認したい。

・指定路線とは、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律等に基づき、補助事業の対象と
なる道路であり、県内の国道、主要地方道、一般県道については、そのほとんどが指定されて
いるほか、市道、これについても通学路等の生活道路が一部指定されている。活動指標の３項
目については、いずれも同じ路線を対象としており、指定路線を含む県内全ての道路における
目標値等を表示している。法改正等により、指定路線に変更があった場合でも、県内全ての道
路における目標値等を表示しており、影響はないものと考えている。

・平成１８年、平成１９年、当時は信号機新設要望が１００件を超えていたが、昨年は要望数
自体が５０数件となっている。さらに土木建築部や教育庁と協議し、要望内容を吟味していく
と、信号機を新設する必要のある場所が少なくなってきているため、信号機新設の必要性を精
査した数字というのが昨年は８基であり、今年は２基であったということである。昭和５０年
代は年間７０基程をつけていたときもあったそうだが、今後とも精査しながら、要望に応えて
設置してく。

警察本部 165 警察装備費について

・道路工事の現場などでよく見かける片側交互通行をさせる際
の信号機は、交通事故現場や、警察が活動する中であまり見か
けることがないが、警察当局として保有しているのかどうか教
えてほしい。

・片側交互通行の信号機を一つ持っていけば、処理をしながら
適宜現場の対応ができると思ったのだが、機材等はないのか、
またどういう装備品が必要かという議論は常日頃されているの
を教えてほしい。

・片側交互通行を指示する信号機については、県警では保有していない。

・基本的には警察官は、警察官による手信号で交通整理を行うと、道交法でもうたわれてお
り、交互通行の信号機は、荷物になる場合も多く、購入は考えていない。

警察本部 166
交通事故総量抑止対
策推進事業について

・可搬式の速度違反の取締実施回数の目標値が、令和元年度２
４回、令和２年度２４回ということだが、実績値は７７回、１
０１回と随分大きく乖離しているが、なぜこんなに低い数値を
目標に上げているのか。

・幼稚園の訪問活動も令和２年度、コロナウイルス感染拡大が
始まった年でもあり、この数値がいつ頃設定されたのか分らな
いが、前年度の倍という数を目標にしても到底無理ではなかっ
たか。どういう基準で設定がされているのか。

・成果指標の交通事故の死傷者数が、目標値がずっと４千人台
となってる。毎年１００人ずつ目標値が下がっているわけだ
が、本来はこの死傷者数というのは目標としては少なくするの
が普通ではないかと思うが、どういう基準で数値を設定してい
るのか。翌年は目標値に対して実績値を基に設定していく、令
和元年度が３，８０６人ならば、令和２年度は３，８００人以
内に設定をするということは考えないのか。

・可搬式速度違反取締実施回数の目標値については、それまでの使用実績や運用体制を踏まえ
て検討している。令和３年度の目標値については、平成３０年度から令和２年度までの使用実
績の平均や週１回以上の運用目安等から、前年度の目標値の約２倍に当たる５０回に設定し
た。来年度以降の目標値については、使用実績が増加している近年の状況を踏まえて慎重に検
討していきたい。

・幼稚園訪問活動は、県交通安全協会と共同して園児を交通事故から守ることを目的に、ま
ず、園児に対しては安全な道路の横断方法等に関する教育を実施するとともに、保護者に対し
ては交通安全啓発活動を実施してきたものである。令和元年度は、まず、県内全ての認定こど
も園、９０か所を目標値とした。令和２年度については、県内全ての国公立幼稚園及び私立幼
稚園の１８６か所を目標値とした。

・交通事故死傷者数の目標値については、令和２年に改定された「大分県長期総合計画、安
心・活力・発展プラン２０１５」の目標値を用いている。プラン改定時には、過去１０年の交
通事故死者数の減少状況と平成３０年の死傷者数４，６４８人を基に、目標値を決めたもので
ある。
令和元年度は目標値４，６３８人に対して実績値３，８０６人で、達成率は１１７．９％、令
和２年度は目標値４，５３８人に対して実績値３，０６３人で、達成率１３２．５％となって
いる。
令和２年度は前年と比較すると大幅に交通事故死者数が減少しているが、その要因としては、
新型コロナウイルス感染症のため交通量が減少したことなどが考えられる。来年度以降の目標
値については、今後の交通状況を踏まえながら適切に検討していく予定である。

警察本部 167
信号機の青信号の時
間の設定方法につい
て

・新しく住宅街ができたり、いろいろ状況が変化をしていると
思うが、定期的に渋滞等を調査把握し、青信号の時間を変更し
ているのか。

・信号機の秒数については、中央署の８階に管制センターというものがあり、そこの管制室
で、大体１サイクル１２０秒が平均だが、場所により通行が少ない通り、主要道がたくさんあ
り、脇道の通行が少ない通りに関しては半感応式信号機を設置している。基本的には、管制エ
リアの信号を長くし、他のの信号を短くすると、やはり時間がずれて渋滞が始まるので、その
管制のシステムよって一元的に統一しているというのが実情である。ただし、やはり渋滞があ
るのであれば、現地に行き渋滞状況を見て秒数を変えたりしている。管制室には３００メート
ル以上の渋滞が生じると黄色の電気がつき、常に渋滞が把握できるシステムになっている。ち
なみに、２，２００か所ほど信号機があるが、車両感知器が１，３００基程設置されている。
そのため、大体県内のどこにおいても渋滞状況が分かるというシステムになっており、常に交
通管制の職員が監視している。
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